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はじめに

　我が国では、急速に少子・超高齢化が進行し、本格的な人口減少時代を

迎えております。

　これに伴い、認知症やひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯の増加が

見込まれるとともに、核家族化や地域とのつながりの希薄化等、高齢者を

取り巻く環境は大きく変化し地域における課題が複雑化しています。

　このような状況から、介護が必要な状態になっても安心して暮らし続け

ることができるよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援サービス

を一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の構築を推進し、地域住民による支え合いとも連動し

た包括的な支援体制の仕組みづくりが急務となっております。

　こうした中、平成 29年 6月に、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるよう、「地

域包括ケアシステムの深化・推進」と「制度の持続性の確保」を柱とした介護保険法等の一部改正が

行われました。

　本市では、今回の国の制度改正も踏まえ、高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも健康で自分らし

く、生きがいや安心感、幸福感を感じながら暮らしを営み、尊厳をもって人生の最期を迎えられる社

会の構築を目指し、「富山市高齢者総合福祉プラン（高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画）」

を策定いたしました。

　本プランを高齢者保健福祉政策の基本とし、人口減少、超高齢社会にあっても、将来市民に責任の

持てる持続可能なまちづくりを着実に進めながら、新たな時代の到来を見据えた地域包括ケアシステ

ムの構築に向けた取組を一層強化してまいります。

　本プランの目標達成に向けては、関係機関・団体はもとより、市民の皆様のご協力が不可欠であり

ますので、より一層のご理解を賜りますようお願い申し上げます。

　終わりに、本プランの策定に当たり、地域懇談会などを通して参画をいただいた多くの市民の皆様

をはじめ、貴重なご意見・ご提案並びにご尽力を賜りました富山市高齢者総合福祉プラン策定懇話会

委員の皆様に対しまして、心から感謝を申し上げます。

平成 30年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富山市長

森　　雅　志
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　本市では、平成 37 年（2025）の超高齢社会の到来に向けて、高齢者を取り巻く様々な課題を的確に捉え、
高齢者が安心して暮らせる社会を実現するため、老人福祉法に基づく高齢者保健福祉計画と介護保険法に基
づく介護保険事業計画を一体のものとして「富山市高齢者総合福祉プラン」を策定しています。

（1） 高齢者保健福祉計画について

　長寿社会にふさわしい高齢者保健福祉をいかに構築するかという重要な課題に対して、本市が目指すべき
基本的な政策目標を定め、その実現に向かって取り組むべき施策を明らかにすることを主な趣旨とするもの
で、全ての高齢者を対象とした保健福祉全般に関する総合計画です。

（2） 介護保険事業計画について

　介護保険事業における保険給付の円滑な実施が確保されるように、国の基本指針に沿って策定する実施計
画であり、地域の実情に応じたサービス提供体制の確保と地域密着型サービスや地域支援事業を計画的に進
めるための基本計画です。

高齢者保健福祉サービス

介護保険サービス

高齢者総合福祉プラン

高齢者保健福祉計画

介護保険事業計画

計
画
の
策
定
に
つ
い
て

計画の策定について第1章

富山市高齢者総合福祉プランの位置付け１



2

第1期～
第4期計画
（H12～23）

第5期計画
（H24～26）

第6期計画
（H27～29）

第7期計画
（H30～32）

第8期計画
（H33～35）

第9期計画
（H36～38）

団塊の世代が65歳以上
平成27年（2015）

団塊の世代が75歳以上
平成37年（2025）

　計画期間は、平成 30 年度から平成 32 年度までの 3 か年です。
　本計画（第 7 期計画）においては、第 6 期計画で目指した目標や各種施策の成果を踏まえ、地域包括ケア
システムの構築を着実に進めるための取組の推進が求められています。

計画期間について2
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（1） 高齢者を取り巻く状況と将来推計
　① 人口と高齢者数の推移と今後の見込み

　本市の総人口は、国勢調査の結果では、平成 22 年度をピークに減少に転じております。
　また、富山市将来人口推計によると平成 32 年度には約 408,000 人になると見込まれ、平成 27
年度と比較すると、約 10,000 人減少する見込みです。
　一方、65 歳以上人口（第 1号被保険者数）は、平成 27 年度の117,045 人から、平成 32 年度に
は約 120,000 人になるものと見込まれます。また、高齢化率は平成 27 年度では 27.9％でしたが、
平成 32 年度には 29.5％となり、高齢化が一層進むものと予想されます。
　なお、平成 37 年度（2025）の総人口は約 397,000 人、65 歳以上人口は約 119,000 人、高
齢化率は 30.0％と見込んでいます。

第6期 第7期 第8期 第9期

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成35年度 平成37年度
（2025年）

総人口① 418,957人 418,495人 417,922人 414,715人 411,508人 408,302人 401,702人 397,302人
1号被保険者（65歳以上）② 117,045人 118,916人 120,227人 120,289人 120,351人 120,414人 119,690人 119,207人
 ・前期高齢者（65〜74歳） 60,987人 61,135人 60,395人 60,204人 60,013人 59,822人 53,097人 48,614人
 ・後期高齢者（75歳以上）③ 56,058人 57,781人 59,832人 60,085人 60,338人 60,592人 66,593人 70,593人
2号被保険者（40〜64歳） 138,065人 137,879人 138,562人 138,301人 138,040人 137,779人 137,251人 136,926人
高齢化率（％）（②/①×100） 27.9％ 28.4％ 28.8％ 29.0％ 29.2％ 29.5％ 29.8％ 30.0％
後期高齢化率（％）（③/①×100） 13.4％ 13.8％ 14.3％ 14.5％ 14.7％ 14.8％ 16.6％ 17.8％

総人口　　　　高齢化率　　　　後期高齢化率

人口及び高齢化率の推計

27.9
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14.8
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実績 推計

計画策定の背景3

〔推計方法〕
「富山市将来人口推計報告書」（平成27年9月）及び実績値（各年10月1日）に基づき推計　

〔推計方法〕
「富山市将来人口推計報告書」（平成27年9月）及び実績値（各年10月1日）に基づき推計　

計
画
の
策
定
に
つ
い
て

実　績 推　計
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　② 要介護認定者数の推移と今後の見込み
　65歳以上の第1号被保険者の認定者数は、平成 29 年度の 22,266人から平成 32 年度には
23,192 人へと926人の増加を見込むものの、増え幅は抑制され、認定率は平成 29 年度と同程度
となる見込みです。
　なお、平成 37年度（2025）の認定者数は約26,000人、認定率は約20.60％と見込んでいます。

（人）

認定者数
第6期 第7期 第9期

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度
総数 22,224 22,345 22,681 23,104 23,279 23,458 25,866
( うち第 1号被保険者数） (21,774） (21,932） (22,266） (22,748） (22,972） (23,192） (25,600）
　要支援 1 2,133 2,178 2,265 2,398 2,504 2,616 2,944
　要支援 2 2,549 2,638 2,655 2,702 2,725 2,752 2,930
　要介護 1 3,965 4,139 4,319 4,584 4,810 5,053 5,753
　要介護 2 4,727 4,578 4,681 4,699 4,663 4,616 4,838
　要介護 3 3,855 3,879 3,848 3,893 3,905 3,920 4,473
　要介護 4 2,624 2,743 2,773 2,862 2,914 2,963 3,372
　要介護 5 2,371 2,190 2,140 1,966 1,758 1,538 1,556

（％）

認定率
第6期 第7期 第9期

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度
第1号被保険者（65歳以上） 18.48 18.40 18.57 18.60 18.60 18.60 20.58
・前期高齢者（65〜74歳） 4.02 3.97 4.04 4.03 4.02 4.01 3.91
・後期高齢者（75歳以上） 34.00 33.16 33.22 32.71 32.27 31.85 31.07
第2号被保険者（40〜64歳） 0.32 0.30 0.30 0.26 0.22 0.19 0.20
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（
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）

要介護（要支援）認定者数の推移

18.48 18.40 18.57 18.60 18.60 18.60
20.58

実績 推計

〔推計方法〕
　平成27～28年度は3月末実績値、平成29年度は10月1日実績値、第7期は第6期の実績から推計。平成37年度は、平

成27年度国勢調査を基にした国立社会保障・人口問題研究所の地域別将来推計による推計値（厚労省提供）。

実　績

実　績

推　計

推　計
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　③ ひとり暮らし高齢者数の推移と今後の見込み
　核家族化など、家族構成の変化により、高齢者（65歳以上）の一人暮らしの世帯数は、平成17年
度では約1万人でしたが、平成37年度（2025）には約1万9千人と大幅に増加する見込みです。

　④ 認知症高齢者数の推移と今後の見込み
　我が国における認知症の人の数は、平成24年度で約462万人、65歳以上高齢者の約7人に1
人と推計されています。高齢化の進行に伴い、さらに増加が見込まれており、平成37年度には高齢
者の5人に1人にあたる730万人と大幅に増加する見込みです。これを本市の人口に当てはめると、
認知症有病者は平成32年度には21,700人、平成37年度には24,600人になると推計されます。

実績 推計
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〔推計方法〕
　平成27年度までは国勢調査による実績値。平成32年度以降は、「日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）平成26年
4月推計」の「表Ⅱ-9-1 都道府県別　家族累計別高齢者世帯数」に基づき推計

〔推計方法〕
■国の認知症有病率に当てはめた富山市における認知症高齢者推計値
　「日本における認知症高齢者人口の将来推計に関する研究」による速報値の各年齢の認知症有病率が上昇する場合
の将来推計人数/（率）の有病率を富山市将来人口推計報告書の高齢者（65歳以上）の推計値に当てはめ算出
■富山市認知症高齢者数実績値
　認定調査時に認定調査員及び主治医の意見書両方が認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa以上と判断した者（各年度
3月末の集計数）
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（2） 高齢者保健福祉実態調査について

富山市高齢者保健福祉実態調査から（平成 29 年 2 月実施）

　計画の策定にあたり、高齢者の生活環境や保健福祉等についての意識や意向等を把握し、計画の基
礎資料とすることを目的に実施しました。

調査地域　　　富山市全域
調査対象　　　平成 28 年 12 月 1 日現在、65 歳以上の方
調査対象者数　3,600 人（無作為抽出）200 人× 18 日常生活圏域
調査方法　　　郵送による配布と回収
調査期間　　　平成 29 年 2 月 3 日（金）〜 2 月 14 日（火）
有効回答数　　2,443 標本（67.9％）　※前回調査 67.6％

１ 高齢者生活状況について　
　⑴ 生活の中で不安に思うこと

　生活の中で不安に思うことについては、「病気に関する不安」が 58.2％と最も多く、次いで「認知
症になることの不安」が 51.7％、「寝たきりになることの不安」が 48.6％、「経済（生活費など）に
関する不安」が 26.9％の順となっています。
　 同居状況別にみると、【1 人暮らし】は「住宅の維持管理（除雪・庭木の手入れ、修繕など）に関す
る不安」、「孤独に関する不安 ( ひとり暮らしである、人とのつきあいがうまくいっていないなど )」、「い
ざという時に頼れる人がいないことの不安」が多く、【施設入所】は「寝たきりになることの不安」が
他と比べて多くなっています。

病気に関する不安

認知症になることの不安

寝たきりになることの不安

経済（生活費など）に関する不安

災害（地震、火事、水害など）に関する不安

家族の介護に関する不安

その他

特にない

58.2

51.7

48.6

26.9

26.2

25.0

20.4

17.8

1.4

0 10 20 30 40 50 60 70（％）

住宅の維持管理に関する不安
（除雪・庭木の手入れ・修繕など）

調査の結果（概要）
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　⑵ 現在の住まいで困っていること
　現在の住まいで困っていることについては、「冬期の除雪」が 22.8％と最も多く、次いで「住宅の
修繕などの維持・管理」が 21.3％、「庭木の手入れや除草」が 20.1％、「生活が不便（交通の便が悪い、
近くにスーパーがないなど）」が 19.6％の順となっており、｢特に困っていることはない｣ が 35.8％
となっています。
　地域別にみると、【大山地域】は「生活が不便（交通の便が悪い、近くにスーパーがないなど）」が
54.7％と多く、【大沢野地域、細入地域】は「近くに医療機関や介護保険施設などがない」が 17.5％
と他の地域と比べて多くなっています。

　⑶ 日中、一人になることがあるか（「家族などと同居されている方」のみ）
　「家族などと同居（二世帯住宅を含む）」とした 1,998 人に、日中に一人になることがあるかきいた
ところ、「よくある」が 29.8％、「たまにある」が 39.3％、「ない」が 14.5％となっています。

　⑷ 外出の頻度
　外出する頻度については、「ほぼ毎日」が 29.2％、「週 4 〜 5 日」が 18.0％、「週 2 〜 3 日」が
30.0％、「週 1 日」が 9.6％、「週 1 日未満」が 8.4％となっています。
　男女別にみると、男性は「ほぼ毎日」が 34.2％と、女性に比べて多くなっています。

計
画
の
策
定
に
つ
い
て

ほぼ毎日（週4、5回以上含む）
47.2％

週2、3回
30.0％

週1回
9.6％ ① ②

①週１回未満（8.4％）
②無回答　　（4.8%）

よくある
29.8％

たまにある
39.3％

ない
14.5％

無回答
16.4％

冬季の除雪

住宅の修繕などの維持・管理

庭木の手入れや除草

生活が不便（交通の便など）

玄関や敷居の段差

近くに医療機関・介護施設等がない

その他

特にない

22.8

21.3

20.1

19.6

9.5

6.2

35.8

1.4

0 5 10 15 20 25 30 35 40（％）
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　⑸ 外出回数の変化
　昨年と比べて外出回数が減っているかについては、「とても減っている」が 5.4％、「減っている」
が 22.6％と合わせて 28.0％の人が減少したと回答しています。
　年齢別にみると、年代が高いほど外出回数が減った人が多く、「65 歳〜 74 歳」は約 2 割であるの
に対し、「85 歳〜 89 歳」で 48.0％、「90 歳以上」で 51.8％となっています。

　⑹ 外出回数が減った理由
　外出回数が減っていると回答した 683 人の外出回数が減った理由については、「足腰などの痛み」
が 42.5％と最も多く、次いで「外での楽しみがない」が 16.5％、「病気」が 15.1％、「交通手段が
ない」が 11.0％の順となっています。
　男女別にみると、男性は女性に比べて「外での楽しみがない」、「経済的に出られない」が多く、女
性は男性に比べて「足腰などの痛み」が多くなっています。

全　体

65歳～69歳

70歳～74歳

75歳～79歳

80歳～84歳

85歳～89歳

90歳以上

（%）0 20 40 60 80 100

32.535.522.6 4.15.4

43.037.214.5 2.72.6

35.343.016.5 2.23.0

29.434.626.2 4.85.0

23.532.031.2 5.77.7

18.925.535.2 7.712.8

21.719.835.8 6.616.0

とても減っている 減っている 減っていない 無回答あまり減っていない

50

40

30

20

10

0

（％）
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禁
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の
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）

耳
の
障
害（
聞
こ

え
の
問
題
な
ど
）

経
済
的
に

出
ら
れ
な
い

16.5 15.1 13.8
11.0 10.7 10.4

6.9 6.9 6.1

42.5

全体
男性
女性

42.5
35.1
48.2

16.5
18.7
14.8

15.1
16.7
13.8

11.0
9.0
12.5

10.7
13.4
8.6

10.4
10.7
10.2

6.9
5.0
8.3

6.9
7.4
6.5

6.1
8.7
4.2

13.8
12.7
14.6
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２ 健康づくりや生きがいづくりについて
　⑴ 介護・介助が必要になった原因（複数回答可）

　「何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない」、「現在、何らかの介護・介助を受けている」
と回答した 447人に、介護・介助が必要になった主な原因についてきいたところ、「高齢による衰弱」
が 21.9％と最も多く、次いで「骨折・転倒」が 20.6％、「認知症 ( アルツハイマー病等 )」が 19.7％、「脳
卒中（脳出血・脳梗塞等）」が 16.3％の順となっています。
　男女別にみると、男性は女性に比べて「脳卒中（脳出血・脳梗塞等）」、「がん（悪性新生物）」、「呼吸
器の病気 ( 肺気腫 ･ 肺炎等 )」が多く、女性は男性に比べて「高齢による衰弱」、「骨折・転倒」、「関節
の病気（リウマチ等）」が多くなっています。

　⑵ 介護・介助をしている人の年齢
　主に介護・介助をしている人の年齢については、「65 歳未満」が 39.2％、「65 〜 74 歳」が
25.8％、「75 〜 84 歳」が 15.5％、「85 歳以上」が 8.1％となっており、「65 歳以上」が 49.4％、「75
歳以上」が 23.6％となっています。
　男女別にみると、男性は「75 〜 84 歳」が 25.7％と女性に比べて多く、女性は「65 歳未満」が
44.3％と男性に比べて多くなっています。

　⑶ 趣味や生きがいはあるか
　趣味や生きがいはあるかについては、「はい（ある）」が 65.9％、「いいえ（ない）」が 27.8％となっ
ています。
　男女別にみると、大きな差はみられないものの、女性は「はい（ある）」が 67.2％と男性の
64.6％に比べて少し多くなっています。

計
画
の
策
定
に
つ
い
て

高齢による衰弱

骨折・転倒

認知症（アルツハイマー病等）

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

心臓病

糖尿病

関節の病気（リウマチ等）

がん（悪性新生物）

視覚・聴覚障害

呼吸器の病気（肺気腫・肺炎等）

脊髄損傷

その他

21.9

20.6

16.3

19.7

11.2

10.7

8.9

7.8

6.7

6.5

14.8

6

0 5 10 15 20 25（％）

65歳未満
39.2％

65～74歳
25.8％

75～84歳
15.5％

無回答
11.4％

85歳以上
8.1％

はい
65.9％

いいえ
27.8％

無回答
6.3％



10

　⑷ 健康づくりや介護予防のためにしていること（複数回答可）
　健康づくりや介護予防のためにしていることについては、「休養や睡眠を十分とるようにしている」が
57.7％と最も多く、次いで「運動（散歩などの軽い運動を含む）を行うようにしている」が 54.4％、「健
康診断を受診している」が 51.9％、「規則的な生活を心がけている」が 51.3％の順となっています。
　年齢別にみると、年代が低いほど「バランスのよい栄養摂取（食事、サプリメント）を意識している」、

「生活の中でなるべく体を使うようにしている（エレベーターや車を使わないなど）」が多い傾向にあ
る一方、「特にない」が「85 歳〜 89 歳」と「90 歳以上」で約 2 割と多くなっています。

　⑸ 健康づくりや介護予防のために今後やってみたいこと（複数回答可）
　健康づくりや介護予防のために今後やってみたいことについては、「運動（散歩など軽い運動を含む）」
が 54.4％と最も多く、次いで「友人との交流」が 29.6％、「趣味や教養活動」が 27.3％、「働くこと」
が 18.8％の順となっており、「特にない」は 14.8％となっています。
　男女別にみると、男性は女性に比べて「運動（散歩など軽い運動を含む）」、「働くこと」、「地域活動（長
寿会や自治会活動を含む）」が多く、女性は男性に比べて「友人との交流」、「家事や家庭内の世話」が
多くなっています。

60
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40

30
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（％）

特
に
な
い

そ
の
他

酒
や
タ
バ
コ
を

控
え
て
い
る

趣
味
や
教
養
の
た

め
外
出
し
て
い
る

地
域
活
動（
長
寿
会
や
自
治

会
活
動
を
含
む
）に
参
加
す

る
よ
う
に
し
て
い
る

バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
栄
養
摂
取

（
食
事
、サ
プ
リ
メ
ン
ト
）を

意
識
し
て
い
る

歯（
義
歯
含
む
）や
口
腔
の

健
康
を
意
識
し
て
い
る

運
動（
散
歩
な
ど
軽
い
運
動

を
含
む
）を
行
う
よ
う
に
し

て
い
る

気
持
ち
を
な
る
べ
く
明
る

く
持
つ
よ
う
に
し
て
い
る

友
人
と
の
交
流
を
大
切

に
し
て
い
る

規
則
的
な
生
活
を

心
が
け
て
い
る

休
養
や
睡
眠
を
十
分

と
る
よ
う
に
し
て
い
る

健
康
診
断
を

受
診
し
て
い
る

生
活
の
中
で
な
る
べ
く
体
を
使

う
よ
う
に
し
て
い
る（
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
や
車
を
使
わ
な
い
な
ど
）

57.7
54.4 51.9 51.3

41.6 41.3 41.1 38.9

27.5 27.0 24.6
19.3

2.5
8.0

全体
65歳～69歳
70歳～74歳
75歳～79歳
80歳～84歳
85歳～89歳
90歳以上

57.7
52.6
57.2
63.8
62.4
59.7
45.3

54.4
55.3
56.5
62.2
53.4
42.9
25.5

51.9
53.6
51.1
58.8
52.6
42.9
28.3

51.3
54.2
55.6
53.7
45.9
38.8
42.5

41.6
39.4
45.2
49.3
43.0
31.1
16.0

41.3
45.0
43.9
40.6
39.4
33.7
27.4

41.1
40.1
42.7
44.7
40.2
40.3
28.3

38.9
36.1
39.8
42.5
42.3
36.7
28.3

27.5
30.5
30.5
28.0
26.0
16.8
14.2

27.0
29.8
27.6
34.4
23.2
14.3
8.5

24.6
21.5
26.9
33.2
26.0
15.3
3.8

19.3
17.8
20.8
21.1
18.8
18.9
15.1

2.5
1.7
2.5
3.0
3.1
0.5
7.5

8.0
6.2
5.2
7.0
8.2
17.9
20.8

運動（散歩など軽い運動を含む）

友人との交流

趣味や教養活動

働くこと

家事や家庭内の世話

地域活動（長寿会や自治会活動を含む）

ボランティア活動

その他

特にない

54.4

29.6

18.8

27.3

18.2

13.3

6.5

1.8

14.8

0 10 20 30 40 50 60（％）
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３ 介護保険制度の充実について
　⑴ 望ましい介護の生活形態

　介護を受けながら生活していく際の望ましい介護の生活形態については、「在宅で、家族の介護を受
けながら、暮らしたい」が 23.6％、「在宅でヘルパーによる訪問介護、日帰りで施設に通うデイサービス、
短期間だけ施設に宿泊するショートステイなどのサービスを活用しながら、暮らしたい」が 30.7％、「自
宅の近くにある小規模なグループホーム（認知症対応の施設）で安心した生活を送りたい」が 7.5％な
どとなっており、約 6 割の人が住み慣れた地域での生活を望んでいます。
　男女別にみると、男性は女性に比べて「在宅で、家族の介護を受けながら、暮らしたい」が 28.5％
と多く、女性は男性に比べて「在宅でヘルパーによる訪問介護、日帰りで施設に通うデイサービス、短
期間だけ施設に宿泊するショートステイなどのサービスを活用しながら暮らしたい」が 32.8％と多く
なっています。
　年齢別にみると、「85 〜 89 歳」と「90 歳以上」で「在宅で、家族の介護を受けながら、暮らした
い」がそれぞれ 28.6％、34．0％と最も多くなっています。

　⑵ ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯に必要な見守りや支援
　ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯に必要だと思う見守りや支援については、「緊急時の連絡・
援助体制」が 31.9％、「地域ぐるみで行う日常的な訪問や見守り」が 30.3％、「簡単な家事援助等」
が 9.0％、「地域におけるひとり暮らし高齢者のマップづくり」が 8.9％、「閉じこもりを予防するた
めの誘い出し」が 8.8％、「地域の助け合いによる外出支援（移動サービス等）」、「老人クラブによる
友愛訪問」が 2.2％などとなっています。
　年齢別にみると、90 歳以上で「地域ぐるみで行う日常的な訪問や見守り」が多くなっています。

計
画
の
策
定
に
つ
い
て

0% 20% 40% 60% 80%10% 30% 50% 70% 90% 100%

在宅で、家族の介護を
受けながら、暮らしたい

23.6％

無回答
14.2％

30.7％

7.5％ 6.8％11.7％

在宅で暮らしたい　54.3%（前回57.6%）

特別養護老人ホームなどで安心した生活を
送りたいが個室にはこだわらない

有料老人ホームやサービス付き高齢者
向け住宅などで暮らしたい　 4.2%

自宅近くにある小規模なグループホームで安心した
生活を送りたい（認知症対応のある施設）

特別養護老人ホームなどのプライバシーの
確保された個室で安心した生活を送りたい

在宅でヘルパーによる訪問介護、日
帰りで施設に通うデイサービス、短
時間だけ施設に宿泊するショートス
テイなどのサービスを活用しながら
暮らしたい

その他
1.2%

緊急時の連絡・援助体制

地域ぐるみで行う日常的な訪問や見守り

簡単な家事援助等

地域におけるひとり暮らし高齢者のマップづくり

閉じこもりを予防するための誘い出し

地域の助け合いによる外出支援（移動サービス等）

老人クラブによる友愛訪問

その他

31.9

30.3

8.9

9.0

8.8

4.0

2.2

1.1

0 5 10 15 20 25 30 35（％）
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　⑶ 認知症の人が地域で暮らしていくために必要な支援（複数回答可）
　認知症の人が住み慣れた地域で暮らしていくために必要だと思う支援については、「家族などの介護
負担を軽減するための施策の充実」が 56.2％と最も多く、次いで「認知症の介護サービス（在宅・施
設サービス）の充実」が 44.3％、「できるだけ早い段階から、医療・介護等のサポートを利用できる
仕組みづくり」が 36.1％、「地域の見守り体制の充実（ネットワークの構築、連絡体制整備など）」が
29.8％の順となっています。
　男女別にみると、男性は女性に比べて「地域の見守り体制の充実（ネットワークの構築、連絡体制
整備など）」が多く、女性は男性に比べて「認知症の人や家族、地域住民の誰もが気軽に集える場（「認
知症カフェ」など）の設置」が多くなっています。

　⑷ 介護保険制度における費用負担について
　介護保険制度における費用負担の考え方については、「現状程度の費用負担が適当である」が
34.1％、「サービスは少なくてもよいが、なるべく低料金で利用したい」が 33.9％、「それなりの費
用負担をしても、多様なサービスを受けたい」が 12.5％などとなっています。
　年齢別にみると、年代が高いほど「現状程度の費用負担が適当である」が多く、「サービスは少なく
てもよいが、なるべく低料金で利用したい」が少なくなる傾向にあります。
　要介護認定の状況別にみると、要介護認定を受けている人は「現状程度の費用負担が適当である」が
42.7％と、受けていない人に比べて多くなっています。要介護認定を受けていない人は「サービスは少
なくてもよいが、なるべく低料金で利用したい」が 35.6％と、受けている人に比べて多くなっています。

家族などの介護負担を軽減するための施策の充実

認知症専門相談窓口の設置

認知症を正しく理解するための啓発活動の充実

認知症の専門医の設置

認知症の人やその家族を支援するボランティアの育成

成年後見制度などの活用促進

その他

56.2

44.3

36.1

0 10 20 30 40 60（％）50

29.8

21.1

18.3

17.7

16.6

13.0

10.2

2.3

1.5

11.8

できるだけ早い段階から、医療・介護等の
サポートを利用できる仕組みづくり

地域の見守り体制の充実
（ネットワークの構築、連絡体制整備など）

認知症の介護サービス（在宅・施設サービス）の充実

認知症の人や家族、地域住民の誰もが気軽に
集える場（「認知症カフェ」など）の設置

医療機関など認知症の人と家族に役立つ
サービスの地域資源マップ

認知症高齢者徘徊SOS緊急ダイヤル
（事前登録制）の登録の推進

現状程度の費用負担が適当である
34.1％【59.7％】 33.9％【19.3％】

サービスは少なくてもよいが、
なるべく低料金で利用したい ①

①それなりの費用負担をしても、多様なサービスを受けたい　12.5％【9.9％】
【　】は、前回（H26）調査結果

無回答
13.4％

その他
6.0％
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（3） 市民意識調査について

富山市民意識調査（平成 27 年 5 月実施）から

　市の政策に対する満足度や市政への要望などについて、市民の考えや意見を伺い、「総合計画」や今
後の市政の推進に反映させていくことを目的に実施しました。

調査地域　富山市全域　　　　　　　　　　　　調査対象　市内に現住する 18 歳以上の男女
調査対象者数　6,000 人（無作為抽出）　　　　調査方法　郵送による配布と回収
調査時期　平成 27 年 5 月　　　　　　　　　　有効回答数　2,349 標本（39.2％）

【問】今後のまちづくりの重点（まちづくりの目標別）
　本市の施策のうち、「今後重点的に取り組むべきであると思う施策について」の設問に対し、「高齢者・

障害者への支援（介護サービス基盤整備など）」が 20.4％で平成 22 年度の調査から一貫して最も高く、

また、「保健・医療・福祉の連携、充実（市民病院の充実、救急医療体制など）」や「介護予防活動の

充実（介護予防施設整備、介護予防運動の推進）」が上位 5 位以内に挙げられています。

計
画
の
策
定
に
つ
い
て

0 5 10 15 20 25（％）

20.4%
19.4%

21.6%

14.9%
13.6%

16.0%

11.7%
12.2%

11.1%

10.2%
10.0%
10.6%

8.0%
7.9%
8.3%

全体  N=2349
男性  N=1056
女性  N=1251

高齢者・障害者への支援
（介護サービス基盤整備など）

子育て環境の充実
（保育サービス、放課後・地域児童健全育成事業など）

保健・医療・福祉の連携、充実
（市民病院の充実、救急医療体制など）

勤労者福祉の向上
（就業環境の向上、仕事と家庭が両立できる環境づくりなど）

介護予防活動の充実
（介護予防施設設備、介護予防運動の推進）

調査の結果（抜粋）
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　第７期介護保険事業期間における制度改正では、地域包括ケアシステムの深化・推進及び介護保険

制度の持続可能性を確保する観点から制度の見直しが行われます。主な改正内容は次のとおりです。

（1） 地域包括ケアシステムの深化・推進
　地域包括ケアシステムの強化に向けて、次の３つの事業の充実を図ります。

　① 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進
　全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて継続的に取り組むための様々な仕
組みが制度化されます。

ア　データを踏まえた介護保険事業計画の策定等
　国から提供されるデータを分析し、介護予防・重度化防止等の取組内容と目標を介護保険事業

計画に記載するとともに、適切な指標による実績評価を行い、達成状況を分析し、その結果を公

表していきます。

イ　地域包括支援センターの機能強化
　地域包括支援センターの運営状況や課題を把握し、業務量や業務内容に応じて運営の適正化を

図ります。

ウ　認知症施策の推進
　新オレンジプランの基本的な考え方に基づき、認知症になっても尊厳をもって、安心して生活

できる地域社会をつくるため、認知症の正しい知識の普及啓発や介護者への支援など、認知症ケ

ア体制の整備などの施策に取り組みます。

　② 医療・介護の連携の推進
　今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズに対応するため、介護療養型病床の機能である「日
常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新
たな介護保険施設「介護医療院」を施設サービスとして位置付けます。

　③ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進
　地域共生社会の実現に向け、市町村は、地域住民の福祉活動への参加を促進するための環境整備や
分野を超えた相談体制など、包括的な支援体制の整備に努めることが求められています。
　また、高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険制度と障害福祉
制度に新たに共生型サービスが位置付けられます。

介護保険制度改正の概要4
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（2） 介護保険制度の持続可能性の確保
　今後も介護費用の増大が見込まれる中、介護保険制度の持続可能性を高めるため、負担と給付のあ

り方が次のとおり見直されます。

　① 一定以上の所得者の利用者負担の見直し【平成30年8月施行】
　現役並み所得者（※）で第 1号被保険者（65 歳以上）である利用者の負担割合が２割から３割に引
き上げられます。

※具体的な基準は、一定以上の所得（合計所得金額（給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要
経費を控除した額） 220 万円以上」かつ「年金収入＋その他合計所得金額 340 万円以上（単身世
帯の場合。夫婦世帯の場合 463 万円以上））がある利用者

　② 高額医療合算介護サービス費の算定基準の見直し【平成30年8月施行】
　高額医療合算介護サービス費については、医療保険制度における高額療養費制度の見直しに伴い、
70 歳以上の高齢者がいる世帯の所得要件の区分・算定基準額が見直されます。

計
画
の
策
定
に
つ
い
て
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（3） その他の見直し

　① 介護保険法適用除外施設の住所地特例の見直し
　介護保険法適用除外施設を退所して介護保険施設等に入所した場合は、介護保険法適用除外施設
入所前の市町村を保険者とするよう見直されます。

　② 福祉用具・住宅改修の見直し【平成30年10月施行】
　福祉用具貸与については、価格の設定が事業者の裁量によるため、同一商品であっても、事業者によっ
て価格にばらつきがあったことから、国による全国平均貸与価格の公表商品ごとに全国的な状況を国が
ホームページにおいて公表することで、適正価格でのサービス提供を確保するよう見直されます。また、
貸与価格について自由価格を基本としつつも、一定の上限を設定します。
　住宅改修については、その内容や価格を保険者が適切に把握するため、国が好事例を広く紹介する
とともに、見積書類の様式を示すなどの見直しが行われます。
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　この計画は、以下の諸計画と調和・整合が保たれた計画とします。

他の計画との関係5

計画の位置付け及び他の計画との関係 ― イメージ図

老人福祉法
介護保険法

市町村老人福祉
計画・介護保険
事業計画

富
山
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・

富
山
市
介
護
保
険
事
業
計
画

調和
整合

調和
整合

富山県
高齢者保健福祉計画・
介護保険事業支援計画

富山市（総合的な計画）
・総合計画
・地域福祉計画
・都市マスタープラン
・まち・ひと・しごと
　総合戦略
・環境未来都市計画

調和
整合

富山市（分野別の計画）
・健康プラン21
・障害福祉計画
・男女共同参画プラン
・交通安全計画
・地域防災計画
・中心市街地活性化基本
　計画
・公共交通活性化計画
・まちなか居住推進計画
・住生活基本計画

　　　　等に関する計画

調和
その他の計画
富山市社会福祉協議会
地域福祉活動計画

都道府県老人福祉計画
介護保険事業支援計画
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１．生涯を通じた健康づくり
２．疾病の重症化予防、二次障害・障害の重度化予防
３．高齢者及び家族介護者の心の健康づくりの推進
４．介護予防の推進
５．地域を支える多様な担い手への支援

１．元気な高齢者と地域づくりの推進
２．市民意識の啓発
３．世代間交流の推進

１．地域包括ケアシステムの深化・推進 
２．日常生活支援サービスの推進
３．地域医療及び在宅医療・介護連携の推進
４．認知症高齢者施策の推進
５．高齢者等の権利擁護の推進

１．コンパクトなまちづくりと賑わいと交流の都市空間の整備
２．バリアフリーの推進と潤いのある生活空間の整備
３．安心できる住まいの確保
４．総合的な安全対策の強化

Ⅰ．健康づくりと介護予防の推進

Ⅱ．生きがいづくりと社会参加の推進

Ⅲ．地域における自立した日常生活を支援する体制の整備

Ⅳ．コンパクトで潤いと安らぎのある魅力的なまちづくり

１．安心の介護を提供するために
２．介護サービスの基盤整備
３．介護保険事業のサービス利用量の見込み
４．介護保険の事業費等の見込み

Ⅴ．介護保険事業における保険者機能の強化

　本格的な人口減少、少子・超高齢社会を迎え、ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者等の増加、さらには地
域のつながりの希薄化等の社会情勢の変化とあわせ、地域住民が抱える課題は複雑化しています。
　このような中、市民相互の支えあいと市民・企業等・行政との協働により、高齢者が住み慣れた地域で、
いつまでも健康で自分らしく、生きがいや安心感、幸福感を感じながら暮らしを営み、尊厳をもって人生の
最期を迎えられる社会の構築を目指します。

計画の考え方について第2章

基本理念

目標達成のための基本方針（５つの施策の柱）

１

2

「みんなでつくる、ぬくもりのある福祉のまち」
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　第 6 期計画では、団塊の世代が７５歳以上となる平成３７年の地域包括ケアシステムの実現を目指し、各
種施策に取り組んできました。
　第7期計画では、第6期計画の方向性を引き継ぎつつ、「徹底した『閉じこもり予防』から、『多様』で『適切』な

『切れ目ない』介護予防施策の推進」、「認知症施策の推進」、「医療・介護連携を推進する体制の構築」を重点的
に取り組んでいきます。

  

≪具体的なアプローチ≫
①「閉じこもり予防」に向けたアプローチ
　　富山市からのアプローチ

ア  「介護予防把握事業」における「未回答者」への訪問を徹底します。
イ  各自の状態や状況にあわせ選択出来る介護予防施策の充実を図ります。
ウ  32 か所の地域包括支援センターのエリアごとの分析により、地域特性を生かした取組を展開します。
エ  要援護高齢者地域支援ネットワークや高齢福祉推進員など、閉じこもり予防の関連事業を強化する

とともに、地域包括支援センターに情報を集約する仕組みを構築します。

　　老人クラブ等の身近な存在からのアプローチ
ア  住民にとって身近な存在である老人クラブの活動を強化します。
イ  「介護予防推進リーダー」による声掛けや誘い出し機能を強化します。
ウ  「介護予防ふれあいサークル」等の「住民主体の通いの場」の充実を図ります。

②「多様」で「適切」な「切れ目ない」介護予防施策に向けたアプローチ
　　「運動器の機能向上」のためのプログラムの強化

ア  「介護予防ふれあいサークル」等の「住民主体の通いの場」を活用し、活動の一部に「運動器の機能
向上」の要素を取り入れる仕組みを構築します。

イ  「パワーリハビリテーション（事業所委託）」の実施か所数を増やします。

　　「口腔機能の低下」、「低栄養」に対応した介護予防施策の実施
ア  「口腔」、「栄養」に特化したプログラムを追加することを検討します。
イ  閉じこもりがちな方に対する個別訪問を通じて、生活行為の改善を目的とした「運動」、「口腔」、「栄

養」の複合的なプログラムについて検討します。

　　自立支援型の介護予防ケアマネジメントによる「切れ目ない」支援の実施
ア  「現行相当のサービス」から「多様なサービス」へ、「短期集中予防サービス」から「一般介護予防事業」

へと、卒業・移行を意識して、継続的に切れ目ない支援を行います。

富山市高齢者総合福祉プランの重点テーマ3

 （1）徹底した「閉じこもり予防」から、
　　　   「多様」で「適切」な「切れ目ない」介護予防施策の推進
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■イメージ図

誘う 出かける

地域づくり

閉じこもりがちな方の
誘い出し機能の強化

外出先の創出・充実

地域特性に応じた展開

自立支援型の
介護予防ケアマネジ
メントによる

切れ目ない支援の
実施

介護予防推進
リーダーの活躍

老人クラブの
活動の強化

総合事業（短期集中
予防サービス、一般
介護予防事業）の
メニューの充実

包括、民生委員、
高齢福祉推進員等
との連携・協力

地域の顔なじみの
方の声かけによる
信頼関係の構築、
互助の機運

市内32包括エリアの
特徴・地域特性を
生かした取組

「現行相当」→「多様なサービス」、「短期集中
予防サービス」→「一般介護予防事業」へ
卒業・移行を意識した自立支援型の介護予防
ケアマネジメントの実施
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≪具体的なアプローチ≫
　　認知症に対する理解促進

ア  認知症に関する正しい知識と具体的な対応方法を市民に伝える「認知症キャラバン・メイト」の活
動を推進し、認知症に関する正しい知識を有する「認知症サポーター」や地域ボランティアとして
認知症の方に寄り添った活動ができる「認知症サポーター上級者」の養成を促進します。

　　認知症ケア体制の整備
ア  富山市医師会や地域包括支援センターと連携し、認知症が疑われる方やその家族に「認知症初期集

中支援チーム」が認知症の初期支援を包括的かつ集中的に行うことで、早期診断・早期対応に向け
た支援体制を整えます。

イ  認知症の方を介護する家族支援として、「認知症家族介護教室」の開催や「認知症カフェ」等の活動
を推進し、家族が孤立しないためのサポート体制の充実を図ります。

ウ  認知症高齢者の徘徊による事故等を未然に防ぐため、「認知症高齢者徘徊ＳＯＳ緊急ダイヤル」や「認
知症高齢者徘徊ＳＯＳ緊急ダイヤル協力団体」の登録を推進します。

≪具体的なアプローチ≫
　　共通の目標を持ち、お互いの機能を生かした協働関係の構築

ア  「富山市在宅医療・介護連携推進協議会」を中心に、在宅医療・介護連携の取組の現状や課題を踏ま
えた対応策について検討します。

イ  退院時カンファレンスやサービス担当者会議等の様々な機会を活用し、医療や介護の関係者等が在
宅医療・訪問看護の意義や必要性について理解を深められるよう取組を推進します。

　　まちなか総合ケアセンターにおける地域包括ケア体制の推進
ア  「まちなか総合ケアセンター」において、訪問診療を中心とした在宅療養支援診療所である「まちな

か診療所」や在宅医療・介護の連携等に関する相談窓口、「産後ケア応援室」や「こども発達支援室」
の開設などにより、地域包括ケア体制を推進し、あらゆる世代が安心して健康な生活を営むことが
できるまちづくりを推進します。

 （2）認知症施策の推進

 （3）医療・介護連携を推進する体制の構築
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地域包括ケアシステムのイメージ図

・急性期病院
・亜急性期・回復期
　リハビリ病院

病気になったら･･･  

医　療
介護が必要になったら･･･  

介　護

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入居者生活介護
　　　　　　　　　　　等

通院・入院 通所・入所

いつまでも元気に暮らすために･･･  
生活支援・介護予防

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO　等

　・自宅
　・サービス付き高齢者向け住宅 等

認知症の人

住まい

■在宅系サービス
・訪問介護
・訪問看護
・通所介護　
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
  　（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等
■介護予防サービス

の人

･･ 

等

の人

いつま
生活

・自宅
・サー

※　地域包括ケアシステムは、おお
むね３０分以内に必要なサービ
スが提供される日常生活圏域
（具体的には中学校区）を単位
として想定

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

相談業務やサービスの
コーディネートを行います

日常の医療
　・かかりつけ医
　・地域の連携病院
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（1） 日常生活圏域の設定
　日常生活圏域は、地理的条件、人口、交通事情、その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを
提供するための施設の整備状況等を総合的に勘案し、超高齢社会に対応した地域包括ケアシステムを
構築することを念頭において定めることとなっています。
　本市では、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けることができるよう、平成 18
年度に 18 の日常生活圏域を設定し、地域の特性やニーズに応じた介護サービス基盤の整備を行って
います。

（2） 各日常生活圏域の現状
　人口は、婦中地区が 41,213 人と最も多く、次いで新庄等地区が 34,161 人となっています。
高齢者人口では、総曲輪等地区が 9,182 人と最も多く、次いで婦中地区が 9,175 人となっています。
高齢化率は、水橋地区で 35％を超えるとともに、総曲輪等、奥田等、岩瀬等、熊野等、和合、呉羽、
大沢野等、大山、八尾等の 9 地区で 30％を超えています。
　要介護認定者数は、総曲輪等地区が 1,958 人と最も多く、次いで婦中地区が 1,707人となってい
ます。認定率は、総曲輪等及び堀川等の 2 地区で 20％を超えています。

（3） 地域包括支援センターの設置
　本市では、高齢者が可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるよう、
総合相談窓口として地域包括支援センターを 32 か所設置しています。
　地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムを有効に機能させるための中核機関としての役割
を担い、保健師又は看護師・社会福祉士・主任介護支援専門員等の専門職員が、介護・福祉・保健・
医療など様々な相談に応じ、解決を図ります。

日常生活圏域の設定について4
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◆日常生活圏域の状況

日常生活圏域 地域（校区）
平成 29 年３月末 要介護認定

者 認定率人口 高齢者人口 高齢化率

１ 総曲輪等地区
総曲輪、愛宕、安野屋、
八人町、五番町、清水町、
星井町、柳町

27,523 9,182 33.4 1,958 21.3

２ 山室等地区 東部、山室 20.055 5,995 29.9 1,122 18.7

３ 堀川等地区 西田地方、堀川、光陽 27,148 6,968 25.7 1,446 20.8

４ 蜷川等地区 堀川南、蜷川 28,538 7,039 24.7 1,150 16.3

５ 奥田等地区 奥田、奥田北 18.957 5,761 30.4 1,111 19.3

６ 五福等地区 桜谷、五福、神明 19,840 4,986 25.1 886 17.8

７ 岩瀬等地区 岩瀬、荻浦、大広田、
浜黒崎 20,014 6,594 32.9 1,240 18.8

８ 豊田等地区 豊田、針原 19,624 5,562 28.3 935 16.8

９ 新庄等地区 新庄、新庄北、広田 34.161 8,767 25.7 1,494 17.0

10 藤ノ木等地区 藤ノ木、山室中部 27,070 6,826 25.2 1,040 15.2

11 熊野等地区 太田、新保、熊野、月岡 25,182 8,100 32.2 1,319 16.3

12 和合地区 四方、八幡、草島、倉垣 12,190 3,886 31.9 736 18.9

13 呉羽地区 呉羽、長岡、寒江、古沢、
老田、池多 24,918 7,539 30.3 1,302 17.3

14 水橋地区 水橋中部、水橋西部、
水橋東部、三郷、上条 15,818 5,731 36.2 1,032 18.0

富山地区　計 321,038 92,936 28.9 16,771 18.0

15 大沢野等地区 大沢野、細入 23,416 7,082 30.2 1,351 19.1

16 大山地区 大山 10,153 3,232 31.8 572 17.7

17 八尾等地区 八尾、山田 21,813 7,124 32.7 1,326 18.6

18 婦中地区 婦中 41,213 9,175 22.3 1,707 18.6

合　　　計 417,633 119,549 28.6 21,727 18.2

※要介護認定者数は第 1 号被保険者で要支援を含む。住所地特例者等は除く。

（人、％）



第
２
章

25

計
画
の
考
え
方
に
つ
い
て

◆地域包括支援センター一覧【平成 29 年 4 月 1 日から平成 34 年 3 月 31 日まで】

地域包括支援センター名 所　在　地 担当地区

１ まちなか 西田地方町二丁目 10 － 11
ひかり苑

総曲輪、西田地方、星井町、
五番町、八人町

２ 愛宕・安野屋 牛島本町二丁目 1 － 58 富山赤十字病院内 愛宕、安野屋

３ 柳町・清水町 清水町二丁目 6 － 23 しみずまち敬寿苑内 柳町、清水町

４ 東部・山室 長江五丁目 4 － 33　チューリップ長江病院内 東部、山室

５ 堀川・光陽 今泉西部町 1 － 3　敬寿苑内 堀川、光陽

６ 堀川南 本郷町 262 － 14　堀川南光風苑内 堀川南

７ 蜷　川 蜷川 89　にながわ光風苑内 蜷川

８ 奥　田 永楽町 41-22　島田医院内 奥田

９ 奥田北 下新北町 6 － 45　あすなろの郷内 奥田北

10 百　塚 石坂新 830-1　桜谷の里内 桜谷、八幡、長岡

11 神明・五福 鵯島字川原 1907 － 1 富山県看護協会内 神明、五福

12 岩瀬・萩浦 高畠町一丁目 10 － 17　ひなたぼっことやま内 岩瀬、萩浦

13 大広田・浜黒崎 横越 180　すみれ苑内 大広田、浜黒崎

14 豊　田 豊田町一丁目 1 － 8
富山協立病院内 豊田

15 針　原 小西 170　アルペンハイツ内 針原

16 新　庄 向新庄町四丁目 14 － 48　新庄ヒルズ II ときめき内 新庄、新庄北

17 広　田 飯野 1 － 2　広田総合福祉センター内 広田

18 藤ノ木・山室中部 大島三丁目 177　川縁の里に隣接 藤ノ木、山室中部

19 太　田 石屋 237　ふなん苑内 太田

20 新保・熊野 栗山字沢下割 900　シルバーケア栗山内 新保、熊野

21 月　岡 上千俵町 98 － 1　富山老人保健施設内 月岡

22 和　合 布目 1966 － 1　和合ハイツ内 四方、草島、倉垣

23 呉　羽 吉作 1725　梨雲苑内 呉羽、寒江、古沢、老田、池多

24 水橋北 水橋辻ヶ堂 535　せいふう内 水橋中部、水橋西部

25 水橋南 水橋新堀 1　レインボー内 水橋東部、三郷、上条

26 大沢野・細入 下夕林 237　ささづ苑かすが内 大沢野、小羽、下夕、細入

27 大久保・船峅 下大久保 1530 － 1　ケアパークおおくぼ内 大久保、船峅

28 大　山 花崎 80　はなさき苑内 大庄、福沢、上滝、大山

29 八尾北・山田 八尾町福島四丁目 71　萩野医院南館内 保内、杉原、山田

30 八尾南 八尾町乗嶺 546　のりみね苑内 八尾、黒瀬谷、卯花、野積、室牧、
仁歩、大長谷

31 婦中東 婦中町下轡田 90-1
シニアプライベートハウスちゅらさん婦中内 速星、鵜坂、婦中熊野、宮川

32 婦中西 婦中町羽根 1092 － 2　ふるさと敬寿苑内 朝日、古里、神保、音川
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Ⅰ　健康づくりと介護予防の推進

 《基本施策》

１．「生涯を通じた健康づくり」	……………………………………
　健康寿命の延伸を図るためには、高齢化の進行や疾病構造の変化を踏まえ、子どもの頃から望ましい

生活習慣を身につけ、将来の生活習慣病を予防することが大切です。このことから、健康意識の啓発や

生活習慣の改善、生涯スポーツの推進など「一次予防」に重点を置いた対策に取り組むとともに、疾病

を早期に発見し、早期に治療する「二次予防」を推進します。

　また、健康づくりを効果的に推進するため、個人を対象とした働きかけだけでなく、社会環境の改善

にも取り組みます。

２．「疾病の重症化予防、二次障害・障害の重度化予防」	………
　疾病の発症を予防する「一次予防」に加え、超高齢社会を見据え、障害や疾病等を抱えながらも日常

生活を送れるよう「重症化予防」にも取り組みます。

３．「高齢者及び家族介護者の心の健康づくりの推進」	…………
　社会生活環境の変化や身体機能の低下による不安やストレス、介護疲れなど、高齢期に抱える多くの

問題に寄り添い、高齢者の心身のストレスやうつ病等の心の変調に適切に対応するとともに、うつ病対

策や悩んでいる人を早期発見、早期対応することにより、自殺予防対策に努めます。

４．「介護予防の推進」	………………………………………………
　まずは、徹底した「閉じこもり予防」から、「多様」で「適切」な「切れ目ない」介護予防施策につ

なげます。その上で、高齢者一人ひとりの状況を的確に把握し、適切な介護予防ケアマネジメントに基

づく運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上等の介護予防サービスを提供することにより、状態の改

善・悪化防止に努め、自分らしい自立した生活を送ることができるよう支援します。

　また、高齢者の生活の質の向上と健康寿命の延伸を図るため、介護予防運動指導者の育成や介護予防

運動・パワーリハビリテーションの推進など、地域ぐるみの介護予防を推進するとともに、介護予防の

拠点施設として整備した角川介護予防センターを中心に介護予防事業や介護予防の調査研究を行うな

ど、介護予防推進体制の強化を図ります。

施策の取組について第3章
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５．「地域を支える多様な担い手への支援」	………………………
　健康づくりに関わるボランティアの育成及びその活動を支援するとともに、地域の関係団体と協働し

て健康づくりを推進し、地域を支える多様な担い手を育成し、市民の健康を守る環境づくりに取り組み

ます。

　また、地域が一体となって高齢者の日常生活を支援し、支え合うとともに、高齢者自身が地域づくり

の担い手として活躍し、住民同士の交流を通じ、生きがいをもって元気に生活できるよう、多様な生活

支援・介護予防サービスの提供を検討し、高齢者やその家族がいつまでも住み慣れた地域で安心して暮

らせる健康まちづくりを推進します。



28

 《施策の体系》
「健康づくりと介護予防の推進」の体系

　（取組）
①健康づくり活動の推進
②健康づくりボランティアの育成及び支援
①心身の機能低下防止対策の推進
②健康診査事業の充実
③がん検診事業の充実
④脳卒中予防の啓発
⑤感染症予防対策の充実
⑥認知症予防対策の充実
①健康相談・健康教育事業の充実
②栄養・食生活改善の推進
③プラス1,000歩富山市民運動の推進
④口腔衛生対策の推進
⑤受動喫煙防止対策の推進
①歩くスポーツの推進
②地区・校区単位のスポーツ教室の開催
③高齢者向けの運動・スポーツプログラム
　の提供
①糖尿病対策の充実
②難病等療養相談会の充実
③訪問指導事業の充実
①障害者福祉プラザでの健康づくり教室
の推進【新規】
②障害福祉サービス事業者等による健康
づくりの推進【新規】
③聞こえのサポートの推進【新規】
①心の健康づくりの啓発
②精神保健福祉相談の充実
③精神障害者のネットワークづくりの推進
④アルコール対策の充実
⑤メンタルヘルスサポーターの育成
⑥家族介護者の支援の推進
①うつ病対策の充実
②ゲートキーパーの養成
③かかりつけ医と精神科医の連携体制の
　強化
①徹底した「閉じこもり予防」の実施【新規】
②介護予防施策の充実
③介護予防推進会議の開催
④角川介護予防センターの利用推進
①介護予防運動指導者育成事業
②パワーリハビリテーションの推進
③介護予防推進リーダー活動の充実
④水のみ運動の推進
⑤介護予防ふれあいサークル事業
⑥住民主体の通いの場の充実【新規】
①地域ぐるみで取り組む健康づくりの推進
②情報化の推進
①健康まちづくりマイスターの養成・支援
②地区包括的情報交換会の開催

　（施策）
（１）健康意識の啓発

（２）疾病の予防及び早期
　　発見・早期治療

（３）生活習慣改善の推進

（４）生涯スポーツの推進

（１）疾病の重症化予防への
　　早期対応

（2）二次障害、障害の重度
　　化予防【新規】

（１）心の健康づくりの推進

（２）自殺対策の推進

（１）介護予防推進体制の
　　強化

（２）地域ぐるみの介護予防
　　の推進

（１）健康づくり機能の強化

（2）健康まちづくりの推進

　（基本施策）
１．生涯を通じた健康
　づくり

２．疾病の重症化予防、
　二次障害・障害の重
　度化予防

３．高齢者及び家族
　介護者の心の健康
　づくりの推進

４．介護予防の推進

５．地域を支える多様な
　担い手への支援
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  《基本施策》

（1） 健康意識の啓発
　市民一人ひとりが、自らの健康に関心を持ち、健康づくりに取り組むだけでなく、望ましい生活習慣

や健康管理に関する正しい情報の提供や健康相談の充実を図ることで、個人の主体的な行動を支える環

境づくりを推進します。

	❶ 健康づくり活動の推進　

　市民参画により、「すべての市民が健やかで心豊かに生活できる活力あるまち」の実現を目指す「富

山市健康プラン 21（第 2 次）」を推進します。

　「自分の健康は自分で守り、つくる」ことを基本としながら、地域・家庭・学校・企業・行政など、

社会全体が連携・協力して健康づくりに取り組めるよう支援します。

	❷ 健康づくりボランティアの育成及び支援　

　地域における健康づくりを推進するため、健康づくりボランティアとして、保健推進員、食生活改善

推進員、身体障害者相談員、知的障害者相談員、メンタルヘルスサポーター等を委嘱しています。

　これらの健康づくりボランティアは、地域での活動を通して各種団体と連携を図り、地域の健康問題

を担当保健師につなぐパイプ役を担っていることから、引き続き、健康づくりボランティアを育成し、

その活動を支援していきます。

「生涯を通じた健康づくり」1
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（2） 疾病の予防及び早期発見・早期治療

	❶ 心身の機能低下防止対策の推進

　40 歳から 74 歳までは各医療保険者が実施する特定健康診査を、75 歳以上は後期高齢者医療制度

による健康診査を受診し、生活習慣の改善が必要な方などに対して保健指導を実施することにより、生

活習慣病や生活機能の低下を予防し、高齢者の自立した生活を推進します。

 ❷ 健康診査事業の充実

　

＊対象者：国民健康保険の被保険者や健康保険加入者の家族など

◆健康診査事業の受診率

 ❸ がん検診事業の充実

＊対象者：国民健康保険の被保険者や健康保険加入者の家族など

検診種別 対　象　年　齢 目　　　　的

緑 内 障 検 診 45 歳、50 歳、55 歳 成人の中途失明予防

歯 周 疾 患 検 診 40 歳、50 歳、60 歳、70 歳 歯周病予防

肝炎ウイルス検診 40 歳以上の未受診者 慢性肝疾患等予防

骨粗しょう症検診 40 歳、50 歳の女性 骨粗しょう症の予防

検診種別 対　象　者

胃・肺・大腸がん 40 歳以上

乳 が ん 40 歳以上の偶数年齢の女性

子 宮 が ん 20 歳以上の偶数年齢の女性

前 立 腺 が ん 50 歳、55 歳、60 歳、65 歳の男性

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

緑 内 障 検 診 8.8％ 11.8％

歯 周 疾 患 検 診 3.1％ 6.0％

肝炎ウイルス検診 8.0％ 11.0％

骨粗しょう症検診 13.5％ 16.5％
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◆がん検診事業の受診率

　地域の各種団体や職域保健と連携し、様々な機会を通じて、がん予防についての正しい知識の普及啓

発や、がん検診の受診勧奨を行うとともに、受診しやすい体制づくりのため、休日がん検診やかかりつ

け医での受診を勧めます。また、がん予防推進事業評価検討会議を開催し、検診の精度管理など、がん

検診の充実に努めます。

 ❹ 脳卒中予防の啓発　

　脳血管疾患は以前に比べ減少傾向にあるものの、依然として要介護認定者の原因疾患の上位を占めて

いることから、発症予防に取り組み、働く世代の血圧管理や正しい食生活等の啓発に努めます。

 ❺ 感染症予防対策の充実　

　高齢者福祉施設等は、感染症に対する抵抗力が弱く、日常生活に支援が必要な高齢者が集団で生活す

る場所であり、結核やインフルエンザ、感染性胃腸炎などの感染症が拡大しやすく、感染症予防対策の

充実を図る必要があります。

　このため、日頃から高齢者福祉施設等の職員を対象にした施設内感染を予防する体制の整備や予防対

策を実施するよう指導に努めます。

　さらに、高齢者からの感染症に関する相談体制の充実、感染症法に基づく結核定期健康診断の推進、

予防接種法に基づく高齢者へのインフルエンザ、肺炎球菌感染症予防接種の推進を図ります。

 ❻ 認知症予防対策の充実　

　認知症に関する講演会の開催や地域における教室において、認知症予防のための知識の普及啓発に努

めます。

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

胃 が ん 20.0％ 25.0％

肺 が ん 24.2％ 29.0％

大 腸 が ん 23.8％ 26.0％

乳 が ん 24.9％ 27.0％

子 宮 が ん 20.1％ 23.0％

前 立 腺 が ん 11.1％ 15.0％
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（3） 生活習慣改善の推進

　健康増進の総合的な推進を図るためには、栄養・食生活、休養、身体活動・運動、歯の健康、喫煙、

飲酒などの生活習慣の改善が重要です。

　このことから、赤ちゃん期からの望ましい生活習慣の確立や、生活習慣改善への行動変容を促進しま

す。また、健康に対する意識が高まる中、時間的・精神的にゆとりのない人や健康づくりへの関心が低

い人などを含めたすべての市民の健康を守れるよう、社会環境の改善にも取り組みます。

 ❶ 健康相談・健康教育事業の充実　

　障害者を含むすべての市民を対象に、赤ちゃんから高齢者に至るまで、すべてのライフステージに応

じた健康相談・健康教育を行います。

　公民館など身近な場所で、対象者の生活状況を適切に把握し、早期からの疾病対策を図るため、地域

の関係団体と連携し、健康づくりの正しい知識の普及啓発や介護予防に努めます。

 ❷ 栄養・食生活改善の推進　

　望ましい食生活を送るために必要な情報を、食生活改善推進員と協力して普及啓発し、日々の食生活

が改善できるよう支援します。

　また、医療機関や学校、職場、飲食店等と連携し、生活習慣病の予防に効果的な食生活を送るための

知識の普及啓発を図るとともに、「健康寿命日本一応援店」の登録を推進するなど、健康面に配慮した

食環境の整備にも取り組みます。

 ❸ プラス１，０００歩富山市民運動の推進　

　「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」を推進する他の施策と連携し、歩くことの習慣

化を目指す「プラス１，０００歩富山市民運動」を推進します。

 ❹ 口腔衛生対策の推進　　

　歯の健康は、食物の咀嚼のほか、食事や会話を楽しむなど、心豊かな生活を送るための重要な要素で

す。また、歯周疾患は口腔内の局所的問題に留まらず、全身的な健康に大きく関与しています。

　歯科医師や歯科衛生士が口腔衛生の必要性などについての普及啓発を図ることにより、８０２０運動

の推進、上気道感染、低栄養状態の予防に努めます。

 ❺ 受動喫煙防止対策の推進　　

　受動喫煙の身体への影響について市民に周知するとともに、公共の場での分煙・禁煙を推進し、受動

喫煙を防ぐ環境づくりに取り組みます。
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（4） 生涯スポーツの推進

　健康は全ての人の願いであり、生きていく上での基本的資源です。
　誰もが、健康レベル・体力レベルに応じてスポーツを楽しむことが大切です。そのためには、加齢に
伴う身体機能の変化や周囲の環境に応じ、特色ある運動やスポーツプログラムを提供することが求めら
れています。
　このことから、「健康づくり」、「体力つくり」、「生きがいづくり」を目的とした、健康スポーツの総
称を「生涯スポーツ」として位置づけ、ライフステージごとの具体的な施策を推進します。

 ❶ 歩くスポーツの推進　
　四季折々の自然を楽しみながら歩く「四季のウオーク」、歴史を辿りながら歩く「立山登拝ウオーク」
など、付加価値を高めた「歩くスポーツ」を広く市民の生活に定着するよう引き続き啓発を行います。
　また、ウオーキングを楽しむため、市内の特色あるコースやイベントの紹介に加え、運動相談・指導
を受けることができる「トヤマ タウン トレッキング サイト」の活用を図るなど、「歩くスポーツ」の
推進に努めます。

❷ 地区・校区単位のスポーツ教室の開催　
　超高齢社会を迎え、中高年・高齢者の健康に対する関心が非常に高まっており、単に運動・スポーツ
を行うだけでなく、仲間との交流を通して、「健康づくり」、「体力つくり」、「生きがいづくり」ができ
る環境の整備が求められています。
　このことから、地区・校区単位の身近な施設で、ニュースポーツやリズム体操など、誰でも気軽に参
加できる体験型教室の開催についてスポーツ推進委員及び地域のスポーツ指導員をはじめ、福祉や保健
の関係機関と連携し、その推進に努めます。

 ❸ 高齢者向けの運動・スポーツプログラムの提供　　
　高齢者が健康で生きがいのある生活を送るためには、自分の体力の現状を把握し、日常生活において
手軽に取り組める運動・スポーツプログラムを継続的に実施することが重要です。
　このことから、元気な高齢期を迎えるための運動・スポーツプログラムとして富山市体育協会が実施
している「遊悠元気運動」の普及啓発を図ります。

◆ 四季のウオーク参加者数

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

参加者数 1,570 人 3,000 人

◆ 地区・校区スポーツ教室の開催団体数

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

開催団体数 30 団体 35 団体

◆ 高齢者の健康体力つくり指導者養成講習会の受講者数

平成 29 年度実績 平成 32 年度目標

受講者数 58 人 60 人
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（1） 疾病の重症化予防への早期対応
　生活習慣病は、壮年期以降に発症することが多く、高齢期においては身体機能や生活の質を低下させ、

寝たきりの原因となることから、早期からの発症予防・重症化防止に努めます。

 ❶ 糖尿病対策の充実　

　糖尿病は、腎不全や糖尿病性網膜症などの合併症を引き起こすとともに、脳卒中や虚血性心疾患など

の発症を促進すると言われています。これらの合併症は生活の質を著しく低下させる重大な問題です。

こうした合併症の発症を抑えるために、保健師、栄養士等による糖尿病相談や訪問指導を行い、適切な

食生活や運動等による生活習慣の改善や、自己管理が行えるよう支援するとともに、要介護状態になる

ことを予防します。

　また、血糖値が高めの人やその家族等を対象に糖尿病教室を開催し、糖尿病の発症予防に努めます。

 ❷ 難病等療養相談会の充実　

　原因不明で治療方針が確立されていない難病患者及びその家族等に対して、講演会や座談会、レクリ

エーション等を開催し、在宅療養を支援します。

　難病患者等は疾病や生活面での支障など、多くの困難を抱えている場合が多いため、参加者同士の交

流を図り、専門医、患者会、難病相談・支援センター、介護支援専門員等と連携し、生活の質の向上に

努めます。

 ❸ 訪問指導事業の充実　

　糖尿病、高血圧症等の生活習慣病があり、保健指導の必要な方を対象に訪問指導を実施し、生活習慣

病の発症予防・重症化予防、健康の保持増進を図ります。

　また、神経難病患者やその家族に対し、療養上の助言や関係機関等の調整を行い、在宅療養を支援す

るとともに介護負担の軽減に努めます。

疾病の重症化予防、二次障害・障害の重度化予防2
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（2） 二次障害、障害の重度化予防【新規】
　高齢になるほど、何らかの障害を有し、生活する上での支障が出てきやすくなります。また、今まで

できていたことができなくなると、活動意欲が低下し、閉じこもりがちになってしまいます。このこと

から、障害の影響による生活の不便さの軽減を図るなど、二次障害・重度化予防を推進します。

 ❶ 障害者福祉プラザでの健康づくり教室の推進【新規】　

　障害者福祉プラザにおいて、障害特性に応じた健康づくり教室を開催するとともに、地域の要望に応

じた健康講座を開催します。

 ❷ 障害福祉サービス事業者等による健康づくりの推進【新規】　

　障害者の二次障害・重度化予防を推進するために、障害福祉サービス事業者等による健康づくりプロ

グラムを推進します。

 ❸ 聞こえのサポートの推進【新規】　

　耳が聞こえにくい等の障害が生活のしづらさにもつながることから、ボランティア活動を行う人等が、

障害に対する理解、配慮について学ぶことができる場を整備します。
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（1） 心の健康づくりの推進
　高齢期は、社会生活環境の変化や身体機能の低下に伴う不安とストレス、近親者の喪失体験、介護疲

れなど多くの問題を抱える時期です。身体的不調の背景には、うつ病などの心の病気が潜んでいること

も多いため、心身のストレスや心の変調に適切に対処できるよう、心の健康づくりを推進します。

	❶ 心の健康づくりの啓発　

　高齢者の不安、不眠、妄想等の症状や、うつ病、認知症についての知識や理解を深めるために、高齢

者や関係者等への心の健康づくりに資する活動の普及啓発を推進します。

 ❷ 精神保健福祉相談の充実　

　高齢者等が心の健康問題を気軽に相談でき、心の変調に適切に対処できるよう、地域の身近な保健福

祉センターにおいて、保健師や精神保健福祉相談員等の専門職による相談を実施します。また、必要に

応じて精神科医師による相談を行います。

 ❸ 精神障害者のネットワークづくりの推進　

　精神障害者及び家族が高齢となっても、地域で安心して生活するために、保健、医療、福祉、介護等

のサービス利用を促進し、地域生活を支援するための関係機関やボランティアとのネットワークづくり

を推進します。

 ❹ アルコール対策の充実　

　飲酒の習慣があれば、誰でもアルコール依存症になる可能性があります。その原因は体質、家庭環境、

飲酒環境、人間関係のストレスなど、多くの要因が複雑に絡み合っています。高齢者のアルコール依存

症の要因には、定年や大切な人との別れなど、喪失体験がきっかけで飲酒を続けることがあります。

　アルコールによる健康障害を予防するため、「適正飲酒の１０か条」などのアルコールに関する正し

い知識の普及啓発を図ります。また、断酒会などの自助グループと連携し、講演会や教室等を通して、

アルコール依存症の予防や治療、回復に関する情報提供を行い、早期の対応ができるように努めます。

高齢者及び家族介護者の心の健康づくりの推進3
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	❺ メンタルヘルスサポーターの育成　

　老人クラブ、介護予防推進リーダー、高齢福祉推進員等と連携し、高齢者の心の健康に関する正しい

知識の普及啓発を図るとともに、精神障害者やその家族が高齢となっても地域で安心して生活を送れる

よう、身近な見守り、相談者としてメンタルヘルスサポーターを育成します。

 ❻ 家族介護者の支援の推進　

　家族介護者による高齢者虐待や自殺は、うつ病と関係が深く、介護による負担感、ストレス、そして

疲労の蓄積は、抑うつ状態を招きやすいと言われています。

　家族介護者一人ひとりが健康でより良い生活を実現するため、ケアマネジャーやサービス事業者が適

切に対応できるよう介護負担と心の病気についての情報提供を行うとともに、保健所や地域包括支援セ

ンターなどの関係機関における相談体制の充実を図り、心の健康増進に努めます。

　また、精神障害を持つ家族介護者に対しては、安定した精神状態で介護が継続されるよう、必要に応

じて専門職による相談支援を行います。

（2） 自殺対策の推進
　高齢者の自殺の原因には、他の年代と同様にうつ病が大きく関係しています。高齢者のうつ病の背景

には、慢性疾患による継続的な身体的苦痛や将来への不安、身体機能の低下に伴う社会や家庭での役割

の喪失感、近親者の喪失体験、介護疲れ等があると言われています。うつ病対策や悩んでいる人を早期

発見、早期対応することにより、自殺予防対策に努めます。

 ❶ うつ病対策の充実　

　高齢者のうつ病は自殺の危険性が高いにも関わらず、本人が医療機関にかかることを拒んだり、認知

症と混同したりして適切な治療が受けられない場合があります。

　高齢者の孤立を防ぎ、本人や周囲の人がうつ病に対する理解を深め、早期に気づき、相談・治療につ

なげることができるよう、関係機関と連携しながら、うつ病に関する普及啓発活動や相談体制の充実な

ど、うつ病対策を推進します。

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

メンタルヘルスサポーター数 85 人 95 人

◆ メンタルヘルスサポーター数
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	❷ ゲートキーパーの養成　

　高齢者の心の健康づくりを推進するため、保健・医療・福祉等の関係機関と連携し、地域等における

高齢者の心の健康づくりに取り組むとともに、身近にいる人の心の変化に気づき、相談につなげる人材

（ゲートキーパー）を養成し、悩んでいる人を早期発見、早期対応することにより、自殺予防対策に努

めます。

 ❸ かかりつけ医と精神科医の連携体制の強化　

　高齢者のうつ病は、抑うつ等の精神症状よりも、食欲の低下や疲れやすさ、身体の痛み等身体症状と

して現れることがあり、うつ病と診断されにくいことがあります。

　かかりつけ医等でうつ病の疑いがある人が発見された時に、早期に対応ができるよう、かかりつけ医

と精神科医の連携体制の構築を推進します。

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

養成したゲートキーパーの数（年間） 330 人 360 人

◆ ゲートキーパーの養成
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（1） 介護予防推進体制の強化
　要介護状態の発生を出来る限り防ぐ（遅らせる）、そして要介護状態にあってもその悪化を出来る限

り防ぐ、さらには、状態の軽減を目指す介護予防を推進します。

　また、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことが出来るよう、地域包括支援センター

等の関係機関と連携を図りながら、介護予防に関する事業を活用した地域づくりに努めます。

	❶ 徹底した「閉じこもり予防」の実施【新規】　

　本市では、新規要介護認定者数が減少傾向にある中、介護度の内訳をみると要支援認定者数が増加傾

向にあります。その要因疾患の約 4 割が予防可能な「ロコモティブシンドローム（運動器症候群）」関

連となっています。

　この背景には、体力低下等の身体的要因、活動意欲低下等の心理的要因、友人・仲間等の環境要因の

3 つの要因がもたらす「閉じこもり」があると考えられます。

　そのため、まずは「介護予防」の基本となる「閉じこもり予防」に重点を置き、①対象者の発見、

②対象者の誘い出し、③外出目的となる活動とその「場」づくりを、住民にとって身近な存在である

老人クラブ等や地域包括支援センターを中心に取り組んでいきます。

 ❷ 介護予防施策の充実　

　徹底した「閉じこもり予防」から外出につなげるためには、介護予防施策を充実させることも重要で

あり、個人の状態や選択に応じ、「多様」で「適切」な「切れ目ない」アプローチが必要となります。

　そのため、要支援及び要介護状態となるおそれのある高齢者の早期発見に努めるとともに、地域包括

支援センターが中心となり、高齢者が閉じこもらず、自主的に地域で活動を継続できるよう、介護予防

ケアマネジメントを実施し、一人ひとりに合ったケアプランに基づき、介護予防教室等の「適切」な介

護予防に関する事業につなぐことにより、機能の維持・向上を目指します。

　また、利用者本人が、必要なサービスを主体的に利用して、目標の達成に取り組んでいくことが重要

であり、「介護予防・日常生活支援総合事業」においては、生活環境の調整や、地域の中に生きがい・

役割を持って生活できるような居場所と出番づくりなど、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチを

含めた、バランスのとれた施策展開が求められています。

　本市においても、介護予防教室、パワーリハビリテーションに加え、地域の多様な主体によるサービ

スの導入を検討し、高齢者にとって、より効果的で魅力ある事業の実施に努めます。

　また、自主的な介護予防の取組や早期対応の重要性について啓発に努めます。

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

要介護状態になるおそれのある高齢者を対象とし
た介護予防教室参加者数 676 人 697 人

介護予防の推進4

◆ 介護予防教室の参加者数
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 ❸ 介護予防推進会議の開催　

　「富山市介護予防推進会議」を開催し、介護予防推進体制や関連事業の現状・課題を検証するとともに、

本市の介護予防事業の方向性を検討し、市民全体で介護予防を推進します。

 ❹ 角川介護予防センターの利用推進　

　角川介護予防センターは、40 歳以上で介護予防が必要な方等を対象に、温泉水を活用した多機能プー

ルでの運動療法や温熱療法、パワーリハビリテーションなどの介護予防プログラムを提供し、加齢に伴

う体力低下を防ぎ、身体機能の維持向上を図るとともに、外出、交流の機会を提供することにより、自

立した日常生活を促すための介護予防の拠点となる施設です。

　当センターを積極的に PR し、利用を促進することで、市民が自ら介護予防に取り組むための支援を

行います。

　さらに、大学等と連携しながら介護予防に関する事業の検証や評価、新たな介護予防メニューの開発、

介護サービス事業者の指導育成に努めるなど、介護予防を総合的に推進します。

◆ 介護予防地域説明会の開催数及び参加者数

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

介護予防地域説明会　　　　開催数 　 651 回 　　719 回

　　　　　　　　　　　　　参加者数 13,764 人 15,201 人

◆ 介護予防普及啓発教室の開催数及び参加者数

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

介護予防普及啓発教室　　　開催数 　 59 回 　　77 回

　　　　　　　　　　　　　参加者数 1,512 人 1,709 人
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（2） 地域ぐるみの介護予防の推進

 ❶ 介護予防運動指導者育成事業　

　高齢者が要介護状態にならないよう、また、既に軽度な要介護状態にあってもその症状が重度化しな

いよう、疾病外傷予防のほかに、運動器の機能（筋力）の維持向上を図ることが重要であると言われて

います。

　このことから、高齢者一人ひとりの身体の状態に合わせた介護予防運動の実践指導が行える指導者（ボ

ランティア）を計画的に育成するとともに、単位老人クラブ等の地域活動の場へ派遣し、高齢者への健

康・体力つくりの必要性、運動意識の高揚に努めていきます。

　リズム体操などの軽運動が高齢者の運動器の機能（筋力）の維持向上に大きな効果をもたらすことか

ら、住み慣れた地域で、また、気の合った老人クラブの仲間同士で継続的に運動に親しむことができる

よう、介護予防運動指導者を派遣し、介護予防運動「楽楽いきいき運動」の推進、普及啓発に努めます。

　さらに、「楽楽いきいき運動」に取り組んだ老人クラブが、その後も介護予防運動を自主的に、継続的に、

身近な地域で実践できるよう支援していきます。

 ❷ パワーリハビリテーションの推進　

　「運動器の機能向上」の手法の一つであるパワーリハビリテーションについては、運動機能の低下に

より、生活に支障をきたすおそれのある高齢者のほか、脳卒中やパーキンソン病、認知症などを対象と

したリハビリ教室を開催する中で、その効果の研究・検証に努めます。

　また、正しい運動プログラムの研究開発、実施手法の普及を図りながら、事業修了者の生活向上やス

ポーツクラブ等での運動の継続を支援します。

　さらに、多くの高齢者が、パワーリハビリテーション機器を使った介護予防に気軽に参加できるよう、

パワーリハビリテーション体験会の実施や出前講座等を通じて事業の普及啓発に努めます。

◆介護予防運動指導者の育成数

◆介護予防運動「楽楽いきいき運動」推進事業

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

登録指導者数 119 人 128 人

◆「楽楽いきいき運動」の実践

平成 29 年度実績 平成 32 年度目標

開催か所（累計） 252 箇所 342 箇所

◆パワーリハビリ教室（直営・委託）の開催

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

開催か所 31 か所 36 か所

参加者数 260 人 287 人
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 ❸ 介護予防推進リーダー活動の充実

　地域ぐるみの介護予防を推進するためには、日頃から地域活動等に積極的に参加し、毎日を活動的に

過ごしている高齢者が中心となって、支援を必要としている方々を支えていく仕組みづくりが必要です。

　このため、社会奉仕活動や健康づくり事業等に町内単位で熱心に取り組んでいる老人クラブ会員の中

から介護予防推進リーダーを委嘱し、地域における介護予防の推進役を担っています。

　今後は、活動の中でも支援が必要な方の早期発見や、介護予防に関する事業への誘い出し等「閉じこ

もり予防」に重点を置いた活動ができるよう、地域包括支援センターなど、地域の福祉関係機関との連

携を図りながら支援していくとともに、介護予防意識の高揚につなげる施策の推進に努めます。

 ❹ 水のみ運動の推進

　水分が不足すると、脳梗塞や認知症のリスクが高くなります。認知症は脱水になると症状が悪化する

ことから、介護予防には水分摂取が重要と考え、平成 21 年度から介護予防推進リーダーが中心となり、

老人クラブ会員等を対象に「地域で取り組む水のみ運動」を実施しており、今後とも、水のみ運動の普

及啓発・推進に努めます。

	❺ 介護予防ふれあいサークル事業　

　高齢者が要支援・要介護状態になっても、人とふれあい、豊かに生きることができるよう、身近な場

所で参加できる介護予防ふれあいサークル活動を推進します。

　また、サークル活動を通じて地域や隣近所のつながりを深め、要援護高齢者が地域で見守られながら

介護予防に取り組めるよう、サークルの育成を支援します。

◆「水のみ運動」の実践

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

実施クラブ数 410 クラブ 410 クラブ

◆介護予防推進リーダーの委嘱数

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

委嘱数 562 人 616 人

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

介護予防ふれあいサークル数 840 サークル 860 サークル

◆介護予防ふれあいサークル数
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 ❻ 住民主体の通いの場の充実【新規】

　今後、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増えていくことを見据え、高齢者を含めた地域住民

の力を活用しながら、住民主体の通いの場など、地域で支え合う仕組みづくりが求められています。

　また、通いの場が充実することで、参加する高齢者の生きがいづくりや介護予防につながるだけでな

く、今まで閉じこもりがちだった方の誘い出しや希薄化が進む地域のつながりの強化、ひいては地域活

動の活性化につながることも期待されています。

　このことから、本市では、すでに地域において取り組んでいる住民主体の通いの場の好事例を広く他

の地域に展開できるよう支援するとともに、要支援者等の多様な生活支援のニーズに対応できる通いの

場づくりを検討します。
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（1） 健康づくり機能の強化
　ソーシャルキャピタル（社会的絆）が高い地域ほど健康度が高いと言われています。地域の各種団体

や健康づくりボランティアと協働して、ソーシャルキャピタルの醸成と地域コミュニティのさらなる強

化に努めます。

	❶ 地域ぐるみで取り組む健康づくりの推進　

　地区の各種団体の代表者で構成する「地区健康づくり推進会議」を、市内全地区で開催し、地区の健

康課題の解決に向けて取り組みます。

　また、地区の健康づくり活動を紹介し、市民と意見交換する「まちぐるみ健康づくり交流会」を開催

し、市民との協働による地域に根ざした健康づくりを推進していきます。

 ❷ 情報化の推進　

　疾病予防、健康増進や健康危機管理に関する情報については、住民の関心も高いことから、市の広報

やホームページなどを通して健康に関する正しい情報をタイムリーに提供できるよう努めます。

地域を支える多様な担い手への支援5

健やかで心豊かに生活できる活力あるまち
富山市の健康づくり推進体制

協働

市民自らの健康づくり
市民の健康を支える環境づくり

地域の各種団体
自治振興会、社会福祉協議会、ふるさとづくり推進協議会、民生委員児童委員協議会、長寿会、婦人会、
保健推進員、食生活改善推進員、保健衛生連合会、体育協会、PTA、児童クラブ、母親クラブ　など

学　校
保育所・幼稚園

行　政 企　業

医師会・歯科医師会
薬剤師会・検診機関

地域包括支援センター　等
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（2） 健康まちづくりの推進
　高齢化が進んだ中心市街地において、健康まちづくりマイスターを中心とした健康まちづくり活動を

通じて、赤ちゃんから高齢者、障害者やその家族が、いつまでも地域で安心して暮らせる健康まちづく

りを推進します。

 ❶ 健康まちづくりマイスターの養成・支援　

　健康まちづくりを推進するための人材として、地域住民や保健・医療・介護・福祉などの専門職、民

間企業、行政職員等による「健康まちづくりマイスター」を養成しています。

　この健康まちづくりマイスターが主体となって「健康まちづくりマイスター連絡会」を発足し、定期

的に情報交換会を開催し、健康まちづくりマイスター同士がつながり、お互いの活動や情報などを共有

しながら、それぞれの地区で健康まちづくり活動を推進します。

	❷ 地区包括的情報交換会の開催　

　地域が主体となって、地域住民や関係機関による地区包括的情報交換会を開催します。地域のさまざ

まな情報を共有し、顔の見える関係づくりや気軽に話し合える環境づくり、課題を解決していくための

システムづくりを推進します。

◆健康まちづくりマイスターの活動例

ア　地域住民の健康意識の向上を目的とした健康講座を開催、住民の特技を生かした三世代
ふれあい広場を実施

イ　住民が気軽に集まることができる場として自治公民館を利用した健康サロンを週 1回実
施

ウ　子育て世代の孤立防止と交流を目的にクリスマス会を実施
エ　子育てサークルを定期的に開催し、地域全体で子育てを支援

■地域でのマイスター活動の様子

目指すところ
赤ちゃんから高齢者、障害者やその家族が
いつまでも地域で安心して暮らせる健康まちづくり

健康まちづくりマイスター連絡会
・情報交換会（健康まちづくり活動の紹介や情報を共有）
・健康まちづくりマイスター通信の発行　など

育成

健康まちづくり
マイスター養成講座
（1コース5回）

健康まちづくり活動

地区包括的情報交換会

対象：地域住民・保健・医療
　　　福祉の専門職、
　　　民間企業、行政職員等

養成

マイスター
活動

三世代交流
イベント

地域の課題やニーズの共有
連携の強化

サロンの
開催

子育て
サークル

体操
サークル
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Ⅱ　生きがいづくりと社会参加の推進

 《基本施策》

１．「元気な高齢者と地域づくりの推進」…………………………
　高齢者が積極的に社会参加し、生きがいをもって住み慣れた地域で自立した生活を送ることができる

よう、趣味やスポーツ・文化活動及び生涯学習に対する支援、老人クラブ及び町内会活動等の発表の場・

交流機会の充実、さらには、いきいきと働くことができる雇用環境の整備や外出機会の創出など、多様

な施策の推進に努めます。

２．「市民意識の啓発」………………………………………………
　市民一人ひとりが人としての尊厳をもって生活し、また、地域住民としてのつながりを持ち、共に支

え合い、助け合うまちづくりを目指し、福祉意識の醸成や福祉教育等を推進するとともに、福祉施策を

通じて、高齢者が尊厳をもって自立した生活を送ることができるよう、敬老意識を高めるための取組を

推進します。

３．「世代間交流の推進」	……………………………………………
　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、高齢者だけでなく、子どもや若者など、

世代や地域を越えた多様な人と人とのつながりが重要であることから、世代間の交流事業を推進し、活

発に交流し合える地域づくりに努めます。
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 《施策の体系》
「生きがいづくりと社会参加の推進」の体系

　（取組）
①各種高齢者向け講座の充実
②市民大学の充実
③ふるさとづくりの推進
④公民館活動の充実
⑤学習活動等への支援
⑥農林業とのふれあいの場の提供

①老人クラブ連合会の連携強化
②老人クラブ活動の活性化・充実
③町内会、自治会等の活動参加の推進

①ボランティア意識の醸成
②地域でのボランティア活動の推進
　（地域ぐるみ）
③いきいきクラブ（給食・会食ボランティア）
　の充実

①シルバー人材センターの充実
②高齢者雇用の環境整備
③高齢者の起業環境支援【新規】

①芸術との出会いづくりの推進
②発表の場の提供

①地域での高齢者集会場の確保
②生活に密着した施設の活用による
　交流の場の確保
③老人福祉センター等の利用の促進

①孫とおでかけ支援事業
②コミュニティガーデン事業
③賑わいのあるまちづくり
④農林業とのふれあいの場の提供［再掲］

①子どもたちとの世代間交流の推進
②孫とおでかけ支援事業［再掲］
③コミュニティガーデン事業［再掲］
④ふるさとづくりの推進［再掲］

　（施策）
（１）多様な学び・生きがい
　　づくりの場の提供

（２）地域での社会活動の
　　推進

（３）ボランティア活動の　
　　推進

（４）就業機会の充実・就労
　　活動の推進

（５）発表の場・交流機会の
　　充実

（6）高齢者のふれあいの
　　場の確保

（7）高齢者の外出機会の
　　創出

（8）高齢者福祉の情報提供
　　の推進

（１）福祉教育の推進

（２）敬老意識の啓発

（１）世代間ふれあい活動
　　の推進

　（基本施策）
１．元気な高齢者と地域
　づくりの推進

２．市民意識の啓発

３．世代間交流の推進
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 《基本施策》

（1） 多様な学び・生きがいづくりの場の提供
　多様化・高度化する高齢者の学習ニーズに対応するため、生涯を通じて学ぶことができ、心の豊かさ

や生きがい感を得られるよう、多様な学び、生きがいづくりの機会の提供を推進します。

	❶ 各種高齢者向け講座の充実　

　高齢者の健康保持と生きがいづくりの場として、各種講座や教室を開催しています。

　今後とも、より多くの高齢者の方々が気軽に参加でき、創造・発表する喜びを味わい、仲間づくり、

世代間交流等を通じて、健康保持と生きがいづくりに繋がるよう、講座内容の拡充を図るとともに、発

表の場や交流機会の充実に努めます。

　特に「高齢者の健康維持」に関するニーズが高まっている状況を踏まえ、受講申込者が多いヨガや太

極拳等の運動系講座の拡充に努めていきます。また、参加率の低い男性も気軽に参加できる講座の充実

に努めます。

元気な高齢者と地域づくりの推進1

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

講 座 数 142 教室 152 教室

受講者数 2,048 人 2,170 人

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

講 座 数 9 教室 10 教室

受講者数 89 人 100 人

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

講 座 数 5 教室 7 教室

受講者数 100 人 150 人

◆シニアライフ講座
「創造」、「趣味」、「健康」をテーマに、老人福祉センターや公民館、市民プール等の公共施設で開催

◆高齢者いきがい工房講座
「創造」、「趣味」をテーマに、大沢野高齢者生きがい工房で開催

◆老人福祉センターいきがい講座
「創造」、「趣味」、「健康」をテーマに、大沢野老人福祉センターで開催
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	❷ 市民大学の充実　

　市民大学は、市民の生涯学習活動を支援するため昭和 53 年に開設し、系統的・継続的な学習機会を

提供しています。一般・創作等、幅広い分野に及ぶコースを開設するほか、市民大学祭や特別講演会、

特別講義など、多様な学習・発表の場を設け、学ぶ仲間のふれあいを大切にした自主的な活動を通じて、

心豊かな人間形成を目指しています。

　現在は、市民プラザ内にある市民学習センターを中心に、分室（八人町）や陶芸実習施設（花木）、

大沢野生涯学習センターのほか、各地域の会場で多彩なコースを開設しています。

今後は、

ア　開設方針である系統的・継続的な学習機会の提供と「ふるさととやま」を学ぶコースの充実

イ　受講機会の均衡を図るため、希望者の多いコースについては増設や特別講義の実施を検討

ウ　受講者ニーズに対応したコースの内容充実

エ　受講希望者が市内各地域で受講申込や最新の学習情報を得ることができる体制の充実

などを図っていきます。

	❸ ふるさとづくりの推進　

　地域住民の生涯学習やコミュニティ活動の推進を図るため、各地区には各種団体で構成される「ふる

さとづくり推進協議会」があります。

　この協議会に対する支援を通して、家庭教育や成人教育、高齢者学級など各種公民館ふるさと講座を

市立公民館で実施し、ふるさとづくり事業を推進しています。

　また、地域づくりふれあい総合事業（世代間交流事業）では、地域が主体となって、企画や運営を工

夫し、子どもから障害者、高齢者までが幅広く参加できる、特色を生かした事業を実施できるよう支援

します。

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

いきがいクラブ
（大山地域）

講 座 数 6 教室 6 教室

受講者数 120 人 120 人

いきいき健康教室
（山田地域）

講 座 数 3 教室 3 教室

受講者数 130 人 130 人

◆いきがいクラブ・いきいき健康教室
　「健康」をテーマに、老人福祉センターや公民館で開催
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 ❹ 公民館活動の充実　

　地域における学習やコミュニティ活動、交流活動の拠点となる市立公民館の整備を進めるとともに、

明るく生きがいのある生活を創造できるような講座の開設、情報提供、自主学習グループへの支援を行

います。

　また、このような地域の社会教育活動は、高齢者の生きがいを高めるとともに、各世代が高齢者との

交流を通じて、超高齢社会に関する理解を深める役割も果たしていることから、自治公民館においても、

地域住民の身近な集会・交流活動の場として活用されるよう支援していきます。

 ❺ 学習活動等への支援　

　様々な活動による自己啓発の意欲が高まる中、壮年期の方の自己啓発を支援し、壮年期からのキャリ

アアップと生きがいづくりに努めます。

 ❻ 農林業とのふれあいの場の提供　

　農業や林業に関心を持つ、元気で意欲的な高齢者の社会参加と生きがいづくりのため、行政と農林業

関係団体等とが連携しながら、農作物栽培の技術指導や市民農園を提供するとともに、高齢者が気軽に

参画できる里山保全活動等を支援します。

　さらに、農林業に関する様々な学習の場や活動情報の提供に努めます。

　◆市民への農園の提供（区画数：733 区画うち高齢者農園 201 区画）

　◆楽農学園業事業の継続実施

　◆森林ボランティア（きんたろう倶楽部等）活動情報の提供

※壮年期キャリアアップ補助事業
　55 歳以上の市民で富山県内の大学の社会人向け講座受講修了者に受講料の
一部を補助。
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（2） 地域での社会活動の推進
　地域の活性化を図るためには、団塊の世代をはじめ、元気な高齢者が新しい地域の担い手となり、地

域社会の再生に積極的に取り組むことが重要です。

　このことから、元気な高齢者が社会活動の担い手として活躍できる環境をつくり、高齢者の主体的な

社会参加を促進することを通じて、地域の相互扶助機能の活性化に取り組むとともに、高齢者の生きが

いづくりや介護予防につなげます。

 ❶ 老人クラブ連合会の連携強化　

　近年、ライフスタイル・価値観の多様化や年金の支給開始年齢の引上げ、高齢になっても現役で働き

続けたい人が増えているなど、老人クラブ会員が減少傾向にあります。さらには、組織運営の負担が集

中する役員等が避けられ、担い手不足から老人クラブ数も減少傾向にあります。

　一方で、高齢化の進行により、高齢者同士が支え合うことの重要性が指摘されており、住民にとって

身近な存在である老人クラブには、寝たきりや認知症にならないための健康づくりや、地域内の閉じこ

もり予防活動や要援護高齢者の見守り活動など、様々な役割が期待されています。

　超高齢社会を明るく、活力あるものとし、地域の中で孤立することなく、いつまでも元気で生きがい

をもって生活していただくためには、老人クラブ会員を中心とした、高齢者の積極的な取組を展開して

いく必要があります。

　そのためには、老人クラブの結成や活動しやすい環境づくり、また、一部の役員に負担が集中しない

ような柔軟な組織運営ができるように促すなど、一人でも多くの高齢者が気軽に老人クラブに加入され

るよう、「富山市老人クラブ連合会」との連携を図ります。

 ❷ 老人クラブ活動の活性化・充実　

　老人クラブは、地域における社会奉仕活動、教養活動、健康増進活動などを通して、高齢者の生きが

いと健康づくりに果たす役割が大きく、ゆとりある地域社会づくりに大いに貢献されていることから、

今後とも、広報啓発活動などを通じてイメージアップや会員募集に努めるほか、老人クラブの活性化を

支援し、活動内容の充実を図ります。
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平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

単位老人クラブ数 616 クラブ 616 クラブ

富山地域 478 クラブ 478 クラブ

大沢野地域   29 クラブ   29 クラブ

大山地域   31 クラブ   31 クラブ

八尾地域   51 クラブ   51 クラブ

婦中地域   20 クラブ   20 クラブ

山田地域     5 クラブ     5 クラブ

細入地域     2 クラブ     2 クラブ

会員数   46,607 人   47,018 人

富山地域   33,713 人   34,274 人

大沢野地域     3,173 人     3,153 人

大山地域     1,906 人     1,882 人

八尾地域     4,230 人     4,065 人

婦中地域     2,912 人     2,997 人

山田地域        163 人        179 人

細入地域        510 人        468 人

加入率      32.0％      32.7％

◆単位老人クラブ（60 歳以上）
60 歳以上人口　１４５，346 人（平成 29 年 12 月末現在）



第
３
章

53

施
策
の
取
組
に
つ
い
て

 ❸ 町内会、自治会等の活動参加の推進　

　高齢者が生きがいのある生活を営むに当たり、生涯を通じた心豊かな生活の場、自己実現の場として

地域社会と関わることが重要であることから、特に身近で参加しやすい町内会活動や地区の自治振興会

等の活動を支援し、高齢者の参加を促し、高齢者の生きがい創出を図ります。

（3） ボランティア活動の推進
　ボランティア活動は、自ら関心のある社会的な活動を通じて、自分も相手も、社会も豊かになるとい

う視点で行われるものであり、高齢者の自己表現への欲求及び地域社会への参加意欲を充足させ、社会

連帯意識や相互扶助の意識を醸成するボランティア活動に気軽に参加できるよう、自発的な活動を尊重

した基盤整備を図ります。

	❶ ボランティア意識の醸成　

　ボランティア活動は、自分のためだけでなく、社会の人々との共生を図るという観点の啓発が重要で

あることから、心身の状況や性別、年齢に捉われることなく、高齢者の多様な経験やアイデアが生かせ

るよう、高齢者がボランティア活動に積極的に参加することができる機運を醸成します。

 ❷ 地域でのボランティア活動の推進（地域ぐるみ）　

　地域の福祉ニーズに地域で対応するため、ボランティアの発掘やボランティア意識の向上及びボラン

ティア活動の促進を図るためのネットワーク化、さらには、給食ボランティアによる、ひとり暮らし高

齢者の昼食会の開催など、地域に根差した活動を推進します。

　また、高齢者を含めた地域住民のボランティアによる「ふれあいいきいきサロン」や「ふれあい子育

てサロン」等の取組が各地域で広がっていることから、その活動を通して、高齢者の閉じこもり防止や

子育て支援などを推進します。

　さらに、ボランティア活動の一環として、地域の幼稚園や保育所、小学校、中学校と社会福祉施設が

交流し、高齢者が培ってきた技能や特技を地域の子どもたちに伝授するなど、折り紙や手あそび、むか

しの遊びなどを通して世代間の交流を推進します。

　高齢者の社会参加を促すためにも、地域でのボランティア組織の役割は重要であり、地域でのボラン

ティア活動を一層推進していきます。
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 ❸ いきいきクラブ（給食・会食ボランティア）の充実　

　ひとり暮らしの高齢者等に対し、会食等のサービスを提供することにより、孤独感の解消や閉じこも

り等の防止を図るとともに、サービス提供者（ボランティア）の生きがい活動を支援していきます。

（4） 就業機会の充実・就労活動の推進

　高齢者の高い勤労意欲が満たされるよう、長年培った知識・経験・能力が有効に生かされる生産・就

業環境の整備を図ります。

 ❶ シルバー人材センターの充実　

　人口減少の到来や団塊世代の定年退職など、我が国は、超高齢社会の進行とともに、労働力人口の減

少がより一層進むことが見込まれています。

　このため、今後、より活力ある地域経済社会を確立していくためには、高齢者が定年後、意欲と誇り

を持って自らの経験と能力を生かせる場を広く開拓することが重要であり、その点において、富山市シ

ルバー人材センターの果たすべき役割は極めて大きいものと考えています

　このことから、富山市シルバー人材センターでは、社会的ニーズに応えた事業の拡充に努めるととも

に、就業開拓事業や組織の充実強化に取り組みます。

◆いきいきクラブ（給食・会食ボランティア）

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

延配食数 15,568 食 15,568 食

延ボランティア数 7,139 人 7,139 人

◆富山市シルバー人材センター

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

会員数 1,875 人 1,950 人

年間契約件数 18,000 件 18,400 件
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 ❷ 高齢者雇用の環境整備　

　「高年齢者雇用安定法」では、全ての企業に対し、高年齢者の 65 歳までの安定した雇用を確保する

ため、「定年の定めの廃止」、「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置（高年齢者雇

用確保措置）を講じるよう義務付けられています。

　平成 29 年 6 月 1 日現在の高年齢者の雇用状況については、県内 31 人以上規模の企業のうち、高

年齢者雇用確保措置を実施済みの企業の割合は 99.9％となっていますが、一方、希望者全員が 65 歳

以上まで働ける制度を整備・導入している企業の割合は 70.9％となっています。

　このような中、本市では、高年齢者がその能力に合った職業に就くことを促進し、また、事業主が高

年齢者の雇用に関して、適切な雇用の場を提供するため、企業訪問等を通じて高年齢者の雇用環境の整

備を要請するとともに、富山市職業訓練センターでの技能講座を開催し、高齢者の就労に向けた支援を

行っています。

　少子・超高齢社会が急速に進み、生産年齢人口が減少する中で、高い就労意欲を有する高年齢者が長

年培った知識と経験を生かし、社会の支え手として意欲と能力のある限り活躍し続けることができる環

境を整備するため、高度なスキルを持った 65 歳以上の高年齢者と即戦力となる人材を求める企業との

マッチングを行う「富山市スーパーシニア活躍促進人材バンク」の運営や、65 歳以上の高年齢者を雇

用した事業主に対する雇用継続奨励金の交付により、高年齢者の多様な就業形態による雇用の促進を図

り、雇用機会の拡大に努めます。

❸ 高齢者の起業環境支援【新規】　

　高齢者が市のインキュベーション施設を使用する際の使用料を一部助成し、生涯現役社会の実現や地

域経済の活性化に努めます。

◆高齢者創業支援推進事業

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

支援件数 2 件 3 件
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（5） 発表の場・交流機会の充実

　高齢者が、社会参加活動や学習活動などにより自己実現を図ることができるよう、高齢者が参加しや

すい環境を整えるとともに、その成果を発表し、他世代の人々との交流ができるよう、練習や発表の場・

交流機会の充実を図ります。

 ❶ 芸術との出会いづくりの推進　

　生活水準の向上や余暇時間が増大する中で、多くの市民が身近に優れた芸術・文化に触れ親しむとと

もに、自らが音楽・舞踊・美術等の芸術文化創作活動に参加することができるまちづくりに取り組みます。

　富山市芸術文化ホール（オーバード・ホール）や富山市ガラス美術館・富山ガラス工房など、各種文

化施設を活用して、優れた芸術・文化を鑑賞する機会を提供するとともに、市民の芸術・文化活動の発

表や練習の場、交流機会の充実に努めます。

　また、市立博物館等の施設を利用しやすくするため、年間共通パスポートを発行するほか、おでかけ

定期券提示による入館料の減免を実施するなど、優れた芸術に触れる機会の拡充に努めます。

 ❷ 発表の場の提供　

　富山市福祉フェスティバルでの民謡や詩吟等の発表や富山市手作り作品展への出品などシニアライフ

講座での日頃の成果を発表する場を提供することで、生きがいの創出に努めます。

（6） 高齢者のふれあいの場の確保

　高齢者が自らの意思で、趣味活動や町内活動など、積極的に地域社会活動に参加できるよう、高齢者

と地域社会とのふれあいの場の確保に努めます。

 ❶ 地域での高齢者集会場の確保　

　高齢者と地域社会とのふれあいの場を積極的に創出するため、日常生活の中で、いつでも自由に趣味

活動を行える場、気心の知れた近隣の友人と気軽に集うことのできる憩いの場として、自治公民館を建

設する場合の助成や、地域活動に対する講師・指導者の派遣などを支援します。
　

　◆高齢者サロン設置事業
　地域自らが、いつでも気軽に立ち寄って食事や喫茶、趣味活動等を通じて交流の輪を広げられる高齢者サロ

ンを設置する場合、サロンの設置・運営に対して支援し、高齢者の閉じこもり防止、生きがい創出、地域コミュ

ニティの強化に努めます。
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　◆学校施設の活用
　高齢者の生涯学習や生きがいづくりの場として、また、世代間交流の場として、学校教育と施設管理に支障

のない範囲で、体育館やグラウンドの開放や余裕教室等の活用に努めます。

 ❷ 生活に密着した施設の活用による交流の場の確保　

　生活に密着した公衆浴場などは、地域・世代間交流の場として重要な役割を果たしている施設です。

それらの施設内にある休憩・団らん・交流スペースを高齢者の介護予防や健康づくり、生きがいづくり

の場として確保し、活用できるよう支援します。

 ❸ 老人福祉センター等の利用の促進　

　本市には、老人福祉センターが 6 か所、老人憩いの家が 2 か所あり、これらの施設は入浴設備を備

え、健康相談や健康増進、教養の向上、レクリエーションの場として親しまれていることから、今後と

も、高齢者の方々が気楽にふれあえる憩いの施設として利用促進を図ります。

◆入浴施設等ふれあい入浴事業
　70 歳以上の高齢者を対象に入浴券等を交付し、心身機能の維持向上、地域でのふれあい・交流の場を

創出します。

◆老人福祉センター等の利用者数

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

交付人数 38,330 人 40,588 人

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

利用者数 224,000 人 224,000 人
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（7） 高齢者福祉の外出機会の創出

　高齢者が社会参加や人との交流を通じて、健康で生きがいを感じながら暮らせるよう、まち全体で高

齢者が外出する機会を創出します。

 ❶ 孫とおでかけ支援事業　

　祖父母と孫（曾孫）が一緒に市の施設に来館されると、入園料・入館料が無料になる孫とおでかけ支

援事業を実施し、高齢者の外出機会を促進するとともに、世代間交流を通じて家族の絆を深めるよう努

めます。

◆対象施設（平成 29 年度）

都市名 対象施設

富山市

ファミリーパーク、科学博物館、天文台、郷土博物館、佐藤記念美術館、
民俗民芸村（７館）、猪谷関所館、大山歴史民俗資料館、八尾おわら資料館、
八尾化石資料館、旧森家住宅、浮田家住宅、八尾曳山展示館、エコリンク、ガラス美術館、
ジップライン・アドベンチャー立山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 16 施設

砺波市
チューリップ四季彩館、砺波市美術館、松村外次郎記念庄川美術館、庄川水資料館、
となみ散居村ミュージアム（民具館）、砺波市出町子供歌舞伎曳山会館　　　　計６施設

小矢部市 クロスランドタワー、ダ・ビンチテクノミュージアム　　　　　　　　　　　　計２施設

南砺市

城端曳山会館、じょうはな織館、五箇山和紙の里、五箇山民俗資料館、塩硝の館、
そばの郷そば資料館、利賀瞑想の郷、井波彫刻総合会館、井波美術館、いのくち椿館、
園芸植物園、福光美術館（常設展のみ）、棟方志功記念館「愛染苑」、松村記念会館　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 14 施設

射水市 新湊博物館、大島絵本館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計２施設

高岡市

高岡市 藤子・Ｆ・不二雄ふるさとギャラリー、高岡御車山会館、高岡万葉歴史館、
ミュゼふくおかカメラ館、高岡市鋳物資料館、高岡市伏木気象資料館、
高岡市伏木北前船資料館、武田家住宅、高岡市土蔵造りのまち資料館、
高岡市福岡歴史民俗資料館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 10 施設

氷見市
氷見市潮風ギャラリー（藤子不二雄Ⓐアートコレクション）、氷見市立博物館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計２施設
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 ❷ コミュニティガーデン事業　

　町内会や公園愛護会等の地域コミュニティが主体となり、角川介護予防センターや中心市街地等の街

区公園及び民有の空き地を庭園や農園等として活用するコミュニティガーデンを通じて、高齢者の外出

機会や生きがいを創出するとともに、ソーシャルキャピタルの醸成を図ります。

 ❸ 賑わいのあるまちづくり　

　中心市街地への公共交通の割引制度を実施するなど公共交通のサービスの向上に取り組むとともに、

中心商店街において賑わい施設の運営や生活利便施設の充実を図り、高齢者をはじめ、居住者、来街者

にとって利便性の高い、賑わいのあるまちづくりに努めます。

　また、中心市街地に歩行補助車「富山まちなかカート」のステーションを設置し、歩行補助車を無料

で貸し出すことにより、高齢者が気軽にまちなかに出掛けて、買い物や散歩を楽しめるように努めます。

◆おでかけ定期券事業・ポートラムシルバーパスカ事業
　市内在住の 65 歳以上の高齢者を対象として、市内各地から中心市街地へおでかけする際に、路線

バス、電車、路面電車が 100 円で利用できる「おでかけ定期券」やポートラムやフィーダーバスが

100 円で利用できる「シルバーパスカ（※）」を発行することにより、公共交通のサービス向上に取り

組み、高齢者の外出を促進します。

（※）「ポートラムシルバーパスカ事業」は、平成 31 年 4 月から、利便性の向上を図るため、「おでか

　　け定期券事業」に統合する予定です。

◆コミュニティガーデン整備か所（平成 30 年３月現在）

区　分 整備か所

街区公園
呉羽新富田町第 2 公園、芝園町二丁目公園、白銀町公園、中野新町公園、
花園町三丁目公園、文京町第 1 公園、南新町公園　　　　　　　計７か所

角川介護予防センター 敷地内駐車場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計１か所

民有の空き地 鵜坂校区、大広田校区、諏訪川原地区、萩浦校区　　　　　　　計４か所

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

おでかけ定期券利用申込者数 24,600 人 30,000 人
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 ❹ 農林業とのふれあいの場の提供［再掲］　

　農業や林業に関心を持つ、元気で意欲的な高齢者の社会参加と生きがいづくりのため、高齢者が気軽

に参画できる里山保全活動等を支援します。

　◆市民への農園の提供（区画数：733 区画うち高齢者農園 201 区画）

　◆楽農学園業事業の継続実施

　◆森林ボランティア（きんたろう倶楽部等）活動情報の提供

（８）高齢者福祉の情報提供の推進

　高齢者福祉を推進するためには、社会参加と生きがいづくりや生活環境づくり、健康づくり、介護予

防サービスなど、高齢者福祉全般にわたる様々な施策や各種福祉サービスの情報を市民と行政が共有し、

協働して地域福祉の向上を図っていくことが重要であることから、情報提供が音声のみ、文字のみと偏

ることがないよう、手話等での提供を含め、多様な広報媒体による情報提供を行うとともに、市民の地

域福祉の構成員としての意識向上に努めます。

　豊かな福祉社会を実現するため、すべての人々が、それぞれの生活の中で人として尊重され、お互い

に支え合い、助け合えるよう、福祉意識の醸成を図ります。

（1） 福祉教育の推進
　今後の超高齢社会を、心のふれあう、安らぎに満ちたものにするためには、家庭、地域の人々が連帯・

協力していくことが重要であり、地元の高齢者とのふれあいを深める「世代間交流事業」を幼児期から

実施していきます。

　さらに、学校教育においては、子どもたちが生きがいや思いやりの心を持ち、共に支え合って、より

良く生きようとする意欲や態度を育てることを福祉教育の指導目標に位置付け、地域との連携による社

会奉仕体験活動や福祉施設等での交流、中学生の「社会に学ぶ『14 歳の挑戦』」などの事業を通じて、

介護・福祉などの超高齢社会の課題や障害者を含めた高齢者に対する理解を深めていきます。

（2） 敬老意識の啓発
　市民一人ひとりが家庭や地域、学校などで高齢者との交流を深める機会を設けるなど、介護や福祉サー

ビス等の高齢者福祉について関心と理解を深める取組を推進することは、高齢者が安心して、いつまで

も住み慣れた地域で暮らすことのできる、明るく活力ある長寿社会づくりに大きく寄与するものと考え

られます。国においても、毎年 9 月 15 日～ 21 日を老人週間と定め、「みんなで築こう安心と活力あ

る健康長寿社会」をスローガンに、敬老意識を育むための事業の実施を推奨しており、本市でも、この

市民意識の啓発2



第
３
章

61

施
策
の
取
組
に
つ
い
て

時期に合わせ、広報紙を活用した啓発活動や老人福祉センター等の入館料無料化など、長寿を祝う多彩

な催しを行っています。

　今後とも、地域や関係団体等との連携を図りながら、敬老意識の醸成に努めていきます。

（1） 世代間ふれあい活動の推進
　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、高齢者だけでなく、子どもや若者など、

世代や地域を越えた多様な人と人とのつながりが重要であることから、世代間の交流事業を推進し、活

発に交流し合える地域づくりに努めます。

 ❶ 子どもたちとの世代間交流の推進　

　保育所では、保育所地域活動事業として世代間交流事業を継続的に実施し、入所児童が交流の中で人

と関わっていく大切さを学ぶ機会と、高齢者が子どもたちとふれあうことで、生きがいづくりにつなが

るよう、これまで以上に保育参加の機会の拡大に努めていきます。

　また、小・中学校においても、高齢者を含めた地域の学習・交流の拠点として、学校開放や余裕教室

等の活用に努めるとともに、学校教育においても、総合的な学習の時間などを利用した福祉教育、郷土

教育などの学習の中で、高齢者に学び、共に生きる心を育てる教育の更なる拡充発展を目指します。

	❷ 孫とおでかけ支援事業［再掲］　

　孫とおでかけ支援事業を実施し、世代間交流を通じて家族の絆を深めるよう努めます。

	❸ コミュニティガーデン事業［再掲］　

　コミュニティガーデンを整備し、地域住民で収穫の喜びを分かち合うことで、ソーシャルキャピタル

の醸成を図ります。

 ❹ ふるさとづくりの推進［再掲］　

　「ふるさとづくり推進協議会」に対する支援を通して、公民館ふるさと講座を市立公民館で実施し、

ふるさとづくり事業を推進しています。

　また、地域づくりふれあい総合事業（世代間交流事業）においても、子どもから障害者、高齢者まで

が幅広く参加できる事業を実施できるよう支援します。

世代間交流の推進3
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Ⅲ	地域における自立した日常生活を支援する体制の整備

 《基本施策》

１．「地域包括ケアシステムの深化・推進」	………………………
　高齢者が安心して生活できるよう、地域包括支援センターが地域の実情を踏まえつつ、高齢者が可能

な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしが続けられるよう、医療、介護、介護予防、住まい、生活支

援サービスが切れ目なく一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の確立に向けた取組をさらに進

め、地域の課題を分析し、地域における様々な資源の活用を促すことで、自助としての健康・生きがい

づくり、互助としてのコミュニティ活動やＮＰＯ活動、共助としての社会保障制度、公助としての行政

施策が互いに連携し、支え合う仕組みの維持・充実を図ります。

２．「日常生活支援サービスの推進」	………………………………
　ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯等が在宅生活を継続する上で必要なサービスを提供し、住み慣れた

地域で在宅生活が継続できるよう支援します。

　また、介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービスの充実について検討を進める

とともに、同時に市独自事業についても見直しを図ることで、地域の実情に合ったサービスの推進に取

り組みます。

３．「地域医療及び在宅医療・介護連携の推進」	…………………
　医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後ま

で続けることができるよう、24 時間の在宅ケアなど、高齢者に対する医療サービスを充実するととも

に、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するため、在宅医療・介護連携に関する協議や研修等を通

じて、様々な職種間の相互理解と情報共有を支援するなど、地域医療体制の整備及び在宅医療・介護サー

ビス提供体制の構築に努めます。

４．「認知症高齢者施策の推進」	……………………………………
　認知症になっても安心して生活できるよう、認知症サポーター養成講座を開催するなど、全ての世代

に対して認知症の正しい知識の普及啓発に努めるとともに、地域包括支援センターに配置された認知症

コーディネーターと医療・介護等の支援機関をつなぐ認知症地域支援推進員が連携を図り、認知症にや

さしい地域の実現を目指します。

　また、認知症高齢者の早期発見・早期対応のために認知症の初期から支援が行えるよう「認知症初期

集中支援チーム」を配置し、医療機関と連携しながら身近な地域での支援体制の強化を図ります。
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５．「高齢者等の権利擁護の推進」	…………………………………
　認知症高齢者や知的障害又は精神障害を持つ方のうち、判断能力が不十分な方を対象として行う福祉

サービスの利用に向けた支援や市民後見人の育成を含めた成年後見制度の利用を促進するとともに、地

域包括支援センターや関係機関・団体と連携しながら、高齢者虐待、権利擁護及び消費生活等に関する

相談・支援を行うなど、高齢者の権利と財産を守るための施策を推進することで、住み慣れた地域で尊

厳をもって生きることができる社会の実現を目指します。
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 《施策の体系》
「地域における自立した日常生活を支援する体制の整備」の体系

　（取組）
①地域包括支援センターの機能強化
②地域ケア会議の推進
③まちなか総合ケアセンターにおけ
る地域包括ケア体制の推進

④生活支援コーディネーターの育成
【新規】

①地域での見守り体制の整備

①日常生活サービスの充実
②質の高いサービスの効果的な提供
の促進【新規】

①福祉施策としての外出支援の推進
②交通施策としての外出支援の充実

①日常医療の充実
②初期救急医療の適正化

①在宅医療と介護の連携強化

①市民への啓発活動の推進
②啓発のための人材の育成
③認知症サポーターの養成

①早期発見・早期対応システムの充実
②認知症ケアの質の向上
③介護者への支援
④地域での見守り体制の充実
⑤認知症徘徊ＳＯＳネットワークの推進
⑥若年性認知症施策の推進

①日常生活自立支援事業の充実
②成年後見制度の推進
③市民後見推進事業の充実

①高齢者虐待の未然防止
②高齢者虐待の早期発見・早期対応
　システムの充実
③相談援助者・サービス事業者等の
　資質の向上（相談体制の充実）
④虐待を受けた高齢者への支援
⑤高齢者を養護する者への支援
⑥養介護施設従事者等による高齢者
虐待の防止

　（施策）
（１）地域ケア推進体制の
　　整備

（2）地域ふれあい・助けあい
　　・支えあいの推進

（1）在宅福祉サービスの
　　推進

（2）外出支援サービスの
　　推進

（1）地域医療体制の整備

（2）在宅医療・介護連携
　　の推進

（1）認知症の知識の普及
　　・啓発

（2）認知症ケア体制の
　　整備

（1）成年後見・権利擁護
　　の推進

（２）高齢者虐待防止の　
　　推進

　（基本施策）
１．地域包括ケアシステ
ムの深化・推進

２．日常生活支援サービス
　の推進

３．地域医療及び在宅医
　療・介護連携の推進

４．認知症高齢者施策の
　推進

５．高齢者等の権利擁護
　の推進
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 《基本施策》

（1） 地域ケア推進体制の整備

	❶ 地域包括支援センターの機能強化　

　国では、高齢者のニーズや状態の変化に応じて介護保険などの公的なサービスに加え、医療、介護、

介護予防、住まい、生活支援サービスなどが切れ目なく一体的に提供される「地域包括ケアシステム」

の構築を目指しています。

　こうした中、地域包括支援センターは、行政機能の一部として地域の最前線に立ち、高齢者の総合相

談、権利擁護、介護予防のケアマネジメント及び地域のケアマネジャー支援などの業務を通じて、地域

包括ケアシステムの実現に向けた中核機関となることが期待されており、地域包括支援センターの機能

強化は、「地域包括ケアシステム」を構築していく上で重要な課題となっています。

　このことから、高齢化の進行やそれに伴う相談件数の増加等を勘案しつつ、各地域包括支援センター

の運営状況や課題を把握し、事業の実施状況を評価するとともに、業務量や業務内容に応じた運営の適

正化を図ることで、より充実した機能を果たしていくことができるよう地域包括支援センターの取組を

強化していきます。

ア 住民参加の啓発　
　地域と一体となり、積極的に地域における協力や連携体制が構築できるよう、地域住民をはじめ、

地域の関係者や老人クラブ等に対し、説明会等を通じて動機付けのための支援を行います。このこ

とにより、住民参加による地域力向上につなげ、地域包括ケアをより一層効果的かつ効率的に推進

します。

イ 地域の関係機関との連携強化

　地域包括支援センターの地域ケア推進コーディネーターが中心となり、支援が必要な高齢者等を地

域全体で支えるため、地域にある医療機関や自治振興会などの関係機関や団体をつなぐネットワーク

の構築を行います。

　また、地域包括支援センターがネットワークを円滑に構築できるよう、富山市医師会や自治振興連

絡協議会、民生委員児童委員協議会等とも連携しながら、必要に応じて一体的に支援できる体制づく

りに努めます。

地域包括ケアシステムの深化・推進1
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ウ 総合相談支援事業等の充実　
　地域包括支援センターでは、高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していく

ことができるよう、総合相談窓口を設置し、どのような支援が必要かを把握した上で、適切なサービ

スや機関又は制度の利用につなげていきます。

　地域住民や民生委員等から寄せられる相談は年々増加しており、相談内容も介護保険に関するもの

のほか、認知症や高齢者虐待、権利擁護、生活困窮、悪質商法など多岐にわたっています。

　このため、地域の民生委員や関係機関との連携を強化し、地域での相談会を開催することで早期に

解決できるよう努めます。特に対処が困難な事例についても、研修会等により職員の質の向上を図り

積極的に取り組めるよう支援します。

　さらに、地域包括支援センターと介護保険施設や医療機関が連携しながら、高齢者の在宅復帰を支

援し、高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活が継続できるよう、地域包括ケアシステ

ムの構築を目指します。

エ 職員の資質の向上

　地域の高齢者の状況把握や地域の様々な社会資源、関係機関との連携によるネットワークの構築に

向け、専門職として更なる知識の習得や技術の向上を図ります。

　また、地域包括ケアの中核機関としての機能が十分発揮でき、実効性のある地域ケア体制づくりに

取り組めるよう、人材育成研修等の実施に努めます。

 ❷ 地域ケア会議の推進　

　高齢になっても住み慣れた地域で尊厳のある、その人らしい生活が継続できるよう、地域の特性に応

じた地域包括ケアシステムの実現に向け、地域包括支援センターが中心となって「地域ケア会議」を開

催します。会議では、地域の支援者だけでなく医療・介護・保健の多職種による専門的視点から地域に

おける多様な社会資源の調整を行うとともに、個別ケースや生活圏域レベルの地域課題を挙げて解決策

を検討します。具体的には、地域のニーズに合った新たなサービスの構築や、広域的な支援体制の整備

を図るなど、地域の特性を踏まえた事業を計画・実施します。
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 ❸ まちなか総合ケアセンターにおける地域包括ケア体制の推進　

　まちなか総合ケアセンターでは、在宅で受けられる医療や生活に必要な支援、子育て世代や障害者等

に対する行政サービスを一元的・包括的に提供する多世代・多機能型の地域包括ケア拠点施設として、

地域住民が安心して健康に生活できる健康まちづくりを推進します。

ア 在宅医療の推進　
　医療と介護が必要になっても、住み慣れた地域

で可能な限り暮らし続けることができるよう、訪

問してくれる医師が見つからない方への訪問診療

を実施するとともに、往診が頻繁になり対応が難

しい場合などに、主治医を一時交代して訪問診療

を行います。さらには、市民への啓発活動などを

通じ、在宅医療を推進します。

イ 地域包括ケア拠点施設としての総合的な支援

　「まちなか診療所」における在宅医療の推進に加え、「産後ケア応援室」や「病児保育室」による子

育て支援など、乳幼児から高齢者、障害者やその家族など全ての世代を対象に高齢・障害・児童など

の行政サービスを総合的に提供し、地域住民が安心して健やかに生活できる健康まちづくりを推進し

ます。

◆まちなか診療所の機能

◆総合的な支援体制の整備
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ウ 多世代の交流と人と人が支え合うまちづくり

　地域コミュニティの活性化と人と人が支え合うまちづくりの推進を目的とする「まちなかサロン」

の活用をはじめ、併設する民間施設等との協働事業に取り組み、賑わいや世代間交流・地域間交流の

創出につなげます。

◆官民が連携

 ❹ 生活支援コーディネーターの育成【新規】　

　生活支援サービスの充実及び高齢者の社会参加に向けて、ボランティア等の生活支援・介護予防の担

い手の養成・発掘など地域資源の開発や、地域のニーズと地域支援のマッチングなどを行う「生活支援

コーディネーター」を育成し、地域における生活支援サービスの提供体制を強化します。

NPO
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（2） 地域ふれあい・助け合い・支えあいの推進
　

 ❶ 地域での見守り体制の整備　

　高齢者が安心して在宅生活が送れるよう、それぞれの地域において高齢者の状況を把握するとともに、

地域ケア推進コーディネーターが中心となって連絡調整し、地域住民の自助・互助の意識を高め、地域

住民と共に高齢者の介護予防・自立支援体制を推進します。

ア 要援護高齢者地域支援ネットワーク

　民生委員や町内会等と連携し、支援が必要な高齢者の把握に努め、その人が住む地域における見守

りネットワークを構築し、要援護高齢者の在宅生活を支援します。

　また、住民同士が互助的に関わることで解決する課題も多いことから、互助・共助を啓発するとと

もに見守りネットワークを支援します。

イ ライフライン事業者等による地域見守り活動　
　ライフライン事業者等が訪問先等で異変を察知した場合には、市等へ連絡・通報するという協定を

市とライフライン事業者等が結び、地域の見守り体制を確立し、緊急時に適切な対応ができるよう努

めます。

ウ 「地域生活応援団」設立支援

　日常的な買物が困難な市民を対象に、地域住民やボランティア・ＮＰＯなどが商業者と一体となっ

て買物支援サービスを提供する「地域生活応援団」の設立を支援し、買物の不便さを解消します。

エ 介護予防ボランティアの育成支援

　地域の要援護高齢者等の福祉ニーズを把握し、富山市社会福祉協議会等と連携を図りながら新規及

び既存のボランティアの育成を支援することで、地域のボランティア精神の醸成を図るとともに、ボ

ランティア活動をしやすい仕組みを整えます。

オ 介護予防・福祉情報の提供

　高齢者が地域で生活するために必要な医療や福祉サービスなど地域の福祉情報を提供します。

　また、今後、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者の増加が予測されることから、地域包括ケアシス

テムの必要性を周知し、地域の特性やニーズを把握した上で、地域に必要な介護予防のための情報や

ボランティア情報など、生活に密着した社会資源を分かりやすく提供します。
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（1） 在宅福祉サービスの推進

	❶ 日常生活サービスの充実　

ア 「食」の自立支援事業　
　ひとり暮らし高齢者等の居宅に訪問して、栄養バランスのとれた食事を提供するとともに安否の確

認を行い、自立と生活の質の確保を図ります。

イ 緊急通報装置設置事業

　病弱なひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯に対して緊急通報装置を貸与し、定期的・日常的な

安否確認を行うとともに、急病や災害等の緊急事態に迅速な対応のできる連絡・援助体制を確立しま

す。

ウ 高齢者福祉電話設置事業

　地域社会との交流に乏しいひとり暮らし高齢者や高齢者世帯等を対象に福祉電話を設置し、孤独感

を解消するとともに関係機関や地域住民の協力を得て、安否の確認等を行います。

エ 寝具洗濯乾燥消毒事業

　ひとり暮らし高齢者やねたきり高齢者等が使用している寝具類をクリーニングし、保健衛生の向上

を図ります。

オ おむつ支給事業

　ねたきり高齢者等で、常時おむつを必要とする方に対し、おむつ引換券を交付し、介護者の労苦と

経済的負担の軽減を図ります。

カ 日常生活用具給付事業

　ひとり暮らし高齢者等に対し、自動消火器や電磁調理器等を給付し、日常生活に便宜を図ります。

キ 生きがい対応型デイサービス事業　
　要介護認定において「自立」と認定された高齢者で家に閉じこもりがちな人に対し、利用者のニー

ズや身体状況に応じて、日常生活動作訓練や趣味教室等のきめ細かなサービスを提供し、要介護状態

への移行防止に努めます。

日常生活支援サービスの推進2
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ク 認知症・ねたきり高齢者介護手当支給事業

　認知症やねたきり高齢者等を常時介護する家族に対し介護手当を支給し、介護者の労をねぎらうと

ともに経済的に支援します。

ケ 軽度生活援助事業

　ひとり暮らし高齢者等の在宅での自立した生活を支援するため、ホームヘルプサービスの対象とな

らないような軽易な日常生活上の援助サービスを提供し、要介護状態への進行を防止します。

コ 高齢福祉推進員事業

　ひとり暮らしの高齢者が地域で安心して生活できるよう、地域ぐるみの支援体制により孤独感の解

消と不慮の事故の防止に努めます。

サ 自立支援サービス事業

　要介護認定において「自立」と認定され、介護サービスの対象とならない方のうち、自立した生活

のために何らかの援助が必要な方に対し、ホームヘルプ・デイサービス・通所リハビリテーションと

いった在宅サービスを短期間提供します。

	❷ 質の高いサービスの効果的な提供の促進【新規】　

　介護予防・日常生活支援総合事業は、要支援認定者や基本チェックリストの該当者を対象とする「介

護予防・生活支援サービス事業」と 65 歳以上のすべての高齢者を対象とする「一般介護予防事業」で

構成されています。

　本市では、「介護予防・生活支援サービス事業」のうち、訪問型サービス及び通所型サービスについ

て従前より国の基準に基づき実施してきた介護予防訪問介護及び介護予防通所介護に相当するサービス

を提供しています。

　今後は、これらの取組を推進するとともに、地域の課題や資源を踏まえて事業を評価し、国の基準を

緩和した市独自基準のサービスなど、新たなサービスの検討を進め、総合的に高齢者を支援する体制の

構築を目指します。
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（2） 外出支援サービスの推進
　誰もが豊かさを実感できる社会の実現のためには、高齢者や体の不自由な方々の移動手段を確保し、

日常生活の利便性の維持・向上を図ることが重要です。

　このことから、鉄軌道やバスなどの公共交通機関でのバリアフリー化や、おでかけ定期券の利用促進

策など、各種交通施策の推進に努めるとともに、高齢者の方々が、気軽に外出できるよう支援します。

	❶ 福祉施策としての外出支援の推進　

　要介護状態等により、日常的に車椅子を利用している方や公共交通機関を利用することが困難な方の

通院や社会参加等を支援するため、富山市高齢者移送サービス事業を充実するとともに、福祉有償運送

事業を行うＮＰＯの運営等を支援します。

　また、タクシーを利用した外出支援タクシー券（おでかけタクシー券）事業により、要介護高齢者の

外出や社会参加を支援します。

	❷ 交通施策としての外出支援の充実　

　路線バス等を利用して富山市中心市街地での買い物などを気軽に楽しんでもらえるよう「おでかけ定

期券」による外出支援サービスを提供し、高齢者の生活の質の確保を図ります。

　◆おでかけ定期券事業・ポートラムシルバーパスカ事業［再掲］
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（1） 地域医療体制の整備

	❶ 日常医療の充実　

　超高齢社会の到来を見据え、病気の治療だけでなく、病気や寝たきりの予防など、個人の生活や健康

状態に適した医療サービスを受けられるよう、高齢者の身近な場所で健康状態を把握することができる、

かかりつけ医をもつことを推進します。

	❷ 初期救急医療の適正化　

　富山医療圏の軽症患者を対象とした初期救急医療は、富山市・医師会急患センターと在宅当番医が行っ

ています。しかしながら、本来、主に重症患者の診療を行う二次救急医療機関に、多くの軽症患者が受

診していることから、二次救急医療機関の負担が大きくなっています。

　このことから、市では、今後も救急医療機関の適正な受診についての啓発活動や富山市・医師会急患

センターの運営を通じて、初期救急医療の適正化に努めます。

（2） 在宅医療・介護連携の推進
　

 ❶ 在宅医療と介護の連携強化　

　高齢者が必要な医療・介護を受けて、可能な限り在宅生活を継続することができるよう、医療機関、

ケアマネジャー、介護従事者等の連携を強化するとともに、退院時カンファレンスやサービス担当者会

議等の場を利用して、在宅医療・訪問看護の意義や必要性についての理解を深めます。

　また、医療や介護が必要な状態となっても「自分の家で最期まで暮らしたい」という患者や家族の思

いを受け止め、これまでも地域の在宅医療を支えてきた富山市医師会や富山市歯科医師会などと連携し

ながら在宅医療の推進に取り組みます。

ア 地域の医療・介護の資源の把握　
　地域の医療・介護資源をインターネット上に情報公開し、関係者間での連携をスムーズにするとと

もに、市民も利用しやすいシステムづくりを推進します。

地域医療及び在宅医療・介護連携の推進3
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イ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

　地域の医療・介護関係者等が参画する「富山市在宅医療・介護連携推進協議会」において、在宅医療・

介護連携の現状と課題の抽出、解決策等を協議します。

ウ 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

　すべての地域で同じように在宅医療が受けることができる環境づくりを推進するとともに、富山市

医師会及びその他地域の医療・介護関係者等と連携し、切れ目のない在宅医療・介護サービスの提供

体制の構築を図ります。

　また、24 時間の在宅医療の提供に向け、「まちなか診療所」が在宅医療を行う医師をサポートし、

退院支援や急変時の対応及び看取りにおける負担軽減に努めます。

エ 医療・介護関係者の情報共有の支援

　病院から在宅、在宅から病院の移行時などにおいて、支援が途切れない仕組みとしての情報共有方

法やツールを検討し、在宅医療 ･ 介護関係者の情報を共有するとともに、在宅での急変時や看取りに

対応できる体制の整備を図ります。

オ 在宅医療・介護連携に関する相談支援

　在宅医療と介護サービスの担当者の連携を支援する窓口を設け、医療や介護の専門職からの相談に

対応します。

カ 医療・介護関係者の研修

　地域の医療・介護関係者の連携を促進する研修の開催や、医療と介護関係者にとって必要な知識や

技術・技能の研修を開催し、個々のスキルアップを図ることで地域の支援の質を高めます。

キ 地域住民への普及啓発

　パンフレット、ホームページ、シンポジウムの開催等を活用し、在宅医療・介護サービスや在宅で

の看取りに関する普及啓発を行います。

ク 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

　二次医療圏内の医療機関からの退院事例等に関して、富山県及び厚生センターとともに、在宅医療・

介護等の関係者間で情報共有の方法等について協議し、相互に連携できるシステムづくりを推進し

ます。
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◆在宅医療・介護連携推進事業の８つの事業項目の進め方イメージ

（ア）（イ）（カ）の
継続的な実施の
プロセスと連動

（ウ）切れ目のない在宅医療と
在宅介護の提供体制の構築

（エ）在宅医療・介護関係者の
情報の共有支援

（イ）在宅医療・介護連携の課題
の抽出と対応策の検討

（ア）地域の医療・介護の資源
の把握

（オ）在宅医療・介護関係者に
関する相談支援

（キ）地域住民への普及啓発

（ク）関係市区町村の連携

（カ）医療・介護関係者の研修

PDCAサイクルで
継続的に実施する
ことで成長

富士通総研「地域の実情に応じた在宅医療・介護連携を推進するための多職種研修プログラムによる調査研究事業」
報告書を一部改変（平成27年度老人保健健康増進等事業）

医療関係者

市区町村

介護関係者

在
宅
医
療・介
護
連
携
の
推
進

出典：「在宅医療・介護連携推進事業の手引き ver.2」（厚生労働省）
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　高齢者人口の増加に伴い、認知症高齢者の増加も見込まれ、全国では平成 32 年には 631 万人にな

ると推測されています。本市でも平成 29 年 3 月末の「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ a 以上の

高齢者数は 11,293 人で、今後も増加が見込まれています。

　本市では、認知症になっても尊厳をもって、安心して生活できる地域社会をつくるため、認知症の正

しい知識の普及啓発、認知症ケア体制の整備などの施策を講じます。

（1） 認知症の知識の普及・啓発

 ❶ 市民への啓発活動の推進　

　広く市民への認知症の理解を広げるために、地域での説明会の開催や世界アルツハイマーデーのある

9 月を認知症月間とし、講演会などの啓発活動を行い、認知症を自分の問題、地域の問題として考える

意識を高めます。

 ❷ 啓発のための人材の育成　

　認知症に関する正しい理解の普及を促進し、認知症の人やその家族等を支えるため、認知症に対する

正しい知識と具体的な対応方法を市民に伝える講師役である「認知症キャラバン・メイト」を養成し、

その活動を支援します。

認知症高齢者施策の推進4
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 ❸ 認知症サポーターの養成　

　認知症キャラバン・メイトが地域住民や企業、学校等を対象に行う「認知症サポーター養成講座」の

開催を支援するとともに、認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を地域で温かく見守る

応援者である「認知症サポーター」の養成を促進します。

　小学校や中学校と連携し、「認知症サポーター養成講座」を開催し、思いやりのある人間性豊かな人

格の育成を図ります。

　また、企業と連携して、社員を対象にした「認知症サポーター養成講座」を実施し、働き盛りの壮年

層への普及啓発に努めます。　

　さらに、地域ボランティアとして活動できる「認知症サポーター上級者」の養成を進め、認知症サポー

ターが地域で役割を持てるよう、支援体制を整えます。

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

認知症サポーター数

約 32,000 人
１人の認知症高齢者を

1.8 人の認知症サポーターが支える。

認知症高齢者

認知症サポーター

約 42,000 人
１人の認知症高齢者を

約２人の認知症サポーターが支える。

認知症高齢者

認知症サポーター

認知症サポーター
上級者の数 0 人 32 人
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（2） 認知症ケア体制の整備

 ❶ 早期発見・早期対応システムの充実　

　認知症高齢者を早期に発見し対応していくために、地域へ認知症医療についての情報提供を行うだけ

でなく、富山市医師会と連携し、かかりつけ医による認知症の正しい理解の推進を図るとともに、認知

症の人やその家族と早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を設置し、認知症の早期発見に努め、

認知症専門医につなげる体制を整えます。

　また、医療機関や介護サービス及び地域の支援機関をつなぐ役割を担う「認知症地域支援推進員」を

配置し、地域包括支援センターに配置されている認知症コーディネーターや認知症疾患医療センター、

認知症サポート医との連携を強化し、すでに認知症と診断された方についても身近な地域で継続的に支

援する体制を整えます。

 ❷ 認知症ケアの質の向上　

　認知症ケアについての実践方法を習得するために、ケアマネジャーやサービス提供者等に対し、認知

症ケア理論を用いた実務者研修会を開催します。

　また、介護負担感や要介護度の変化からケアの質を評価・分析し、認知症ケアの質の向上を図ります。

 ❸ 介護者への支援　

　認知症の介護は精神的にも身体的にも負担が多く、介護疲れから高齢者虐待を引き起こす場合も多い

ため、ケアマネジャーやサービス事業者は介護負担感の軽減を図るケアマネジメントを徹底し、早期対

応ができる体制を整えます。

　また、認知症を発症したときから、進行に合わせて「いつ、どこで、どのような医療・介護サービス」

を受ければよいのかを「認知症ケアパス」を積極的に利用し、個別の支援につなげます。

　さらに、身近な相談機関として、地域包括支援センターの相談窓口を充実させ、介護者が孤立しない

よう、家族同士が悩みの分かち合いや仲間づくりのできる認知症家族介護教室の開催や認知症カフェの

設置、地域でボランティアとして活動する「認知症サポーター上級者」の養成を進め、介護者へのサポー

ト体制の充実を図ります。

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

認知症カフェの設置 10 か所 32 か所

認知症家族介護教室の開催 32 回 32 回
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 ❹ 地域での見守り体制の充実　

　認知症の介護は、介護保険サービス等のフォーマルサービス（行政によるサービス）だけでは支えき

れず、地域の理解と支えあいが重要になってきます。

　地域包括支援センターの認知症コーディネーターが中心となり、地域の方や各事業所とともに、認知

症の方を地域で見守るネットワークの構築や、「認知症高齢者見守りネットワーク協力団体」の登録を

推進します。

　また、自治振興会や民生委員児童委員連絡協議会等の地域の団体や公共交通機関等の民間企業、警察、

消防等の関係機関等との連携の推進を図り、市全体で認知症対策に取り組むためのネットワークを強化

します。

 ❺ 認知症徘徊ＳＯＳネットワークの推進　

　認知症高齢者の増加に伴って、徘徊のおそれのある高齢者の増加も予測されることから、認知症高齢

者の徘徊による事故等の未然防止を目的とする「認知症高齢者徘徊ＳＯＳ緊急ダイヤル」への登録や、

徘徊発生時に可能な範囲で捜索に協力していただく地域の商店やコンビニ、企業や各種団体等の「認知

症高齢者徘徊ＳＯＳ緊急ダイヤル協力団体」の登録を推進します。

　また、地域包括支援センターの認知症コーディネーターが中心となり、地域住民と協働して徘徊発生

時の連絡体制の整備や徘徊模擬訓練等を実施し、さらに、ＩＣＴの活用を推進することで、徘徊する高

齢者を早期に発見できる体制を強化し、認知症高齢者が安心して暮らせるまちづくりを推進します。

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

認知症高齢者見守りネットワーク数 238 ネットワーク 322 ネットワーク
（徘徊等の疑いのある高齢者を中心にネットワークを構築）

認知症高齢者見守りネットワーク
協力団体登録数 640 団体 736 団体

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

認知症高齢者徘徊ＳＯＳ緊急ダイヤル
利用登録者 520 人 604 人

認知症高齢者徘徊ＳＯＳ緊急ダイヤル
協力団体数 585 団体 625 団体
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❻ 若年性認知症施策の推進　

　若年性認知症は、働き盛りで発症すると、本人や家族の衝撃や不安は大きく、発症した年齢や性別、

職場環境、家庭環境によってもニーズも違うため、若年性認知症の人の状況について実態を把握し、個々

に応じたサポートが必要です。

　地域包括支援センターが中心となって、一人ひとりの状態や変化に応じ、介護・福祉等の支援施策が

適切に活用できるよう支援します。

　また、若年性認知症相談・支援センターと連携をとりながら、若年性認知症に関する理解の普及啓発

に努め、早期診断の重要性、雇用継続や就労の支援、障害者サービスの活用等、若年性認知症の人とそ

の家族が地域で安心して生活できる環境を整えます。
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（1） 成年後見・権利擁護の推進

 ❶ 日常生活自立支援事業の充実　

　日常生活自立支援事業は、認知症高齢者や知的障害または精神障害を持つ方のうち、判断能力が不十

分な方を対象に、福祉サービスの利用に関する援助等を行うことで、地域において自立した生活が送れ

るように支援することを目的としています。実際には、利用者の意思決定に基づく支援計画に沿って、

生活支援員が日常的金銭管理や福祉サービスの利用手続き等の具体的な支援を行います。

　この制度の活用のため、地域包括支援センター等と社会福祉協議会が連携し、各種の広報媒体を利用

して、さらなる制度の周知や利用促進につなげていきます。

 ❷ 成年後見制度の推進　

　成年後見制度は、認知症や知的障害または精神障害等により判断能力の不十分な方に対し、後見人等

が本人に代わって財産管理や介護・福祉サービスの利用契約を行うことで、本人の権利と財産を守る制

度です。

　平成 12 年（2000）の制度施行以来、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者の増加も影響して申立件

数は増加しています。しかし、成年後見制度の利用を必要としている高齢者や障害者の方が大勢いる中

で、実際の利用につながっている人は極めて少ないと推測されます。

　その原因として、申立手続きの煩雑さや費用負担の大きさなどから本人や家族が利用に踏み切れない、

申立てのできる身寄りがいない、申立てをしても後見人等への報酬を支払う資力がないため、断念する

といった状況が考えられます。そこで、申立費用や報酬費用の助成のほか、地域包括支援センターをは

じめ関係機関と連携を図りながら、相談や申立支援を総合的に進める体制を充実させます。

　また、成年後見制度の普及啓発を図るため、パンフレットの作成や出前講座などの広報活動を積極的

に実施し、制度の活用を促進します。

 ❸ 市民後見推進事業の充実　

　認知症やひとり暮らし高齢者の増加に伴い、本人の親族が成年後見人に就任する割合が低下しており、

今後は親族以外の第三者が成年後見人に選任される割合がより増加すると見込まれています。

　このことから、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職後見人だけではなく、法律や福祉の知識

を備えた市民後見人の養成を行います。また、それに合わせて市民後見人の活動をサポートする体制づ

くりにも取り組みます。そして将来的な後見人の担い手不足を解消し、地域に密着した支援体制の構築

に努めます。

高齢者等の権利擁護の推進5
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（2） 高齢者虐待防止の推進
　高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を維持していくため、高齢者虐待防止法に基づき、虐待防止

及び高齢者虐待の相談・支援を行います。

❶ 高齢者虐待の未然防止　

　高齢者虐待を未然に防止する第一歩は、市民が高齢者虐待に関して正しく理解することです。

　地域包括支援センターが中心となり市民一人ひとりに家庭内での権利意識や、認知症に対する正しい

理解、介護知識等の普及啓発を進めていきます。

　さらに、高齢者虐待の発生要因を低減させるため地域包括支援センターを中心に関係機関・団体と連

携しながら、地域から孤立している高齢者がいる世帯や適切な介護保険サービスを利用していない高齢

者がいる世帯等の把握、支援を行い、虐待を発生させない地域づくりを目指します。

 ❷ 高齢者虐待の早期発見・早期対応システムの充実　

　高齢者虐待への対応は、問題が深刻化する前に発見し、支援することが大切です。

　高齢者虐待に関する相談・通報は、一次相談として市の相談窓口や地域包括支援センターで受け付け

ます。市民へ高齢者虐待の相談・通報窓口や通報（努力）義務の周知を行うとともに、高齢者虐待を発

見しやすい民生委員等の地区組織や保健・医療・福祉関係機関との連携体制の構築、通報の徹底を図り、

虐待の重度化を防ぎ、早期発見、早期対応できる仕組みを整えます。

 ❸ 相談援助者・サービス事業者等の資質の向上（相談体制の充実）　

　高齢者虐待は複雑な要因が絡み合っていることが多く、その対応には高度な相談援助技術が求められ

ます。そのため、高齢者虐待の相談援助者に対して社会福祉援助技術を中心とした事例へのアプローチ

や支援に関する知識を深めるための研修を行い、相談援助者の専門性や資質の向上に努めます。

　さらに、困難な事例は精神科医師や弁護士等の専門家チームで構成された高齢者虐待防止ネットワー

クチーム委員による二次相談を開催し、専門家から助言を受け問題解決を図るとともに、相談援助者の

精神的支援を行います。

 ❹ 虐待を受けた高齢者への支援　

　虐待を受けている高齢者は、無視や暴力を受けたりすることで、高齢者が本来持っている生きる力と

自信を失い無気力状態となっています。その心理状態を理解し、失っている自信等を引き出す関わりを

行い、本人の自己決定を支援します。

　認知症で高齢者自身の意向が確認できない、高齢者自身が支援を拒否しているといった場合でも、客

観的に生命や身体、財産等が危機的状況だと判断した際は、市が必要性に応じ、適切な介護保険サービ

スの提供、成年後見制度の利用等の支援を行います。
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 ❺ 高齢者を養護する者への支援　

　高齢者虐待防止法では、高齢者を虐待した養護者に対しても負担軽減のための相談、指導及び助言そ

の他必要な措置を講じることが規定されています。

　養護者が障害や疾患、介護負担や生活上の課題を抱えていて、それが虐待の要因となっているにも関

わらず必要な支援に結びついていない場合には、虐待を解消するために関係機関と連携を図りながら養

護者支援に取り組みます。虐待には直接関係しない課題を抱えている場合であっても、適切な機関につ

なぎ支援が開始されるよう働きかけを行います。

 ❻ 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止　

　高齢者虐待防止法では、高齢者の福祉・介護サービス業務に従事する養介護施設従事者等による高齢

者虐待の防止についても規定されています。

　養介護施設従事者等による高齢者虐待を「不適切なケア」の段階で発見し、虐待の芽を摘み取ってい

くような取組が必要です。養介護施設従事者等を対象に、高齢者虐待防止法や高齢者の権利擁護につい

ての理解・知識や適切なケアの知識・技術を深める研修会を開催し、資質向上を図ります。
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Ⅳ	コンパクトで潤いと安らぎのある魅力的なまちづくり

 《基本方針》
　高齢化の進行や人口構成の変化に伴い、地域ごとに介護需要も異なってくることから、医療及び介護の

提供体制の整備を「まちづくり」の一環として位置づけ、高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続ける

ことができるよう、住宅や居住に係る施策との連携を図ります。

１．「コンパクトなまちづくりと賑わいと交流の都市空間の整備」	
　超高齢社会の進行を見据え、生活者の視点を第一に、必ずしも自動車に頼らなくても、徒歩や自転車、

公共交通を利用することで、買い物や医療・介護等の福祉サービスが享受できる、すべての人にやさし

く、コンパクトなまちづくりの推進に努めます。

　また、住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、生活支援型施設の整備など、地域に必要な都

市機能の集約化を進め、公共交通等のネットワークを一層強化することで、良好な住環境の整備に努

めます。

２．「バリアフリーの推進と潤いのある生活空間の整備」………
　あらゆる人々が安心して暮らせるよう、住宅改修への支援や、市営住宅や歩道などの公共施設等のバ

リアフリー化の推進などに努めます。

　また、ゆとりとやすらぎを持って暮らすことができるよう、快適な歩行空間の整備、緑化の推進や公

園の整備、高齢者のふれあいの場の確保など、潤いのある生活空間の整備に努めます。

３．「安心できる住まいの確保」	…………………………………
　高齢者が、それぞれの生活や心身の状況に応じた住まいを選択でき、安心して暮らし続けることがで

きる生活環境を確保するため、地域の実情に合った高齢者の住まいの在り方について、福祉施策と住宅

施策の双方の観点から検討していきます。

４．「総合的な安全対策の強化」…………………………………
　高齢化の進行やひとり暮らし高齢者の増加等の影響から、地域コミュニティ機能の低下が懸念される

中、高齢者が安心して安全に暮らせるまちづくりを進めるため、交通安全や雪対策、防災・防犯・消費

生活対策など、地域住民の皆さんとの協働のもと総合的な安全対策の推進に努めます。
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 《施策の体系》
「コンパクトで潤いと安らぎのある魅力的なまちづくり」の体系

　（取組）

①まちなか居住の推進
②賑わいのあるまちづくり［再掲］

①基幹交通の利便性向上
②生活交通の確保

①道路の整備
②出会いと交流の空間づくり

①緑化の推進
②公園緑地などの整備

①ねたきり防止等住宅整備の充実

①市営住宅の整備
②高齢者世話付住宅（シルバーハウジン
グ）による生活支援の充実

③高齢者向け賃貸住宅の供給促進

①交通安全教育と意識啓発活動の充実
②交通安全を確保するための環境整備

①歩道除雪の推進
②地域ぐるみ除雪活動の推進

①避難行動要支援者支援の推進
②自主防災組織の育成等
③火災予防の推進
④応急手当普及啓発の推進
⑤悪質商法などの消費者トラブルの防止
⑥木造住宅の耐震化の推進

　（施策）
（１）「お団子と串」の
　　都市構造の構築

（2）中心市街地の活性化

（3）公共交通機関の利便性
　　向上

（1）バリアフリーのまちづ
　　くりの推進

（2）安心して通行できる　
　　快適な歩行空間の確保

（3）緑化の推進と公園の　
　　整備

（1）多様な住まいへの支援

（2）住宅改造資金支援　　
　　体制の充実

（3）生活支援型施設の
　　整備

（1）交通安全対策の推進

（2）地域の連携で支える　
　　雪対策等の推進

（3）防災・防犯・消費生活　
　　対策の推進

　（基本施策）
１．コンパクトなまちづ
　くりと賑わいと交流
　の都市空間の整備

２．バリアフリーの推進
　と潤いのある生活　
　空間の整備

３．安心できる住まいの
　確保

４．総合的な安全対策の
　強化
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 《基本施策》

（1） 「お団子と串」の都市構造の構築
　本市が目指すコンパクトなまちづくりは、生活者の視点を第一に、自動車に依存しなくても日常の生

活サービスを利用できる生活環境の形成を目指すものです。

　このことから、「富山市都市マスタープラン」において、「『鉄軌道をはじめとする公共交通を活性化

させ、その沿線に居住、商業、業務、文化等の都市の諸機能を集積させることにより、公共交通を軸と

した拠点集中型のコンパクトなまちづくり』の実現」を本市のまちづくりの理念として定め、徒歩圏を

「お団子」に、公共交通を「串」に見たてた都市構造の構築に努めています。

　超高齢社会の進行や団塊世代の高齢化に伴い、自動車を自由に使えない人であっても、医療や介護等

の福祉サービスが享受できるような生活環境の整備が必要であり、地域の核となる「お団子」への医療・

介護等の施設を誘導するとともに既存の福祉施設を充実させることなどにより、健康に不安があったり、

介護が必要な状態になっても訪問診療や介護保険サービス等を利用しながら、住み慣れた地域で暮らす

ことができるよう、生活環境の整備に努めていきます。

　また、「串」である公共交通を活性化することにより、車を利用しなくても日常生活に必要な機能を

利用できる、日常の移動手段として使いやすいサービス水準を確保する施策を推進することで、自動車

を自由に使えない人、特に高齢者にとって生活しやすい環境づくりに努めます。

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

総人口に占める「公共交通が便利な
地域に居住する人口」の割合　　　 37.1％ 39.2％

コンパクトなまちづくりと賑わいと交流の都市空間の整備1

◆ 総人口に占める「公共交通が便利な地域に居住する人口」の割合
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（2） 中心市街地の活性化
　中心市街地は、人、もの、情報などが交流し、集積する拠点であることから、本市の顔としての役割

を果たしている同地域を、高齢者をはじめ、いろいろな人が住み、集い、賑わいのある街となるよう、

必要な施設整備を行うとともに、活性化に向けた市民やＮＰＯ、商業者などの活動の支援に努めます。

 ❶ まちなか居住の推進　

　まちなかの賑わいや活動の基となる定住人口を増やすため、まちなかでの戸建て住宅やマンションの

取得費のほか、2 世帯居住のための住宅リフォーム工事費や賃貸住宅入居に伴う家賃を支援するととも

に、事業者が行う共同住宅建設や宅地整備を支援し、まちなかでの住宅建設の促進と生活利便性の向上

を図ることで、多様な世帯の居住を推進します。

 ❷ 賑わいのあるまちづくり［再掲］　

　公共交通のサービスの向上に取り組むとともに、中心商店街において賑わい施設の運営や生活利便施

設の充実を図り、利便性の高い、賑わいのあるまちづくりに努めます。また、高齢者が気軽にまちなか

に出掛けて、買い物や散歩を楽しめる仕組みづくりに努めます。

◆ おでかけ定期券事業・ポートラムシルバーパスカ事業
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（3） 公共交通機関の利便性向上
　公共交通機関は、移動に制約のある高齢者や障害者の「移動手段の確保」という観点から、大きな役

割を担っています。

　今後、車の運転に不安を感じる高齢者等が増加することも想定されることから、安全で、身体的に負

担の少ない方法で移動できる公共交通機関の充実を図るとともに、関連事業者への支援や、駅舎・バス

ターミナル等の旅客施設のバリアフリー化、歩行環境の改善・整備、転落事故防止などの周囲の人への

啓発を図ります。

 ❶ 基幹交通の利便性向上　

　鉄軌道及び幹線バス路線において、運行本数の増加や交通結節点の整備など、公共交通の活性化を推進

するとともに、軌道停留所・バスターミナル等の旅客施設及びノンステップバスの導入支援など車両のバ

リアフリー化を進め、利用者の利便性・快適性の向上を図ります。

 ❷ 生活交通の確保　

　郊外や中山間地域でのシビルミニマムとしての交通サービス水準等を考慮し、コミュニティバスの効率

的な運行や地域自主運行バスの運行支援・導入推進など、行政と地域が協働で地域特性に応じた生活交通

の確保に取り組みます。

◆公共交通利用者数

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

公共交通 1 日平均利用者数の
富山市人口当たりの割合 15.1% 15.4%
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（1） バリアフリーのまちづくりの推進
　「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー法）や「富山県民福祉条例」

に基づき、民間の建築に対する指導・助言を行うことにより、公共施設のバリアフリー化を進めるとと

もに、整備にあたっては、交通機関、道路、歩道、建築物など、「施設間等の移動の連続性」の確保に

努めます。

●高齢者や障害者を含めたあらゆる人々に配慮した建築物、道路、公園、公共交通機関等の整備につい

て、市民のまちづくりへの参画意識を高めながら、市民、事業者、行政は協力してバリアフリー化に

努め、その整備促進を図ります。

●加齢などに伴う身体機能の低下や身体障害の発生に対応できるよう、個人の住宅等のバリアフリー化

に対する貸付や助成等の各種支援制度の周知に努めます。

●施設やものを作るとき、「高齢者を含めたすべての人が利用しやすいよう、はじめから意識して整備

する」という生活環境のユニバーサルデザインの啓発に努めます。

（2） 安心して通行できる快適な歩行空間の確保
　高齢者を含め、多くの人が安心して快適な社会生活を送ることができるよう機能・効率面に加え、賑

わいに満ちた空間としての道路、風景と一体となった美しい道など豊かさと潤いのある道づくり、歩道

づくりなどを進めます。

	❶ 道路の整備　

　道路は市民の生活に密着したものであり、全ての人が安心して通行できる快適な歩行者空間を確保す

るため、「車と歩行者等が共存し、安全に移動できる道路」の整備に努め、主要道路における歩道の段差・

傾斜の解消や日常的な都市交通手段としての自転車が快適で安全に走行できる道路整備を進めます。

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

延　　　長 1.46km 1.95km

バリアフリーの推進と潤いのある生活空間の整備2

◆歩行者空間の補修工事

◆歩行空間の整備工事

平成 29 年度見込み
※平成 27 年度から 3 か年

平成 32 年度目標
※平成 30 年度から 3 か年

延　　　長 0.40km 0.56km
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	❷ 出会いと交流の空間づくり　

　まちなかでの滞留時間を増やし、賑わいを創出するため、公開空地と一体となった歩道、歩行者が小

休憩できる緑や花のあるスペース、自転車駐車場、さまざまな施設への誘導サインなどを整備するとと

もに、ハンギングバスケットの設置により潤いと彩りのある歩行空間を創造し、まちの魅力を高めてい

きます。また、老朽化した側溝などの再整備を図り、まちを訪れる人が快適に歩くことのできる歩行空

間や自転車の走行空間の形成に努めます。

（3） 緑化の推進と公園の整備
　高齢者が緑や水に親しめるよう、市街地における緑あふれる景観の確保や公園緑地の整備など、市民

の緑化意識の高揚を図りながらまちの中に花や緑を増やし、維持するための施策を展開します。

	❶ 緑化の推進　

　身近な環境の中に、人の心をなごませる花と緑を増やすため、市民・事業者・行政が一体となった持

続性のある取組を進めます。

　このため、市民自らが緑豊かなまちづくりを考え、実行する市民主体の緑化活動を推進するとともに、

リーダーとなる人材の育成や、花のあるまちづくり推進を支援します。

	❷ 公園緑地などの整備　

　都市公園や緑地は、都市部の緑豊かな景観を構成し、市民が自然や緑に親しみ、安らぎを感じられる

空間として、スポーツ・レクリエーションや交流活動を行う場として、さらに、災害時の避難場所とし

て重要な役割を担っています。

　今後も、地域に密着した身近な近隣公園をはじめとして、地区公園や総合公園、運動公園など、利用

者である市民の多様なニーズに配慮しながら、都市公園や緑地のバリアフリー化など、福祉社会に対応

した公園緑地の整備に努めます。

◆無電柱化に伴う歩道整備

平成 29 年度見込み
※平成 27 年度から 3 か年

平成 32 年度目標
※平成 30 年度から 3 か年

延　　　長 245m 670m
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（1） 多様な住まいへの支援
　高齢者の居住のあり方は、年齢、身体状況、家族の状況等に応じて変化するものです。また、高齢者

の住まいに対する意識は、社会情勢の変化や家族構成の変化に伴って変化しており、同居や隣居を志向

する人の割合が減少してきています。さらに高齢者人口の増加もあいまって、今後は高齢者の一人暮ら

し、あるいは高齢者のみの世帯がますます増加することが予想されます。

　このため、地域包括ケアシステムの構築には、高齢者自身が生きがいをもち、自立した生活を送る上

で、最も望ましい居住形態を主体的に選択できる環境を整えることが必要です。

　このような住まいに対する多様なニーズに対応するため、また、高齢者が安心して安全に暮らし続け

ることのできる住まいとするため、軽費老人ホームや有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等

に対し適切な指導・支援を行い、需要に合わせた供給促進を図ります。

（2） 住宅改造資金支援体制の充実
　高齢者の自立を促すために住宅内の段差解消や手すりの設置、便所の洋式化、居室の車椅子対応化等、

既存住宅の改善を支援します。

	❶ ねたきり防止等住宅整備の充実　

　介護保険制度における「居宅介護住宅改修（介護予防住宅改修）」との連携と整合性を図りながら、

身体機能が低下してもできる限り自宅で生活し、ねたきりにならないよう高齢者向けの住宅整備を支援

します。

（3） 生活支援型施設の整備
　高齢者等が保健福祉サービスを利用しながら地域社会の中で生活できるよう、生活支援型施設の整備

を図るとともに、公営住宅などの整備にあたっては、高齢者等の安全面に十分配慮し、バリアフリー化

を図り、良質な住環境の確保に努めるとともに、民間による優良な賃貸住宅の供給促進を図ります。

	❶ 市営住宅の整備　

　快適な生活環境を提供するため、市営住宅の構造や設備、機能などの更新を行うとともに、超高齢社

会の進行に対応するため、段差解消等のバリアフリー性能の向上や遮音・断熱・耐久性能の向上を図る

など、住環境の向上のための改善・整備を進めていきます。

　さらに、福祉施策とも十分に連携しながら、既存住宅のバリアフリー化など、高齢者向けの住戸改善

に努めていきます。

安心できる住まいの確保3
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	❷ 高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）による生活支援の充実　

　高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）は、高齢者の生活特性に配慮して手摺や緊急通報システム

等を設置したバリアフリー住宅で、生活援助員の常駐や福祉施設等との連携により、日常の生活指導や

安否確認、緊急時の対応といった各種サービスが提供される高齢者向けの市営住宅です。

　また、居住者と地域住民との交流が図られるよう団らん室等も整備されていることから、これらの資

源を活用し、入居者が安全かつ快適な生活を送れるよう支援していきます。

	❸ 高齢者向け賃貸住宅の供給促進　

　高齢者が安心して暮らすことができる居住環境を整備するため、歩いて暮らせる利便性の高い地域で

民間事業者が建設する高齢者向けの優良な賃貸住宅に対し、地域優良賃貸住宅供給促進制度による支援

を行い、福祉サービスと連携した賃貸住宅の供給を促進します。

◆高齢者向け改善住戸の整備

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

改善住戸数 累計：95 戸 累計：107 戸

◆地域優良賃貸住宅の供給戸数

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

供給戸数 179 戸 239 戸
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（1） 交通安全対策の推進
　交通安全意識の向上を推進し、交通事故防止に向けた取組を展開していく必要があります。また、道

路・歩道・安全施設など道路交通環境の整備を進めることも必要です。

	❶ 交通安全教育と意識啓発活動の充実　

　富山県が依頼した交通安全アドバイザーが高齢者宅を訪問し、反射材の普及や交通安全指導を行うこ

とで高齢者の交通安全意識を高め、事故防止を図ります。

　さらに、高齢ドライバーの交通事故防止を図るため、高齢者交通安全教室を開催するとともに、運転

免許自主返納者に対する交通手段の支援を行います。

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

申請者数 1,207 人 2,165 人

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

事故件数 476 件 437 件

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

開催回数 80 回 80 回

総合的な安全対策の強化4

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

アドバイザー数 244 人 250 人

◆交通安全アドバイザー活動事業

◆高齢者交通安全対策事業

◆高齢者運転免許自主返納者への支援

◆高齢者事故件数
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	❷ 交通安全を確保するための環境整備　

　自転車の利用促進や安全で快適に自転車が利用できるよう、路面表示による走行位置の明確化などの

自転車走行空間整備や、放置自転車を防止するための駐輪環境整備を行うほか、ルール遵守、マナー向

上に向けた意識啓発に努めます。

（2） 地域の連携で支える雪対策等の推進

	❶ 歩道除雪の推進　

　高齢者の生活行動範囲の広がりやひとり暮らし高齢者の増加に伴い、人通りの多い駅周辺や公共施設

に通じる歩道などの除雪要望に対応するため、今後さらに、市民の皆さんの理解と協力を得て歩道除雪

の推進に努めます。

	❷ 地域ぐるみ除雪活動の推進　

　冬期間の積雪により市民生活に支障が生じないよう、除排雪など雪対策の推進が必要であり、特に高

齢者世帯などの屋根雪下ろしは、地域の協力が必要不可欠となっています。

　このことから、屋根雪下ろし等支援協力者の登録や情報提供に努め、各地域の実情に応じた除排雪体

制を検討していくとともに、豪雪地帯における高齢者世帯への支援を行います。

　また、日常生活に利用する道路や歩道の除排雪についても、小型除排雪機の貸し出しや購入助成など

を通じて、地域ぐるみの除雪活動を推進します。

（3） 防災・防犯・消費生活対策の推進
　高齢者は、災害による被害者となるケースが多いことから、避難行動要支援者への支援など、災害時

の迅速な避難等の体制整備に努めます。

　また、高齢者を狙った特殊詐欺や悪質商法などの被害に遭わないための啓発や、多様化・複雑化する

消費生活相談や啓発における更なる情報提供の充実を図ります。

	❶ 避難行動要支援者支援の推進　

　近年の地震や集中豪雨などの自然災害によって、自力で避難することが困難で避難に支援を必要とす

る高齢者や障害者などのいわゆる避難行動要支援者の被害が多くみられます。

　このため、避難行動要支援者が地域の中で支援を受けることができる環境を平素から整備し、いざ災

害が発生すれば地域の支援者などから、災害時の情報提供や避難の手助けを受けて、安全に避難する仕

組みづくりを推進します。
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	❷ 自主防災組織の育成等　

　地域を主体とした活動を推進するため、一人ひとりが災害に対する備えや災害時の初期対応を迅速に

進めることのできる地域ぐるみの防災対策を確立することが重要です。

　このため、防災意識の向上を図るとともに、お互い顔の見える防災組織（自主防災組織）の結成を促

し、その育成に努めます。

※組織率は全世帯に占める自主防災組織加入世帯の割合

	❸ 火災予防の推進　

　高齢者にとって安全で安心な環境づくりのため、火災予防に関する出前講座の開催やひとり暮らし高

齢者家庭の防火訪問を実施します。

　また、住宅火災での逃げ遅れによる死者の低減を図るため、火災の早期発見に有効な住宅用火災警報

器等の設置及び維持管理と、燃えにくい繊維で作られた防炎物品（カーテン等）や防炎製品（寝具・衣

類等）の使用の促進に努めます。

● 自主防災組織の組織率

● 出前講座の実施

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

組織率 61.3％ 67.8％

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

実施回数 200 回／年 200 回／年

● ひとり暮らし高齢者家庭の防火訪問の実施

● 住宅用火災警報器の設置率

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

実施件数 2,500 件／年 2,500 件／年

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

設置率 90.0％ 90.0％
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	❹ 応急手当普及啓発の推進　

　救急で搬送される高齢者の割合が年々高くなっており、その場に居合わせた方が応急手当をする必要

性が高くなってきています。このため、いざというときに適切な応急手当が行えるよう、人工呼吸や心

臓マッサージ、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の取扱いを習得する救命講習会の開催を推進するととも

に、救急事故防止も含めた普及啓発に努めます。

	❺ 悪徳商法などの消費者トラブルの防止　

　高齢者は、老後の生活資金の蓄えが多い傾向にある一方で、年齢とともに判断力が衰え、情報に疎く

なるなど、悪質業者に狙われやすい状況があります。

　本市では、消費生活センターの消費生活相談員の資質の向上を図り、多様化・複雑化する消費者トラ

ブルの解決に努めるとともに、消費生活センターの土日・祝日の開所など、相談体制の強化を図ります。

また、高齢者に対して、「通話録音装置」を無償貸与することにより、振り込め詐欺などの特殊詐欺の

未然防止に努めます。

　さらに、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯も増えており、悪質商法に関わる消費者トラブルが多いこ

とから、高齢者の被害防止と被害の早期発見につなげるために出前講座等を通して啓発活動を積極的に

推進します。

	❻ 木造住宅の耐震化の推進　

　近年、我が国では、平成 23 年 3 月の東日本大震災や平成 28 年 4 月の熊本地震など、地震災害が

頻発し、甚大な被害に見舞われており、中でも、現在の耐震基準に合わない建築物に多くの被害が見ら

れており、「建築物の安全性の確保」が求められています。

　このことから、木造住宅耐震改修支援事業を行いながら、耐震基準を満たすことの重要性や耐震改修

の普及啓発、災害に備えた体制づくりの促進に努めます。

● 救命講習会の受講者数

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

受講者数 18,000 人／年 18,000 人／年

● 消費生活講座の実施

平成 29 年度見込み 平成 32 年度目標

実施回数 105 人 122 人



第
３
章

97

施
策
の
取
組
に
つ
い
て



98

Ｖ　介護保険事業における保険者機能の強化

 《基本施策》

１．「安心の介護を提供するために」	………………………………
　団塊の世代が全て 75 歳以上となる平成 37 年度（2025）を見据え、介護の必要な方が安心して必

要な介護サービスを受けられるよう、地域包括ケアシステムの推進に努めるとともに、保険者として介

護保険制度の健全で適正な運営に取り組みます。そのため、介護給付の適正化、介護人材の確保、事業

者・介護者への支援及び介護保険制度の啓発等に努めます。

２．「介護サービスの基盤整備」	……………………………………
　介護が必要な高齢者が住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるよう、地域包括ケアシステムの一翼

を担う地域密着型サービスを中心に介護サービスの基盤整備を推進します。整備にあたっては、日常生

活圏域の特性を踏まえつつ、地域バランスを考慮し、特に医療依存度の高い中重度者や今後増加が予想

される認知症高齢者に対応可能な介護サービスを中心に計画的に進めます。

３．「介護保険事業のサービス利用量の見込み」	…………………
　第 7 期（平成 30 ～ 32 年度）及び平成 37 年度における要介護者に対する介護サービス量の見込

み及び要支援者に対する介護予防サービス量の見込みについて、第 6 期計画の実績を踏まえ、サービ

ス種類別に集計分析し、必要な量を推計しています。

４．「介護保険の事業費等の見込み」	………………………………
　第６期（平成 27 ～ 29 年度）における介護保険会計の財政状況を検証するとともに、第 7 期にお

けるサービス見込み量の推計などから、必要な事業費を見込みます。また、健全な保険財政運営の確保

のため、第 7 期における第 1 号被保険者の保険料の設定及び平成 37 年度の保険料の推計を行います。
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 《施策の体系》

「介護保険事業における保険者機能の強化」の体系
　（取組）　（施策）　（基本施策）
①保険財政の健全運営
②適正な要介護認定
③介護保険料の適正納付の推進
④低所得者に対する負担軽減
⑤介護給付費適正化事業の推進
①ケアマネジメントスキルの向上
②福祉・介護人材の育成
①事業者への指導等
②福祉用具・住宅改修事業者への
助言・指導
③施設介護の質の向上
④介護と医療の関係者の連携効率
化
⑤介護保険と障害者福祉の両方の
サービスの提供

①制度の趣旨普及
②苦情・相談体制の充実

①24時間対応可能な在宅サービス
基盤の整備
②在宅において医療と介護の両方
を提供する基盤の整備
③在宅の中重度者を支える基盤の
整備
④認知症高齢者へのサービス基盤
の整備
⑤施設・住まいの供給
⑥施設生活の向上に向けた基盤の
整備
①要介護認定者推計
②介護保険事業のサービス利用量
の実績と見込み
③地域支援事業の見込み
④介護給付適正化に向けた取組
⑤療養病床の機能分化・連携に伴う
対応

①第7期及び平成37年度の介護給
付費等の推計
②介護保険料の設定

（１）介護保険制度の円滑
　　な実施

（２）人材の確保及び資質
　  の向上

（３）事業者への指導・支援

（４）介護者への支援
（5）制度啓発と相談体制
　　の充実

（１）居宅サービスの充実
（2）基盤整備の目標値　
　 （第7期（平成30～32
　　年度））の設定

（１）第7期及び平成37年
度におけるサービス
の利用量の見込み

（1）第6期の介護保険事
業運営期間における
財政状況

（2）第7期及び平成37年
　　度における介護給付
　　費等の見込み

１．安心の介護を提供
　するために

２．介護サービスの基盤
　整備

3．介護保険事業のサー
　ビス利用量の見込み

4．介護保険の事業費等
　の見込み
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（1） 介護保険制度の円滑な実施

	❶ 保険財政の健全運営　

　高齢化の進展に伴い介護給付費の増加が予想される中、介護が必要な方が必要なサービスを受けられ

るよう、計画的に地域密着型サービス等の基盤を整備するとともに、健全な保険財政運営を確保するよ

う介護保険料を設定します。

	❷ 適正な要介護認定　

　要介護認定を適正・公平に行うため、研修開催など認定調査員・介護認定審査会委員の資質向上に取

り組みます。また、介護が必要な方が早期に適切な介護が受けられるよう、認定申請から認定まで要す

る期間の短縮に努めます。

	❸ 介護保険料の適正納付の推進　

　保険料収納率向上のため、普通徴収対象者の口座振替の促進を図るとともに、専任の収納推進員を配

置し、公平な収納に努めます。

	❹ 低所得者に対する負担軽減　

　低所得者の保険料負担の軽減を図るため、引き続き、公費による保険料軽減を行うとともに低所得者

等に対する市独自の保険料減免を行います。

　さらに、短期入所を含む介護保険施設入所に要する居住費及び食費への補足給付及び社会福祉法人に

よる利用者自己負担額の減額への支援を引き続き実施します。

	❺ 介護給付費適正化事業の推進　

　適切な介護給付がされるよう、居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の指導に努めるとともに、利

用者や家族に対し利用実績などを確認できるようお知らせを送付します。また、住宅改修や福祉用具貸

与等の不適切な給付防止に努めるとともに、富山県国民健康保険団体連合会から提供される支払情報等

の帳票を活用し保険請求へのチェックを行います。

安心の介護を提供するために1
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（2） 人材の確保及び資質の向上

	❶ ケアマネジメントスキルの向上　

　利用者の自立支援、ＱＯＬ（生活の質）の向上を目指したケアプランを作成できるよう、ケアマネジャー

を対象とした研修を行い、サービスの質の向上及び給付適正化を図っていきます。また、適切なケアの

提供のため、保健・医療・福祉の関係者や事業者等のサービス提供者間のネットワークづくりなどを支

援していきます。

	❷ 福祉・介護人材の育成　

　今後も介護ニーズの増大が見込まれる一方、介護職を目指す学生の減少や離職者の増加など、福祉・

介護人材の確保や定着が喫緊の課題となっており、求職者と求人のマッチング、職場環境の改善及び人

材の処遇改善など事業者支援に努めるとともに、県・市・関係機関が連携し、限られた人材を確保する

方策を検討します。

（3） 事業者への指導・支援

	❶ 事業者への指導等　

　制度及び基準等に基づく適正なサービス提供と報酬請求が行われるよう、講習会等による集団指導及

び事業所における実地指導並びに監査等により、指導監督を行います。また、事業所運営の透明性を高

めるため、事業者のサービスの内容や運営状況に関する情報公開（地域密着型サービスの外部評価を含

む）を働きかけます。

	❷ 福祉用具・住宅改修事業者への助言・指導　

　福祉用具・住宅改修の事業者に対し、個別の利用者に応じた適切な方法と適正価格でサービスが提供

されるよう助言・指導を行います。

	❸ 施設介護の質の向上　

　施設入所者の重度化防止に向け事業者を支援し、施設ケアの質的向上を図ります。

	❹ 介護と医療の関係者の連携効率化　

　地域医療連携ネットワークを介護事業所に拡大した「たてやまネット」について医師とケアマネジャー

の効率的な情報交換が図られるよう、富山市医師会による利用促進の取組を支援します。
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	❺ 介護保険と障害者福祉の両方のサービスの提供　

　介護保険サービス事業者の指定を受け、障害福祉サービスの基準該当事業者としてサービスを提供す

る「富山型デイサービス」が発展し、国において「共生型サービス」が創設されたことを踏まえ、今後、

障害福祉サービス事業者の指定を受けた事業者が介護保険サービスの提供を行い、障害者が 65 歳を過

ぎても同じ施設等でサービスを受けることができるよう推進します。

（4） 介護者への支援
　在宅での介護は、介護者の心身への負担が大きいことから、介護者が抱える悩みや不安を解消し、日々

の介護から解放されリフレッシュできる場となる介護者の交流会を開催します。また、負担の掛からな

い介助方法等の技術支援を行うなど、介護者の負担軽減と孤立化防止に努めます。

（5） 制度啓発と相談体制の充実

	❶ 制度の趣旨普及　

　市広報、ホームページ、パンフレット及び出前講座等により、各種情報の提供に努め、介護保険制度

の周知・普及を図ります。

	❷ 苦情・相談体制の充実　

　要介護認定や保険料、サービス等の介護保険に関する相談窓口として、利用者からの相談・苦情に丁

寧かつ的確な対応に努めます。

　また、特別養護老人ホーム等施設サービス利用者の疑問や不満を解決するとともに、施設職員と意見

交換し、サービスの質的向上を図るため、各施設へ介護相談員の派遣を行います。
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　多くの高齢者が介護が必要になっても住み慣れた自宅や地域で暮らし続けることを望んでおり、「施

設サービスから在宅サービス」への転換を推進します。

（1） 居宅サービスの充実

　介護が必要な高齢者が自立した日常生活を営めるよう居宅サービスを充実します。

　また、個々の状況に応じた機能訓練の提供等により自立度の維持・改善が図られるよう、事業者の個

別機能訓練加算等の取得を促進します。

（2） 基盤整備の目標値（第７期 ( 平成 30 ～ 32 年度 )）の設定

　平成 37 年度（2025）を見据え、地域包括ケアシステムの構築を目指し、地域密着型サービスの整

備を推進します。整備にあたっては、18 の日常生活圏域の特性を踏まえつつ、地域バランスを考慮し、

計画的に事業者公募による整備を行います。

	❶ 24 時間対応可能な在宅サービス基盤の整備　

　要介護の方が一人暮らしになっても、住み慣れた自宅や地域で尊厳のある生活を継続できるよう支援

するため、24 時間対応可能な地域密着型サービスの充実を図ります。

※１：今後、医療と介護の両方が必要な高齢者の増加が予想され、市内全域を網羅できるよう 4 か所整備し

　　　ます。

※２：定期巡回・随時対応型訪問介護看護に同様のサービスが含まれるため、整備しないこととします。

介護サービスの基盤整備2

区　　　分 第６期選定分まで (A) 第７期整備数（Ｂ）
平成 30 ～ 32 年度 平成 32 年度末（A+B)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
（１日複数回の巡回訪問と、利用者からのケアコー
ルにより随時訪問を行うサービス。医療ケア（看護）
も提供）

5 事業所 4 事業所
※１ 9 事業所

夜間対応型訪問介護 3 事業所 ━
※２ 3 事業所
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	❷ 在宅において医療と介護の両方を提供する基盤の整備

　退院後の慢性期の患者など、在宅において医療と介護の両方のケアが必要な高齢者の増加に対応した

地域密着型サービスの基盤整備を進めます。

※１：日常生活圏域の半数（9 圏域）をカバーするため、5 事業所を整備します。

	❸ 在宅の中重度者を支える基盤の整備　

　中重度の方の在宅生活を支える地域密着型サービスは、住み慣れた自宅において要介護者の暮らしを

維持・継続するために重要であることから整備を進めます。

※１：第 6 期中に 6 か所の整備を計画しましたが、3 か所の整備となっており、不足分の 3 か所を第７期

　　　で整備します。

	❹ 認知症高齢者へのサービスの基盤の整備　

　認知症高齢者の増加に対応したサービス基盤の整備を進めます。

+

※１：平成 29 ～平成 32 年度の認知症高齢者の増加予想（1.1 倍）に合わせ整備を進めます。

区　　　分 第６期選定分まで (A) 第７期整備数（Ｂ）
平成 30 ～ 32 年度 平成 32 年度末（A+B)

看護小規模多機能型居宅介護
（施設への通いを中心として、短期間の宿泊や看
護師等の自宅訪問を組み合わせたサービス）

4 事業所
（112 人）

5 事業所
（145 人）※１

9 事業所
（257 人）

＜再掲＞
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

5 事業所 4 事業所 9 事業所

区　　　分 第６期選定分まで (A) 第７期整備数（Ｂ）
平成 30 ～ 32 年度 平成 32 年度末（A+B)

小規模多機能型居宅介護
（施設への通いを中心として、短期間の宿泊や訪
問介護を組み合わせたサービス）

29 事業所
（762 人）

3 事業所
（87 人）※１

32 事業所
（849 人）

＜再掲＞
看護小規模多機能型居宅介護

4 事業所
（112 人）

5 事業所
（145 人）

9 事業所
（257 人）

＜再掲＞
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 5 事業所 4 事業所 9 事業所

区　　　分 第６期選定分まで (A) 第７期整備数（Ｂ）
平成 30 ～ 32 年度 平成 32 年度末（A+B)

認知症対応型共同生活介護
（認知症高齢者グループホーム）

44 事業所
（600 床）

4 事業所
（72 床）※１

48 事業所
（672 床）

認知症対応型通所介護（単独型・併設型）
（認知症高齢者デイサービス）

21 事業所
（234 人）

2 事業所
（24 人）※１

23 事業所
（258 人）
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	❺ 施設・住まいの供給　

　中重度の要介護者等に施設サービスを提供するとともに、認知症又は低中度の要介護者に対応した住

まい（生活の場）を供給します。

※１：介護保険施設（地域密着型介護老人福祉施設含む）は、本市が人口当たりの整備率が高いこと

　　　（平成 28 年 10 月 1 日現在の人口 10 万人当たりの床整備状況について、中核市平均 708 床に

　　　対し本市 1,118 床）及び、給付増と負担増（介護保険料額増（第 6 期保険料の全国平均 5,514 円

　　　に対し本市 6,300 円））のバランスなどを考慮し、第 7 期においては基本的に床数を増やさないこと

　　　とします。

※２：平成 30 年 4 月に創設される介護医療院は、平成 35 年度末に制度廃止される介護療養型医療施設な

　　　どからの転換先として、運営者からの申請に応じて許可します。

※３：特定施設入居者生活介護は、低中度の要介護者の住まいとなるとともに、人員配置・設備等基準及び

　　　ケアプランに沿って介護を行うなど、ケアの質の向上が図られることから、有料老人ホームの増加に

　　　対応し指定を進めます。

	❻ 施設生活の向上に向けた基盤の整備

　利用者一人ひとりのプライバシーに配慮し、個性や生活のリズムに沿った施設ケアを行うとともに、

老朽化した施設の改修を進める観点からも個室ユニット化整備（10 部屋程度の個室と交流スペースを

１ユニットとして一体的に整備する手法）を行います。

区　　　分 第６期選定分まで (A) 第７期整備数（Ｂ）
平成 30 ～ 32 年度 平成 32 年度末（A+B)

介
護
保
険
施
設

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

24 事業所
（1,685 床）

━
※１

24 事業所
（1,685 床）

介護老人保健施設 18 事業所
（1,783 床）

━
※１

18 事業所
（1,783 床）

介護療養型医療施設
介護医療院（新設（介護療養型医療施設
からの転換先として想定））

14 事業所
（830 床） ※２ ━

地
域
密
着
型

地域密着型介護老人福祉施設
　（定員２９人以下の小規模の特養）

18 事業所
（435 床）

0
※１

18 事業所
（435 床）

＜再掲＞認知症対応型共同生活介護
（認知症高齢者グループホーム）

44 事業所
（600 床）

4 事業所
（72 床）

48 事業所
（672 床）

特定施設入居者生活介護
（介護付き有料老人ホーム等） 146 床 150 床程度

※３ 296 床程度
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（1） 第 7 期及び平成 37 年度におけるサービスの利用量の見込み

	❶ 要介護認定者推計　

　65 歳以上の第１号被保険者の認定者数は、介護予防事業等の積極的な取組などから、平成 29 年度

の 22,266 人から平成 32 年度には 23,192 人と 926 人の増（1 年当たり平均 308 人の増）に増

加が抑制され、認定率は平成 29 年度と同程度となる見込みです。

　なお、団塊の世代が全て後期高齢者となる平成 37 年度（2025）の認定者数は、約 2 万 6 千人、

認定率は約 20.60％と見込んでいます。

〔推計方法〕平成 27 ～ 28 年度は 3 月末実績値、平成 29 年度は 10 月 1 日実績値、第 7 期は第 6 期の実績から推計。
平成 37 年度は、平成 27 年度国勢調査を基にした国立社会保障・人口問題研究所の地域別将来推計に
よる推計値（厚労省提供）。

〔推計方法〕平成 27 ～ 28 年度は 3 月末実績値、平成 29 年度は 10 月 1 日実績値、第 7 期は第 6 期の実績から推計。
平成 37 年度は、平成 27 年度国勢調査を基にした国立社会保障・人口問題研究所の地域別将来推計に
よる推計値（厚労省提供）。

（％）

認定率
第6期 第7期 第9期

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

第 1 号被保険者（65 歳以上） 18.48 18.40 18.57 18.60 18.60 18.60 20.58

・前期高齢者（65 ～ 74 歳） 4.02 3.97 4.04 4.03 4.02 4.01 3.91

・後期高齢者（75 歳以上） 34.00 33.16 33.22 32.71 32.27 31.85 31.07

第 2 号被保険者（40 ～ 64 歳） 0.32 0.30 0.30 0.26 0.22 0.19 0.20

（人）

認定者数
第6期 第7期 第9期

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

総数 22,224 22,345 22,681 23,104 23,279 23,458 25,866

（うち第 1 号被保険者数） （21,774） （21,932） （22,266） （22,748） （22,972） （23,192） （25,600）

　要支援 1 2,133 2,178 2,265 2,398 2,504 2,616 2,944

　要支援 2 2,549 2,638 2,655 2,702 2,725 2,752 2,930

　要介護 1 3,965 4,139 4,319 4,584 4,810 5,053 5,753

　要介護 2 4,727 4,578 4,681 4,699 4,663 4,616 4,838

　要介護 3 3,855 3,879 3,848 3,893 3,905 3,920 4,473

　要介護 4 2,624 2,743 2,773 2,862 2,914 2,963 3,372

　要介護 5 2,371 2,190 2,140 1,966 1,758 1,538 1,556

介護保険事業のサービス利用量の見込み3
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	❷ 介護保険事業のサービス利用量の実績と見込み　

居宅介護サービスの利用見込み

①訪問系サービス
　家庭を訪問し提供するサービスには、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、

居宅療養管理指導の 5 種類のサービスがあります。

　このうち、特に訪問介護サービスが大きく利用されています。要介護認定者及び事業所の増加に伴い、

第 7 期は第 6 期に比べると訪問介護で約 2.4％、訪問入浴介護約 3％、訪問看護で約 39％、訪問リ

ハビリテーションで約 3％、居宅療養管理指導で約 113％の増と利用が伸びるものと見込んでいます。

　また、医療サービスが必要な重度者や退院後の在宅生活を支えるため、訪問看護サービスの役割が一

層重要となっています。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

第6期（実績） 第7期（見込） 前期計画との比 
（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

訪
問
介
護

人数
(人) 3,478 3,563 3,612 3,628 3,635 3,648 102.4% 3,737

給付費
（千円） 206,958 218,565 238,747 240,136 246,813 251,797 111.2% 297,025

訪
問
入
浴
介
護

人数
(人) 165 163 158 168 168 165 103.1% 170

給付費
（千円） 9,055 8,839 8,442 8,666 8,648 8,618 98.5% 9,078

訪
問
看
護

人数
(人) 821 933 1,069 1,200 1,284 1,438 138.9% 1,573

給付費
（千円） 33,834 37,351 42,476 47,720 50,676 57,267 137.0% 62,633

訪
問
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
　

人数
(人) 175 176 176 176 177 190 103.0% 223

給付費
（千円） 5,325 5,346 5,530 5,540 5,776 6,509 110.0% 8,769

居
宅
療
養
管
理
指
導

人数
(人) 747 942 1,237 1,814 2,079 2,333 212.8% 2,445

給付費
（千円） 5,636 6,947 9,623 14,182 16,241 18,205 219.0% 19,033
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②通所系サービス
　日帰りで施設への通いにより提供するサービスとして、通所介護（デイサービス）と通所リハビリテー

ション（デイケア）のサービスがあります。

　こうした通いのサービスを提供する事業所数は増加傾向にあり、サービス利用者も増加しています。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

※平成 28 年度より地域密着型サービスに移行した小規模デイサービス含む

第6期（実績） 第7期（見込）
前期計画との比 

（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

通
所
介
護

人数
(人) 6,395 ※ 5,133 5,179 5,376 5,554 5,675 99.4% 6,273

給付費
（千円）

522,882
※ 410,984 412,490 414,057 415,599 418,932 92.7% 433,258

通
所
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

人数
(人) 1,805 1,741 1,686 1,660 1,692 1,724 97.0% 1,737

給付費
（千円） 135,436 130,751 125,037 121,935 122,509 122,779 93.9% 123,705
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③短期入所サービス
　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）や短期入所施設、介護療養型医療施設などに短期間入所し、

入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、必要な医療などを提供するサービス

で、短期入所生活介護と短期入所療養介護があります。

　短期入所系サービスは、短期入所生活介護で約 5％の増、短期入所療養介護については、ほぼ横ばい

で推移すると見込んでいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

④特定施設入居者生活介護
　有料老人ホームや軽費老人ホーム、ケアハウスなどに入居している高齢者に対し、入浴、排泄、食事

等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービスです。

　有料老人ホーム等の増に伴いサービス適用施設の指定が増えると予想され、第 7 期は第 6 期に比べ

ると約 170％の利用の増を見込んでいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

第6期（実績） 第7期（見込）
前期計画との比 

（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

短
期
入
所
生
活
介
護

人数
(人) 1,408 1,389 1,412 1,469 1,472 1,479 105.0% 1,515

給付費
（千円） 123,862 121,689 123,837 129,156 130,441 130,808 105.7% 132,378

短
期
入
所
療
養
介
護

人数
(人) 138 126 120 120 126 127 97.1% 119

給付費
（千円） 11,875 10,465 9,950 10,128 10,810 11,252 99.7% 11,506

第6期（実績） 第7期（見込）
前期計画との比 

（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護

人数
(人) 95 101 124 212 280 377 271.6% 416

給付費
（千円） 17,522 18,300 21,874 38,475 50,764 68,713 273.8% 75,451
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⑤その他の在宅サービス
　その他の在宅で利用できるサービスに、福祉用具貸与・購入、住宅改修があります。

　これらのサービスも利用者が増加傾向であり、第 7 期は第 6 期に比べると福祉用具貸与で約 11％、

福祉用具購入で約 16％、住宅改修で約 6％利用が増加するものと見込んでいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

⑥居宅介護支援サービス
　要介護認定者の増加に伴い、第 7 期は第 6 期に比べると約 5％利用が増えるものと見込んでいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

第6期（実績） 第7期（見込）
前期計画との比 

（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

福
祉
用
具
貸
与

人数
(人) 6,169 6,486 6,747 7,058 7,242 7,401 111.8% 8,049

給付費
（千円） 78,074 80,999 84,897 87,514 88,464 88,984 108.6% 94,603

福
祉
用
具
購
入

人数
(人) 93 86 87 93 106 110 116.2% 114

給付費
（千円） 2,264 2,146 2,155 2,286 2,663 2,790 117.9% 2,901

住
宅
改
修

人数
(人) 93 92 93 95 98 102 106.1% 132

給付費
（千円） 8,823 8,454 8,609 8,831 9,013 9,235 104.6% 9,788

第6期（実績） 第7期（見込）
前期計画との比 

（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

居
宅
介
護
支
援

人数
(人) 10,107 10,272 10,355 10,639 10,777 10,986 105.4% 11,507

給付費
（千円） 140,183 143,508 145,284 149,876 152,159 155,025 106. ５% 163,612
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介護予防サービスの利用見込み

①介護予防訪問系サービス
　要支援者を対象に、家庭を訪問し提供する介護予防サービスには、介護予防訪問入浴介護、介護予防

訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導の４種類のサービスがありま

す。（介護予防訪問介護サービスは、介護予防・日常生活支援総合事業へ移行）

　介護予防訪問系サービスは、第 7 期は第 6 期に比べると介護予防訪問入浴介護 200％、介護予防訪

問看護で 46％、訪問リハビリテーションで 70％、介護予防居宅療養管理指導で 134％以上の増と大

幅に利用が伸びるものと見込んでいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

第6期（実績） 第7期（見込）
前期計画との比 

（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

介
護
予
防
訪
問
介
護

人数
(人) 928 881 708

給付費
（千円） 15,681 14,553 11,907

介
護
予
防
訪
問
入
浴 

介
護

人数
(人) 1 2 2 2 5 8 300.0% 8

給付費
（千円） 6 78 79 79 156 237 289.6% 187

介
護
予
防
訪
問
看
護

人数
(人) 61 73 84 101 106 112 146.3% 125

給付費
（千円） 1,612 1,910 2,066 2,372 2,443 2,512 131.1% 2,560

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ 

ビ
リ
テ 

ー
シ
ョ 

ン

人数
(人) 9 12 16 18 21 24 170.3% 29

給付費
（千円） 190 284 364 380 431 491 155.4% 649

介
護
予
防
居
宅
療
養 

管
理
指
導

人数
(人) 29 33 50 71 86 106 234.8% 128

給付費
（千円） 241 247 361 509 622 767 223.6% 926
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②介護予防通所系サービス
　日帰りで施設に通い提供されるサービスとして、介護予防通所リハビリテーション（デイケア）のサー

ビスがあります。（介護予防通所介護サービスは、介護予防・日常生活支援総合事業へ移行）

介護予防通所リハビリテーションはほぼ横ばいで推移すると見込んでいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

③介護予防短期入所サービス
　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）や短期入所施設、介護療養型医療施設などに短期間入所し、

入浴、排泄、食事等の日常生活上の世話や機能訓練などを行うサービスとして、介護予防短期入所生活

介護と介護予防短期入所療養介護があります。

　短期入所系サービスは、介護予防短期入所生活介護で 20％の増、介護予防短期入所療養介護はほぼ

横ばいで推移すると見込んでいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

第6期（実績） 第7期（見込） 前期計画との比 
（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

介
護
予
防
通
所
介
護

人数
(人) 1,859 1,986 1,648

給付費
（千円） 51,159 54,086 45,132

介
護
予
防
通
所
リ
ハ 

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

人数
(人) 486 478 450 451 453 454 96.0% 460

給付費
（千円） 15,064 14,697 14,051 14,438 14,672 14,700 100.0% 14,989

第6期（実績） 第7期（見込） 前期計画との比 
（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

介
護
予
防
短
期
入
所 

生
活
介
護

人数
(人) 39 38 36 43 45 48 120.4% 59

給付費
（千円） 1,427 1,315 1,525 1702 1,857 1,903 128.0% 2,539

介
護
予
防
短
期
入
所 

療
養
介
護

人数
(人) 1 3 3 2 2 2 85.7% 2

給付費
（千円） 61 113 76 77 88 109 109.6% 211
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④介護予防特定施設入居者生活介護
　ケアハウス等に入居する要支援者を対象に、入浴、排泄、食事等の日常生活上の世話や機能訓練を行

うサービスです。第 7 期は第 6 期に比べると 110％の利用の増を見込んでいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

⑤その他の介護予防在宅サービス
　その他の在宅で利用できるサービスに、介護予防福祉用具貸与・購入、住宅改修があります。これら

のサービスも増加傾向であり、今後も増加すると見込んでいます。

　第 7 期は第 6 期に比べると介護予防福祉用具貸与で約 30％、介護予防福祉用具購入で 13％、介護

予防住宅改修で 4％、利用が増加するものと見込んでいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

第6期（実績） 第7期（見込） 前期計画との比 
（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

介
護
予
防
特
定
施
設

入
居
者
生
活
介
護

人数
(人) 5 6 8 8 14 18 210.5% 22

給付費
（千円） 416 431 621 621 1,157 1,487 222. ４% 1,817

第6期（実績） 第7期（見込）
前期計画との比 

（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

介
護
予
防
福
祉

用
具
貸
与 

人数
(人) 1,169 1,325 1,446 1,600 1,696 1,824 129.9% 2,199

給付費
（千円） 5,859 6,501 7,323 8,088 8,582 9,225 131.6% 11,102

介
護
予
防
福
祉

用
具
購
入

人数
(人) 26 33 31 34 34 34 113.3% 34

給付費
（千円） 514 674 634 710 710 710 116.9% 710

介
護
予
防
住
宅
改
修

人数
(人) 44 48 43 47 47 47 104.4% 60

給付費
（千円） 4,305 4,674 4,241 4,658 4,658 4,658 105.7% 5,875
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⑥介護予防支援（介護予防サービス計画の作成）サービス
　要支援認定者の増加に伴い、第7期は第6期に比べると約4％利用が増加するものと見込んでいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

地域密着型サービスの利用見込み

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護
　24 時間体制での定期的な巡回訪問や随時通報による訪問により、入浴、排泄、食事等の日常生活の

介護や療養上の看護などを行うサービスで、第 7 期は第 6 期に比べると約 41％の利用の増を見込ん

でいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

②夜間対応型訪問介護
　夜間において、定期的な巡回訪問や随時通報による訪問により、入浴、排泄、食事等の日常生活上の

世話を行うサービスで、ほぼ横ばいで推移すると見込んでいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

第6期（実績） 第7期（見込）
前期計画との比 

（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

介護
予防
支援

人数
(人) 3,317 3,468 3,296 3,405 3,510 3,590 104.2% 4,355

給付費
（千円） 15,046 15,806 15,050 15,639 16,112 16,479 105.1% 19,990

第6期（実績） 第7期（見込）
前期計画との比 

（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

定期巡回・
随時対応型
訪問介護

看護

人数
(人) 62 61 100 114 183 240 240.8% 262

給付費
（千円） 8,341 8,303 14,448 15,783 26,341 33,967 244.7% 36,540

第6期（実績） 第7期（見込）
前期計画との比 

（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

夜間対応型
訪問介護

人数
(人) 18 19 19 19 19 19 101.8% 21

給付費
（千円） 279 311 314 315 315 315 104.5% 333
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③認知症対応型通所介護
　認知症の要介護者を対象に、通いにより入浴や食事などの日常生活上の世話や機能訓練を行うサービ

スで、認知症高齢者の増加に伴い、平成 29 年度と平成 32 年度を比較すると１0％利用が増加すると

見込んでいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

④小規模多機能型居宅介護
　住み慣れた地域において、中重度の要介護者が継続して在宅での生活を続けられるよう支援するため、

「通い」を中心に利用者の状態や希望に応じて、随時の「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、入浴や食

事などの日常生活上の世話や機能訓練を行うサービスで、第 7 期は第 6 期に比べると約 12％利用が

増加すると見込んでいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

⑤認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
　認知症の要介護者を対象に、共同生活を送りながら入浴や食事等の日常生活上の世話や機能訓練を行

うサービスで、認知症高齢者の増加により、第 7 期は第 6 期に比べると約１1％利用が増加すると見込

んでいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

第6期（実績） 第7期（見込）
前期計画との比 

（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

認知症
対応型

通所介護

人数
(人) 347 307 266 271 283 294 92.2% 320

給付費
（千円） 40,831 36,286 34,543 34,222 36,270 37,997 97.2% 40,451

第6期（実績） 第7期（見込）
前期計画との比 

（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

小規模
多機能型
居宅介護

人数
(人) 502 512 512 532 559 616 111.9% 625

給付費
（千円） 99,220 102,988 105,346 113,967 122,470 135,539 120.9% 133,707

第6期（実績） 第7期（見込）
前期計画との比 

（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

認知症
対応型

共同生活
介護

人数
(人) 508 512 519 522 578 613 111.3% 691

給付費
（千円） 123,546 126,610 131,641 139,974 155,014 164,230 120.3% 177,562
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⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
　常時介護が必要なために在宅での生活が困難な方が入所し、入浴や食事等の日常生活の介護や健康管

理を小規模な生活単位で行うサービスで、第 7 期は第 6 期に比べると約 36％利用が増加すると見込

んでいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

⑦看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）
　小規模多機能型居宅介護のサービスに加えて、訪問看護サービスを提供し、医療ニーズの高い要介護

者を支援します。在宅で医療サービスの必要な高齢者の増と基盤整備（5 か所）により利用が増加する

と見込んでいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

⑧地域密着型通所介護
　定員 18 人以下の通所介護サービスで平成 30 年度以降も利用者が増加すると見込んでいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

第6期（実績） 第7期（見込）
前期計画との比 

（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

地域密着型
介護老人
福祉施設
入所者

生活介護

人数
(人) 268 294 333 365 365 365 122.3% 671

給付費
（千円） 70,014 77,601 89,714 105,628 105,628 105,628 133.5% 176,583

第6期（実績） 第7期（見込）
前期計画との比 

（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

看護小規模
多機能型
居宅介護

人数
(人) 15 23 47 63 149 234 524.7% 252

給付費
（千円） 3,114 5,662 11,688 15,499 36,436 56,594 530.3% 61,490

第6期（実績） 第7期（見込）
前期計画との比 

（７期平均/６期平均）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

地域密着型
通所介護

人数
(人) 1,626 1,671 1,727 1,775 1,804 107.3% 1,883

給付費
（千円） 116,606 127,511 129,901 130,055 133,344 107.4% 143,697
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①介護予防認知症対応型通所介護
　認知症の要支援者に、介護予防を目的とし、通いにより、入浴や食事等の日常生活上の世話や機能訓

練を行うサービスで、利用が増加すると見込んでいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

②介護予防小規模多機能型居宅介護
　要支援者の状態や希望に応じ、「通い」を中心に、随時「訪問」、「泊まり」を組み合わせて、介護予

防を目的とした入浴や食事等の日常生活上の世話や機能訓練を行うサービスで、利用が増加すると見込

んでいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

第6期（実績） 第7期（見込）
前期計画との比 

（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

介護予防
認知症
対応型

通所介護

人数
(人) 4 6 6 6 8 8 137.5% 7

給付費
（千円） 208 228 329 347 590 664 209.3% 927

地域密着型介護予防サービスの利用見込み

第6期（実績） 第7期（見込）
前期計画との比 

（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

介護予防
小規模

多機能型
居宅介護

人数
(人) 23 26 30 38 51 57 184.8% 73

給付費
（千円） 1,481 1,716 1,801 1,865 2,945 3,218 160.6% 4,102
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③介護予防認知症対応型共同生活介護
　要支援者で軽度の認知症のある方に対し、日常生活を想定して、機能訓練などを共同生活の中で行う

サービスで、利用は少ないものと見込んでいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

①介護老人福祉施設
　「要介護」の認定を受けた方で、寝たきりなど常時介護が必要で、在宅での生活が困難な方が入居し、

入浴、排泄、食事などの介護やその他の日常生活上の世話や機能訓練、健康管理、療養上の世話などを

行うサービスで、ほぼ横ばいで推移すると見込んでいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

第6期（実績） 第7期（見込）
前期計画との比 

（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

介護老人
福祉施設

人数
(人) 1,588 1,562 1,575 1,592 1,592 1,592 101.1% 1,685

給付費
（千円） 392,559 383,172 389,524 410,245 410,245 410,245 105.6% 414,249

第6期（実績） 第7期（見込）
前期計画との比 

（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

介護予防
認知症
対応型

共同生活
介護

人数
(人) 3 1 0 1 1 1 75.0% 1

給付費
（千円） 628 151 0 150 150 150 57.8% 150

施設介護サービスの利用見込み
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②介護老人保健施設
　「要介護」の認定を受けた方で、病状安定期にあり、入院治療の必要はないが、リハビリ、看護、介

護を必要とする方が入居し、医学的な管理のもとで、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話な

どを提供するサービスで、ほぼ横ばいで推移すると見込んでいます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

③介護療養型医療施設（介護療養病床）/ 介護医療院

介護療養型医療施設（介護療養病床）

　医療施設（病院）などの介護療養病床において、急性期の治療が終わり病状は安定しているものの、

長期にわたり療養を必要とする方を対象としており、医学的管理のもと、機能訓練その他必要な医療を

提供するサービスです。平成 35 年度末で制度廃止となり、介護医療院への転換が見込まれ、今後 6

年間で比例的に減少すると見込んでいます。

介護医療院

　介護療養型医療施設（介護療養病床）相当の機能及び生活施設としての機能を兼ね備えた新たな生活

施設で、慢性期の要介護者に対し「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話（介護）」を一体的

に提供します。

　平成 35 年度に制度廃止となる介護療養病床から介護医療院に今後 6 年間で比例的に転換すること

が見込まれ、その他医療療養病床などからの転換分も見込みます。

【月当たりの利用実績と利用見込量】

第6期（実績） 第7期（見込）
前期計画との比 

（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

介護老人
保健施設

人数
(人) 1,641 1,635 1,603 1,600 1,600 1,600 98.4% 1,705

給付費
（千円） 430,394 429,427 426,586 426,181 426,181 426,181 99.4% 454,213

第6期（実績） 第7期（見込） 前期計画との比 
（７期計/６期計）

第9期（見込）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
（実績見込） 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

介護療養型
医療施設

人数
(人) 772 700 658 556 446 334 62.7% 0

給付費
（千円） 273,908 249,922 240,021 208,930 170,071 129,596 66.6% 0

介護
医療院

人数
(人) 190 324 459 － 1,269

給付費
（千円） 57,970 98,854 140,043 － 413,672
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	❸ 地域支援事業の見込み　

地域支援事業の概要

　地域支援事業は、要介護状態又は要支援状態になることを予防し、社会に参加しつつ、地域において

自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として実施する事業です。

　平成 37 年（2025）には団塊の世代が 75 歳を迎えるなど、少子・超高齢化が進行する中、要支援

者等の高齢者の多様な生活支援のニーズに地域全体で応えていくため、平成 29 年 4 月には、全国一

律の基準に基づく予防給付の訪問介護及び通所介護を、地域の実情に応じて市町村が効果的かつ効率的

に実施する介護予防・日常生活支援事業に移行し、市が定める基準に基づくサービスとして実施してい

ます。

主な取組

①介護予防・日常生活支援総合事業
　要支援者の中には、掃除や買い物等の生活行為（ＩＡＤＬ）の一部が難しくなっているが、排泄、

食事摂取などの身の回りの生活行為（ＡＤＬ）は自立している者も多く、地域とのつながりを維持し

ながら、能力や生活環境に応じた柔軟な支援を受けていくことで、自立意欲の向上につなげていくこ

とが期待されています。

　そのため、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護相当の既存サービスの提供に加え、多様な主体

を活用して、総合的に高齢者を支援する仕組みづくりに努めます。

②在宅医療・介護連携推進事業
　高齢者が必要な医療・介護を受けて、可能な限り在宅生活を継続することができるよう、地域にお

ける医療・看護・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供を行うこと

が必要です。

　このため、富山市医師会や富山市歯科医師会などの関係機関と連携し、多職種協働により在宅医療・

介護を一体的に提供できる体制の構築に向けた取組を推進します。

③認知症総合支援事業・認知症高齢者見守り支援事業
　認知症になっても尊厳をもって、安心して生活できるよう、地域ぐるみで認知症の人とその家族に

対する支援、認知症の早期発見・早期対応に向けた支援、その他認知症である又はその疑いのある人

に対する総合的な支援に取り組みます。

　また、認知症についての正しい知識の普及啓発や、地域での見守りネットワークの構築、徘徊時の

早期発見体制の強化等に関し、地域包括支援センターに配置した認知症コーディネーターとともに、

市全体で認知症対策に取り組みます。
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　地域支援事業の利用見込み
　

平成 30 年度計画 平成 31 年度計画 平成 32 年度計画
介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス
介護予防訪問介護サービス事業

件数（件） 10,712 10,988 11,265
通所型サービス

介護予防通所介護サービス事業
件数（件） 25,186 25,836 26,487

介護予防教室事業
介護予防教室参加者数（人） 683 690 697

運動器の機能向上訓練事業（サービスＣ） 
運動器の機能向上訓練参加者数（人） 60 60 60

介護予防訪問相談指導事業 
介護予防訪問指導回数（回） 150 150 150

介護予防ケアマネジメント事業
介護予防ケアマネジメント数（人） 18,181 18,650 19,120

一般介護予防事業
一般介護予防事業

介護予防普及啓発活動事業
介護予防普及啓発教室参加者数（人） 1,578 1,644 1,709
介護予防地域啓発説明会開催数（回） 674 697 719

運動器の機能向上訓練事業（一般予防事業） 
運動器の機能向上訓練参加者数（人） 197 197 197

包括的・継続的マネジメント事業
要援護高齢者自立支援ネットワーク数（ネットワーク） 758 779 800
介護予防推進リーダー数（人） 580 598 616
介護予防ふれあいサークル数（サークル） 847 853 860

包括的支援事業・任意事業
包括的支援事業

総合相談事業 
相談件数（件） 105,000 110,000 115,000

権利擁護事業
高齢者虐待相談件数（件） 2,200 2,250 2,300

包括的・継続的マネジメント事業 
在宅復帰支援者数（人） 780 790 800
ケアマネージャー支援件数（件） 2,300 2,300 2,300

認知症総合支援事業 
認知症カフェの数（箇所） 17 27 32

任意事業
介護給付等費用適正化事業 

居宅介護支援事業所の巡回指導実施施設数（箇所） 3 3 3
ケアマネジャー研修会開催数（回） 2 2 2

認知症高齢者見守り支援事業 
認知症地域説明会開催数（回） 96 96 96
認知症サポーター数（累計）（人） 35,333 38,666 42,000
認知症高齢者見守りネットワーク数（ネットワーク） 266 294 322
認知症高齢者見守りネットワーク協力登録団体登録数（団体） 672 704 736
徘徊 SOS 緊急ダイヤル利用登録者数（人） 548 576 604
徘徊SOS緊急ダイヤル協力団体登録数（団体） 598 611 625

成年後見制度利用支援事業 
市長申し立て件数（件） 22 24 26

◆地域支援事業の利用見込み
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④介護給付適正化に向けた取組
　介護給付適正化は、要介護者を適正に認定し、要介護者が真に必要とするサービスを事業者が過不

足なく提供するよう促す取組であり、適正量のサービスの確保とその結果としての費用の効率化を通

じ、介護保険制度への信頼と制度の持続可能性を高めるために重要です。

　このため、「要介護認定の適正化（ 認定調査状況のチェック）」及び適正なサービス提供のための「ケ

アプランの点検」、「住宅改修等の点検」、適切な介護給付のための「医療情報との突合・縦覧点検」、「介

護給付費通知」の主要 5 事業の実施を柱とし、次のとおり取り組みます。

適正化事業 取組目標及び具体的内容

取組計画

平成 29 年度
( 実績見込 ) 第 7 期

１．要介護認定の適正化

(a) 委託実施した更新・区分
変更申請に係る認定調査の
事後チェック

(b) 合議体の長の連絡協議会
の開催

①認定調査を適正に実施するための
認定調査従事者等研修会を開催し、
調査員の質の向上を図る。

②認定調査の基本情報の誤りや特記
事項との不整合を事前に調査員に確
認する。
合議体の一次判定から二次判定の軽
重度変更率の差等についての分析及
び認定審査に係る情報・意見の交換
の場として合議体の長の連絡協議会
を開催する。

①年 1 回実施
②全件点検

①年 1 回実施
②全件点検

随時実施

２．ケアプランの点検 ①適切なケアマネジメントを推進す
る。サ高住等集合住宅との関連性が
強い居宅介護支援事業所等を中心に
巡回指導や研修会を開催する。

②平成 30 年 10 月から、統計的
に見て通常のケアプランとかけ離れ
た回数の訪問介護（生活援助中心
型）のケアプランについて検証を行
い、必要に応じ、ケアマネジャーに
対し、利用者の自立支援・重度化防
止や地域資源の有効活用等の観点か
ら、サービス内容の是正を促す。

ケアプラン検証：6 件

居宅事業所の巡回指導：8 件

公開講座：1 回
（約 80 名）

地域包括によるケア
プラン検証：32 件

①サ高住等集合住宅
との関連性が強い居
宅介護支援事業所等
を中心に継続する。

②随時実施（平成 30
年 10 月から実施予
定）
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３.(1) 住宅改修等の点検
（施工前事前訪問）

書類等から疑義のある改修工事に対
し現地を訪問し調査を行う。

随時実施 随時実施

３.(2) 福祉用具貸与等の調査 国保連合会提供の帳票を活用し、軽
度者への例外給付が適正に行われて
いるかチェックを行う。

全件点検
（特殊寝台・床ずれ・
徘徊感知器）

全件点検
（特殊寝台・床ずれ・
徘徊感知器）

４．医療情報の突合 国保連合会の帳票を活用し、入院日
数と介護サービス利用日数のチェッ
クを行う。

全件点検 全件点検

５．縦覧点検 国保連合会の帳票の 3 帳票につい
てチェックを継続して行う。
①重複請求縦覧チェック一覧表
②算定期間回数制限チェック一覧表
③居宅介護支援請求におけるサービ
ス実施状況一覧表

全件点検（3 帳票） 全件点検（3 帳票）

６．介護給付費通知 在宅サービス利用者が、利用したサ
ービスの内容とその自己負担額を自
ら確認できるよう在宅サービス利用
者すべてに介護給付費通知書を送付
する。

2 回
（12 か月分）/ 年

2 回
（12 か月分）/ 年

７．給付適正化システム

給付実績の活用

国保連合会の帳票の 3 帳票等につ
いてチェックを継続して行う。
①中山間地域等提供加算等算定受給
者一覧表
②通所サービス請求状況一覧表
③他保険者利用の地域密着型サービ
ス一覧表

随時実施
（3 帳票等）

随時実施
（3 帳票等）
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⑤療養病床の機能分化・連携に伴う対応
　富山県地域医療構想※ に基づく病床の機能分化・連携に伴い、療養病床からの退院等により生じる

と見込まれる介護サービスの必要量（ 追加的需要） の受け皿について、富山県医療計画との整合性

を図るため、県の推計によれば、 本市においては平成 32 年度までに 570 人分の追加的需要に対応

する必要があります。

　この追加的需要について、基本的には介護医療院等の施設サービスが受け皿となり、次に在宅医療（ 

在宅介護） で対応するものとし、以下のとおり整理されます。なお、これまでの記載の利用見込数に

は、追加的需要も盛り込んでいます。

　※地域医療構想：平成 37 年（2025）に向け病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに医療需要と

　　　　　　　　　病床の必要量を推計し、定めるもの。

（人・床）

サービス名等 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

追加的需要数 190 380 570 1,520

施
設
系

① 介護医療院（介護療養型医療施設からの転
換分）

111 222 334 668

①’ 介護医療院（医療療養病床からの転換分） 79 102 125 601

①” 介護医療院（新設分）

②地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 29

③認知症対応型共同生活介護 18 36 72

④特定施設入居者生活介護 38 75 150

居
宅

⑤認知症対応型通所介護

⑥小規模多機能型居宅介護

⑦その他
　定期巡回・随時対応型訪問介護看護
　小規模多機能型居宅介護　等

①’を補完

◆追加的需要に対する受け皿の見込み量（累計）
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（1） 第 6 期の介護保険事業運営期間における財政状況

　各年度において決算が黒字となる見込みであり、安定的な財政運営が行われています。

区分 平成 27 年度
（実績）

平成 28 年度
（実績）

平成29 年度
（実績見込み） 計

保険料（第 1 号保険料） 8,870,716 9,075,829 9,216,504 27,163,049
国庫支出金 8,476,759 9,140,684 9,329,812 26,947,255
支払基金交付金（第２号保険料） 10,237,342 10,268,215 10,585,670 31,091,227
県支出金 5,444,965 5,477,953 5,503,017 16,425,935
市繰入金 5,336,270 5,437,391 5,636,993 16,410,654
基金繰入金 19,935 0 0 19,935
その他 601,618 735,827 1,593,820 2,931,265

計① 38,987,605 40,135,899 41,865,816 120,989,320

※歳入歳出差し引き①－② 728,454 1,574,070 1,094,171 3,396,695

介護給付費準備基金残高（千円） 1,165,920 1,617,549 2,237,860

区分 平成 27 年度
（実績）

平成 28 年度
（実績）

平成29 年度
（実績見込み） 計

保険給付費 36,320,037 36,385,876 37,147,014 109,852,927

居宅介護サービス給付費等 13,806,070 12,728,466 12,742,654 39,277,190

介護予防サービス給付費等 1,102,541 1,129,330 768,804 3,000,675

地域密着型介護サービス給付費 4,144,029 5,692,281 6,340,767 16,177,077

地域密着型介護予防サービス給付費 27,925 25,276 27,629 80,830

施設介護サービス給付費 13,162,247 12,750,264 12,898,120 38,810,631

その他のサービス費 4,077,225 4,060,259 4,369,040 12,506,524

地域支援事業費 719,904 730,296 1,300,000 2,750,200

介護予防事業費 172,656 163,123 691,779 1,027,558

包括的支援事業・任意事業費 547,248 567,173 608,221 1,722,642

公債費 0 0 0 0

その他（事務費等） 1,219,210 1,445,657 2,324,631 4,989,498

計② 38,259,151 38,561,829 40,771,645 117,592,625

◆歳入 （千円）

◆歳出 （千円）

介護保険の事業費等の見込み4

※国庫負担金、支払基金、県負担金の剰余額　精算前の額
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（2） 第７期及び平成 37 年度における介護給費等の見込み

	❶ 第７期及び平成 37 年度の介護給付費等の推計

　平成 30 年度から平成 32 年度までの介護給付費等は、122,523,375 千円と見込みました。

区分 平成 30 年度 平成 31 年度 平成32 年度 計 平成 37 年度

保険給付費 37,878,655 39,022,651 40,252,851 117,154,157 45,317,309

居宅介護サービス給付費等 13,410,128 13,760,903 14,206,374 41,377,405 15,209,273

介護予防サービス給付費等 384,424 360,077 377,162 1,121,663 417,243

地域密着型介護サービス給付費 6,663,482 7,350,355 8,011,380 22,025,217 9,244,372

地域密着型介護予防サービス給付費 28,361 44,215 48,389 120,965 62,151

施設介護サービス給付費 13,239,920 13,264,215 13,272,790 39,776,925 15,385,601

その他のサービス費 4,152,340 4,242,886 4,336,756 12,731,982 4,998,669

地域支援事業費 1,740,825 1,793,582 1,834,811 5,369,218 2,144,160

介護予防・日常生活支援総合事業費 1,130,030 1,163,208 1,190,485 3,483,723 1,391,201

包括的支援事業・任意事業費 610,795 630,374 644,326 1,885,495 752,959

計 39,619,480 40,816,233 42,087,662 122,523,375 47,461,469

保険給付費の算出方法

給付費見込み
サービス種類別

要介護度別
平均給付額

サービス種類別
要介護度別

利用見込者数

＝ × × 12 月

（千円）
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（ア）居宅介護サービス費見込みの算出
　居宅介護サービス費は、41,377,405 千円と見込みました。

（イ）介護予防サービス費見込みの算出
　介護予防サービス費は、1,121,663 千円と見込みました。

※平成 30 年度で支払いとなる平成 30 年 3 月（平成 29 年度）サービス分の給付費を見込みました。

平成 30 年度 平成 31 年度 平成32 年度 計 平成 37 年度

訪問系サービス 3,794,929 3,937,853 4,108,762 11,841,544 4,758,463

訪問介護 2,881,652 2,961,757 3,021,566 8,864,975 3,564,305

訪問入浴介護 103,981 103,780 103,418 311,179 108,936

訪問看護 572,632 608,110 687,207 1,867,949 751,598

訪問リハビリテーション 66,478 69,313 78,110 213,901 105,232

居宅療養管理指導 170,186 194,893 218,461 583,540 228,392

通所系サービス 6,431,911 6,457,295 6,500,526 19,389,732 6,683,553

通所介護 4,968,684 4,987,184 5,027,178 14,983,046 5,199,093

通所リハビリテーション 1,463,227 1,470,111 1,473,348 4,406,686 1,484,460

短期入所サービス 1,671,413 1,695,020 1,704,729 5,071,162 1,726,608

特定施設入居者生活介護 461,708 609,171 824,552 1,895,431 905,411

福祉用具貸与 1,050,167 1,061,564 1,067,805 3,179,536 1,135,238

計 13,410,128 13,760,903 14,206,374 41,377,405 15,209,273

平成 30 年度 平成 31 年度 平成32 年度 計 平成 37 年度

訪問系サービス 49,513 43,821 48,078 141,412 51,867

介護予防訪問介護 ※ 9,429 ※ 9,429

介護予防訪問入浴介護 949 1,871 2,845 5,665 2,246

介護予防訪問看護 28,460 29,314 30,146 87,920 30,717

介護予防訪問リハビリテーション 4,565 5,177 5,886 15,628 7,792

介護予防居宅療養管理指導 6,110 7,459 9,201 22,770 11,112

通所系サービス 209,053 176,058 176,399 561,510 179,871

介護予防通所介護 ※ 35,801 ※ 35,801

介護予防通所リハビリテーション 173,252 176,058 176,399 525,709 179,871

介護予防短期入所サービス 21,352 23,342 24,137 68,831 30,468

介護予防特定施設入居者生活介護 7,455 13,878 17,843 39,176 21,808

介護予防福祉用具貸与 97,051 102,978 110,705 310,734 133,229

計 384,424 360,077 377,162 1,121,663 417,243

（千円）

（千円）
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（ウ）地域密着型介護サービス費見込みの算出
　 地域密着型介護サービス費は、22,025,217 千円と見込みました。

（エ）地域密着型介護予防サービス費見込みの算出
　 地域密着型介護予防サービス費は、120,965 千円と見込みました。

平成 30 年度 平成 31 年度 平成32 年度 計 平成 37 年度

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 189,399 316,089 407,609 913,097 438,483

夜間対応型訪問介護 3,784 3,782 3,782 11,348 3,999

認知症対応型通所介護 410,663 435,245 455,962 1,301,870 485,414

小規模多機能型居宅介護 1,367,609 1,469,638 1,626,465 4,463,712 1,604,493

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム） 1,679,691 1,860,170 1,970,761 5,510,622 2,130,745

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護 1,267,538 1,267,538 1,267,538 3,802,614 2,118,997

看護小規模多機能型居宅介護
（複合型サービス） 185,986 437,229 679,133 1,302,348 737,875

地域密着型通所介護 1,558,812 1,560,664 1,600,130 4,719,606 1,724,366

計 6,663,482 7,350,355 8,011,380 22,025,217 9,244,372

平成 30 年度 平成 31 年度 平成32 年度 計 平成 37 年度

介護予防認知症対応型通所介護 4,172 7,078 7,972 19,222 11,124

介護予防小規模多機能型居宅介護 22,389 35,337 38,617 96,343 49,227

介護予防認知症対応型共同生活介護
（グループホーム） 1,800 1,800 1,800 5,400 1,800

計 28,361 44,215 48,389 120,965 62,151

（千円）

（千円）
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（オ）施設介護サービス給付費見込みの算出
　 施設介護サービス費は、39,776,925 千円と見込みました。

（カ）その他サービス給付費見込みの算出
　その他サービス給付費は、12,731,982 千円と見込みました。

平成 30 年度 平成 31 年度 平成32 年度 計 平成 37 年度

介護老人福祉施設 4,922,943 4,922,943 4,922,943 14,768,829 4,970,988

介護老人保健施設 5,114,181 5,114,181 5,114,181 15,342,543 5,450,552

介護療養型医療施設 2,507,159 2,040,847 1,555,153 6,103,159 0

介護医療院（新設） 695,637 1,186,244 1,680,513 3,562,394 4,964,061

計 13,239,920 13,264,215 13,272,790 39,776,925 15,385,601

（千円）

平成 30 年度 平成 31 年度 平成32 年度 計 平成 37 年度

居宅サービス計画費 1,798,514 1,825,903 1,860,304 5,484,721 1,963,344

介護予防居宅サービス計画費 187,670 193,339 197,746 578,755 239,882

福祉用具購入費 27,440 31,960 33,485 92,885 34,810

介護予防福祉用具購入費 8,524 8,520 8,520 25,564 8,520

住宅改修費 105,973 108,162 110,817 324,952 117,465

介護予防住宅改修費 55,898 55,898 55,898 167,694 70,494

特定入所者介護サービス費 1,024,839 1,051,280 1,077,772 3,153,891 1,554,427

高額介護サービス費等 901,219 924,471 947,768 2,773,458 961,388

審査支払手数料 42,263 43,353 44,446 130,062 48,339

計 4,152,340 4,242,886 4,336,756 12,731,982 4,998,669

（千円）
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（キ）地域支援事業費見込の算出
　 地域支援事業費は、5,369,218 千円と見込みました。

地域支援事業費見込み 
（単位；千円）

事業の区分等 上限額の考え方

介護予防・日常生活支援総合事業
【事業開始前年度の予防給付（介護予防訪問介護、介護予防通
所介護、介護予防支援）と介護予防事業の総額】
×【直近 3 か年の 75 歳以上の高齢者の伸び率】

包括的支援事業＋任意事業
（地域包括支援センターの運営分）

【前年度の包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）・
任意事業の原則上限額】×【直近 3 か年の 65 歳以上の高齢者
の伸び率】

包括的支援事業
（社会保障充実分）

①生活支援体制整備事業
　　第 1 層　　　8,000 千円
　　第 2 層　　　4,000 千円×日常生活圏域の数
②認知症施策推進事業
　　認知症初期集中支援事業　10,266 千円
　　認知症地域支援・ケア向上推進事業　6,802 千円
③在宅医療・介護連携推進事業
　　基礎事業分　1,058 千円
　　規模連動分　3,761 千円×地域包括支援センター数
④地域ケア会議推進事業
　　1,272 千円×地域包括支援センター数

区分 平成 30 年度 平成 31 年度 平成32 年度 計 平成37 年度

介護予防・日常生活支援総合事業 1,130,030 1,163,208 1,190,485 3,483,723 1,391,201

包括的支援事業・任意事業 610,795 630,374 644,326 1,885,495 752,959

包括的支援事業 566,647 584,240 597,458 1,748,345 698,189

任意事業 44,148 46,134 46,868 137,150 54,770

合　計 1,740,825 1,793,582 1,834,811 5,369,218 2,144,160
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	❷ 介護保険料の設定

　第 1 号被保険者介護保険料基準額は、次の手法で積算しました。

介護給付費　　　　　　　　　　　　　＝　117,154,157,000 円
地域支援事業費　　　　　　　　　　　＝　　 5,369,218,000 円
調整交付金不足額（0.85％）　　　　　＝　　 1,025,422,000 円
※調整交付金は、市町村ごとの介護保険財政の調整を行うため、給付費の 5％相当分を交付される
ものですが、後期高齢者の加入割合と第１号被保険者の所得分布状況により、第 6 期の実績を勘案
し 4.15％として算出しました。
財政安定化基金拠出金　　　　　　　　＝　0 円（第 7 期は拠出なし）
財政安定化基金償還金　　　　　　　　＝　0 円（第 7 期は償還なし）
介護給付費準備基金取崩金　　　　　　＝　1,480,000,000 円
保険料収納率（現年分）　　　　　　　　＝　99.00％
第１号被保険者数（3 年間）　　　　　　＝　370,498 人

（所得段階分布による補正後）
・第 9 期の保険料基準額推計　月額 7,800 円

第 7 期介護保険料の状況
(1) 上昇要因

①高齢化の進展（要介護認定者の増） に伴う給付費の自然増
②第 1 号被保険者負担割合の増： 22％ → 23％
③介護報酬の改定（改定率＋ 0.54％）

(2) 抑制要因
①利用者負担の見直し
　（一定以上所得者の利用者負担の見直し：2 割負担者の一部→ 3 割負担）
②介護給付費準備基金の活用

第7期介護保険料基準額　月額6,300円

÷

÷

÷

（介護給付費＋地域支援事業費） × 第1号被保険者負担分   （23％）
　＋　調整交付金不足額　
　＋　財政安定化基金拠出金 ＋ 財政安定化基金償還金
　－　介護給付費準備基金取崩金　

保 険 料 収 納 率

第１号被保険者数

12ヶ月（3年間）

保険料収納必要額

保険料基準額

＝
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◎低所得者の保険料軽減
　平成 27 年 4 月から実施している公費負担による低所得者の保険料の軽減強化を引続き行います。

軽減に要する費用は、国が 1/2、県が 1/4、市が 1/4 を負担。

※１　老齢福祉年金・・・明治 44 年 4 月 1 日以前に生まれた方、または明治 44 年 4 月 2 日から

　　　　　　　　　　　　大正 5 年 4 月 1 日までに生まれた方で一定の要件を満たしている方が受給

　　　　　　　　　　　　している年金

※２　課税年金　・・・・ 障害年金と遺族年金以外の年金

※３　合計所得金額・・・実際の収入金額（課税年金、給与所得など）から必要経費相当の額（公的

　　　　　　　　　　　　年金控除額、給与所得控除額など）を差し引いた金額で、扶養控除や医療

　　　　　　　　　　　　費控除などの所得控除前の金額

　平成 31 年 10 月の消費税増税が実施される場合は、国から示される基準に基づき更なる軽減に適切

に対応します。

保険料段階区分 保険料基準額
に対する割合 軽減幅

第１ 段階

生活保護世帯及び老齢福祉年金（ ※ 1）受
給者、市民税世帯非課税かつ課税年金（※ 
2） 収入＋ 合計所得金額（ ※ 3）が 80 万
円以下

0.45　→　0.40 0.05
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◎所得段階別年額保険料（保険料率）

※平成 30 年 4 月より介護保険料算定方法について、合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所

　得に係る特別控除額と本人市民税非課税層は年金所得額を控除した額を用います。

区　　　分 基準額に
対する割合

年額保険料 ( 円 )
（月　額）

第１段階
生活保護世帯及び老齢福祉年金受給者、市民税
世帯非課税かつ年金収入＋合計所得金額－長期
譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除額－年
金所得が 80 万円以下

基準額× 0.45
（軽減適用前）

34,100
（2,835）

第２段階
市民税世帯非課税かつ年金収入＋合計所得金額
－長期譲渡所得・短期譲渡所得金額に係る特別
控除額－年金所得が 80 万円超 120 万円以下

基準額× 0.7 53,000
（4,410）

第３段階
市民税世帯非課税かつ年金収入＋合計所得金額
－長期譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除
額－年金所得が 120 万円超

基準額× 0.75 56,700
（4,725）

第４段階
市民税世帯課税かつ本人が市民税非課税で、年
金収入＋合計所得金額－長期譲渡所得・短期譲
渡所得に係る特別控除額－年金所得が 80 万円
以下

基準額× 0.85
64,300

（5,355）

第５段階
市民税世帯課税かつ本人が市民税非課税で、本
人の年金収入＋合計所得金額－長期譲渡所得・
短期譲渡所得に係る特別控除額－年金所得が
80 万円超

基準額× 1.0
75,600

（6,300）

第６段階
本人が市民税課税で合計所得金額－長期譲渡所
得・短期譲渡所得に係る特別控除額が 80 万円
未満

基準額× 1.15
87,000

（7,245）

第７段階
本人が市民税課税で合計所得金額－長期譲渡所
得・短期譲渡所得に係る特別控除額が 80 万円
以上 125 万円未満

基準額× 1.2
90,800

（7,560）

第８段階
本人が市民税課税で合計所得金額－長期譲渡所
得・短期譲渡所得に係る特別控除額が 125 万
円以上 190 万円未満

基準額× 1.3
98,300

（8,190）

第９段階
本人が市民税課税で合計所得金額－長期譲渡所
得・短期譲渡所得に係る特別控除額が 190 万
円以上 400 万円未満

基準額× 1.5
113,400
（9,450）

第 10 段階
本人が市民税課税で合計所得金額－長期譲渡所
得・短期譲渡所得に係る特別控除額が 400 万
円以上 700 万円未満

基準額× 1.85
139,900

（11,655）

第 11 段階
本人が市民税課税で合計所得金額－長期譲渡所
得・短期譲渡所得に係る特別控除額が 700 万
円以上 1,000 万円未満

基準額× 2.0
151,200

（12,600）

第 12 段階
本人が市民税課税で合計所得金額－長期譲渡所
得・短期譲渡所得に係る特別控除額が 1,000
万円以上

基準額× 2.1
158,800

（13,230）
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基本
施策 施策 取組 № 新規

継続 事業名 成果指標（現況） 成果指標（目標） 担当課 頁

Ⅰ健康づくりと介護予防の推進
1.　 
生涯を
通じた
健康づ
くり

（1） 
健康意
識の啓
発

①健康づく
り活動の推
進

1 継続 地域健康づくりの
推進

（平成 29 年度見込）
 
地域健康づくり展 
　開催地区数　78 地区 
　参加人数　14,000 人

（平成 32 年度目標）
 
地域健康づくり展 
　開催地区数　78 地区 
　参加人数　14,000 人

保健所地域
健康課 P29

②健康づく
りボランテ
ィアの育成
及び支援

2 継続
健康づくりボラン
ティアの育成及び
支援事業

（平成 29 年度見込）
 
保健推進員 
健康教室・がん検診の協力 
　920 回
がん検診受診勧奨訪問 
　6,500 件 
食生活改善推進員地区普及活動
実施回数　　　　234 回 
参加者数　　11,000 人

（平成 32 年度目標）

保健推進員
健康教室・がん検診の協力
　920 回
がん検診受診勧奨訪問
　6,500 件
食生活改善推進員地区普及活動
実施回数　　　　234 回
参加者数　　11,200 人

保健所地域
健康課 P29

（2） 
疾病の
予防及
び早期
発見・
早期治
療

①心身の機
能低下防止
対策の推進

3 継続 心身の機能低下防
止対策の推進

生活機能の低下を予防し、自立した生活を目指すための支
援を行います。 長寿福祉課 P29

②健康診査
事業の充実 4 継続 健康診査事業の充

実

（平成 29 年度見込）
 
緑内障検診受診率　　　　　
　　　　　　　　　8.8% 
歯周疾患検診受診率　　　　
　　　　　　　　　3.1% 
肝炎ウイルス検診受診率 
　　　　　　　　　8.0% 
骨粗しょう症検診受診率　　
　　　　　　　　13.5%

（平成 32 年度目標）
 
緑内障検診受診率　　　　　
　　　　　　　　11.8% 
歯周疾患検診受診率　　　　
　　　　　　　　　6.0% 
肝炎ウイルス検診受診率 
　　　　　　　　11.0% 
骨粗しょう症検診受診率 
　　　　　　　　16.5%

保健所地域
健康課 P30

③がん検診
事業の充実 5 継続 がん検診事業

（平成 29 年度見込）
 
がん検診受診率 
　胃がん　　　　20.0% 
　肺がん　　　　24.2% 
　大腸がん　　　23.8% 
　乳がん　　　　24.9% 
　子宮がん　　　20.1% 
　前立腺がん　　11.1%

（平成 32 年度目標）
 
がん検診受診率 
　胃がん　　　　25.0% 
　肺がん　　　　29.0% 
　大腸がん　　　26.0% 
　乳がん　　　　27.0% 
　子宮がん　　　23.0% 
　前立腺がん　　15.0%

保健所地域
健康課 P30

④脳卒中予
防の啓発 6 継続 脳卒中予防の啓発

（平成 29 年度見込）
 
脳卒中予防の健康教室 
参加者数　300 人

（平成 32 年度見込）
 
脳卒中予防の健康教室 
参加者数　500 人

保健所地域
健康課 P31

⑤感染症予
防対策の充
実

7 継続 感染症予防対策事
業

（平成 29 年度見込）
 
高齢者インフルエンザ予防接種
接種率　63.0% 
高齢者の肺炎球菌感染症 
予防接種接種率　48.0% 
結核検診受診率　35.0%

（平成 32 年度目標）
 
高齢者インフルエンザ予防接種
接種率　65.0% 
高齢者の肺炎球菌感染症 
予防接種接種率　50.0% 
結核検診受診率　35.0%

保健所保健
予防課 P31

⑥認知症予
防対策の充
実

8 継続 認知症予防対策の
推進 認知症予防のための知識・普及啓発に努めます。 長寿福祉課 P31

（3） 
生活習
慣改善
の推進

①健康相
談・健康教
育事業の充
実

9 継続 地域健康教育事業
の充実

（平成 29 年度見込） 
実施回数　　　500 回 
参加者数　15,000 人 

（平成 32 年度目標） 
実施回数　　　500 回 
参加者数　15,000 人 

保健所地域
健康課 P32

②栄養・食
生活改善の
推進

10 継続 栄養・食生活改善
の推進

（平成 29 年度見込）
 
食生活改善推進員地区普及活動 
実施回数　　　234 回 
参加者数　11,000 人

（平成 32 年度見込）
 
食生活改善推進員地区普及活動 
実施回数　　　234 回 
参加者数　11,200 人

保健所地域
健康課 P32

高齢者総合福祉プラン事業一覧
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基本
施策 施策 取組 № 新規

継続 事業名 成果指標（現況） 成果指標（目標） 担当課 頁

Ⅰ健康づくりと介護予防の推進
1.　 
生涯を
通じた
健康づ
くり

（3） 
生活習
慣改善
の推進

③プラス
1,000 歩
富山市民運
動の推進

11 継続
プラス 1,000 歩
富山市民運動の推
進

（平成 29 年度見込） 
 
プラス 1,000 歩チャレンジ
参加者数　1,300 人

（平成 32 年度目標） 
 
プラス 1,000 歩チャレンジ
参加者数　1,300 人

保健所地域
健康課 P32

④口腔衛生
対策の推進 12 継続 口腔衛生対策事業

（平成 29 年度見込） 
 
口腔衛生に関する健康教室 
実施回数　　　60 回 
参加者数　2,000 人

（平成 32 年度目標） 
 
口腔衛生に関する健康教室 
実施回数　　　60 回 
参加者数　2,000 人

保健所地域
健康課 P32

⑤受動喫煙
防止対策の
推進

13 継続 まちぐるみ禁煙支
援事業

公共の施設や職場、自治公民館、飲食店等で禁煙、分煙に
取り組む施設の増加を進め、受動喫煙防止に努めます。

保健所地域
健康課 P32

（4）
生涯ス
ポーツ
の推進

①歩くスポ
ーツの推進 14 継続 四季のウオーク事

業

（平成 29 年度見込） 
 
四季のウオーク参加者数 
　1,570 人

（平成 32 年度目標） 
 
四季のウオーク参加者数 
　3,000 人

スポーツ健
康課 P33

②地区・校
区単位のス
ポーツ教室
の開催

15 継続
地区・校区単位の
スポーツ教室の開
催

（平成 29 年度見込） 
 
開催団体数　30 団体

（平成 32 年度目標） 
 
開催団体数　35 団体

スポーツ健
康課 P33

③高齢者向
けの運動・
スポーツプ
ログラムの
提供

16 継続
高齢期の健康体力
つくり指導者講習
会

（平成 29 年度見込） 
 
受講者数　58 人

（平成 32 年度目標） 
 
受講者数　60 人

スポーツ健
康課 P33

2.
疾病の
重症化
予防、
二次障
害・障
害の重
度化予
防

（1）
疾病の
重症化
予防へ
の早期
対応

①糖尿病対
策の充実 17 継続 糖尿病対策の充実

（平成 29 年度実績） 
 
糖尿病予防教室 
参加者数　420 人

（平成 32 年度目標） 
 
糖尿病予防教室 
参加者数　450 人

保健所地域
健康課 P34

②難病等療
養相談会の
充実

18 継続 難病等療養相談会
の充実

（平成 29 年度見込） 
 
参加者数　50 人

（平成 32 年度目標） 
 
参加者数　50 人

保健所地域
健康課 P34

③訪問指導
事業の充実 19 継続 訪問指導事業

（平成 29 年度見込） 
 
訪問数　1,000 人

（平成 32 年度目標） 
 
訪問数　1,100 人

保健所地域
健康課 P34

（2）二
次障
害、障
害の重
度化予
防

①障害者福
祉プラザで
の健康づく
り教室の推
進

20 新規 健康づくり教室推
進事業

（平成 29 年度見込） 
 
健康づくり教室 
実施回数　― 
参加者数　―

（平成 32 年度目標） 
 
健康づくり教室 
実施回数　　4 回 
参加者数　80 人

障害福祉課 P35

②障害福祉
サービス事
業者等によ
る健康づく
りの推進

21 新規

障害福祉サービス
事業所等での健康
づくりプログラム
の推進

障害福祉サービス事業所等での健康づくりプログラムを推
進します。 障害福祉課 P35

③聞こえの
サポートの
推進

22 新規 聞こえのサポート
推進事業

聞こえのサポートができる人材育成を進めるため、①聞こ
えのサポートの実施団体を支援します。②聞こえのサポー
ト人材育成講座を開催します。

障害福祉課 P35
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基本
施策 施策 取組 № 新規

継続 事業名 成果指標（現況） 成果指標（目標） 担当課 頁

Ⅰ健康づくりと介護予防の推進
3.
高齢者
及び家
族介護
者の心
の健康
づくり
の推進

（1）
心の健
康づく
りの推
進

①心の健康
づくりの啓
発

23 継続 心の健康づくり事
業

（平成 29 年度見込） 
 
心の健康に関する講演会等参 
加者数　1,340 人

（平成 32 年度目標） 
 
心の健康に関する講演会等の
参加者数　1,640 人

保健所保健
予防課 P36

②精神保健
福祉相談の
充実

24 継続 精神保健福祉相談
事業

（平成 29 年度見込） 
 
専門職による相談窓口数　 
　8 か所

（平成 32 年度目標） 
 
専門職による相談窓口数　 
　8 か所

保健所保健
予防課 P36

③精神障害
者のネット
ワークづく
りの推進

25 継続
精神障害者のネッ
トワークづくり事
業

（平成 29 年度見込） 
 
ネットワーク数 
44 ネットワーク

（平成 32 年度目標） 
 
ネットワーク数　
66 ネットワーク

障害福祉課 P36

④アルコー
ル対策の充
実

26 継続 アルコール対策事
業

（平成 29 年度見込） 
 
アルコールに関する講座の参
加者数　120 人

（平成 32 年度目標） 
 
アルコールに関する講座の参
加者数　135 人

保健所保健
予防課 P36

⑤メンタル
ヘルスサポ
ーターの育
成

27 継続 メンタルヘルスサ
ポーター育成事業

（平成 29 年度見込） 
 
メンタルヘルスサポーター数
　85 人

（平成 32 年度目標） 
 
メンタルヘルスサポーター数
　95 人

保健所保健
予防課 P37

⑥家族介護
者の支援の
推進

28 継続 家族介護者の支援
事業 家族介護者の心の健康に関する相談を推進します。 保健所保健

予防課 P37

（2）
自殺対
策の推
進

①うつ病対
策の充実 29 継続 うつ病対策事業 講座等を行い、高齢者のうつ病対策を推進します。 保健所保健

予防課 P37

②ゲートキ
ーパーの養
成

30 継続 ゲートキーパーの
養成研修

（平成 29 年度見込） 
 
ゲートキーパーの養成研修参
加者数　330 人

（平成 32 年度目標） 
 
ゲートキーパーの養成研修参
加者数　360 人

保健所保健
予防課 P38

③かかりつ
け医と精神
科医の連携
体制の強化

31 継続
かかりつけ医と精
神科医の連携体制
強化事業

かかりつけ医と精神科医の連携体制を強化するよう努めま
す。

保健所保健
予防課 P38

4.
介護予
防の推
進

（1）
介護予
防推進
体制の
強化

①徹底した
「閉じこも
り予防」の
実施

32 新規 徹底した「閉じこ
もり予防」の実施

「介護予防」の基本となる「閉じこもり予防」にまずは重点
を置き、①対象者の発見、②対象者の誘い出し、③外出目的
となる活動とその「場」づくりを、住民にとって身近な存在
である老人クラブ等や地域包括支援センターを中心に取り組
んでいきます。

長寿福祉課 P39

②介護予防
施策の充実 33 継続 介護予防教室事業

（平成 29 年度見込） 
 
要介護状態になるおそれのあ
る高齢者を対象とした介護予
防教室参加者数 
　676 人 
　 
介護予防地域説明会 
開催数　　　　651 回 
参加者数　13,764 人 
 
介護予防普及啓発教室 
開催数　　　　　59 回 
参加者数　　1,512 人 

（平成 32 年度目標） 
 
要介護状態になるおそれのあ
る高齢者を対象とした介護予
防教室参加者数 
　697 人 
 
介護予防地域説明会 
開催数　　　　719 回　 
参加者数　15,201 人 
 
介護予防普及啓発教室 
開催数　　　　　77 回　 
参加者数　　1,709 人 

長寿福祉課 P39

③介護予防
推進会議の
開催

34 継続 介護予防推進事業 富山市介護予防推進会議を開催し、市民全体で介護予防を推
進します。 長寿福祉課 P40
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基本
施策 施策 取組 № 新規

継続 事業名 成果指標（現況） 成果指標（目標） 担当課 頁

Ⅰ健康づくりと介護予防の推進
4.
介護予
防の推
進

（1）
介護予
防推進
体制の
強化

④角川介護
予防センタ
ーの利用推
進

35 継続 角川介護予防セン
ター事業

拠点施設での介護予防の推進を行います。また、市民が各
地域において積極的に介護予防に取り組むための動機づけ
支援の充実を図ります。

長寿福祉課 P40

（2）
地域ぐ
るみの
介護予
防の推
進 ①介護予防

運動指導者
育成事業

36 継続 介護予防運動指導
者育成事業

（平成 29 年度見込） 
 
介護予防運動登録指導者数 
　119 人

（平成 32 年度目標） 
 
介護予防運動登録指導者数 
　128 人

長寿福祉課 P41

37 継続 介護予防いきいき
運動推進事業

（平成 29 年度見込） 
 
楽楽いきいき運動 
開催か所数（累計） 252 か所

（平成 32 年度目標） 
 
楽楽いきいき運動 
開催か所数（累計） 342 か所

長寿福祉課 P41

②パワーリ
ハビリテー
ションの推
進

38 継続 パワーリハビリテ
ーション事業

（平成 29 年度見込） 
 
パワーリハビリテーション教室 
開催か所数　　　31 か所 
参加者数　　　　260 人

（平成 32 年度目標） 
 
パワーリハビリテーション教室 
開催か所数　　36 か所 
参加者数　　　　287 人

長寿福祉課 P41

③介護予防
推進リーダ
ー活動の充
実

39 継続 介護予防推進リー
ダー事業

（平成 29 年度見込） 
 
リーダーの委嘱数 　562 人

（平成 32 年度目標） 
 
リーダーの委嘱数 　616 人

長寿福祉課 P42

④水のみ運
動の推進 40 継続 介護予防推進リー

ダー事業

（平成 29 年度見込） 
 
参加老人クラブ　410 クラブ

（平成 32 年度目標） 
 
参加老人クラブ　410 クラブ

長寿福祉課 P42

⑤介護予防
ふれあいサ
ークル事業

41 継続 介護予防ふれあい
サークル事業

（平成 29 年度見込）
　
介護予防ふれあいサークル数 
　840 サークル

（平成 32 年度目標）　

介護予防ふれあいサークル数 
　860 サークル

長寿福祉課 P42

⑥住民運営
の通いの場
の充実

42 新規 住民運営の通いの
場の充実

既存の取組を広く展開できるよう支援するとともに、多様
な生活支援のニーズに対応できる通いの場づくりの促進に
努めます。

長寿福祉課 P43

5.
地域を
支える
多様な
担い手
への支
援

（1）
健康づ
くり機
能の強
化

①地域ぐる
みで取り組
む健康づく
りの支援

43 継続
地域ぐるみで取り
組む健康づくりの
支援事業

（平成 29 年度見込） 
 
まちぐるみ健康づくり交流会 
　700 人 
 
地区健康づくり推進会議 
　78 地区 1,350 人

（平成 32 年度目標） 
 
まちぐるみ健康づくり交流会 
　700 人 
 
地区健康づくり推進会議 
　78 地区 1,400 人

保健所地域
健康課 P44

②情報化の
推進 44 継続 情報化の推進事業 広報やホームページへの健康情報への提供に努めます。 保健所地域

健康課 P44

（2）
健康ま
ちづく
りの推
進

①健康まち
づくりマイ
スターの養
成・支援

45 継続

健康まちづくり推
進モデル事業 

（健康まちづくり
マイスター養成講
座）

（平成 29 年度見込） 
 
育成総数　370 人

（平成 32 年度目標） 
 
育成総数　470 人

まちなか総
合ケアセン
ター

P45

②地区包括
的情報交換
会の開催

46 継続

健康まちづくり推
進モデル事業（地
区包括的情報交換
会）

（平成 29 年度見込） 
 
地区包括的情報交換会 
　10 地区

（平成 32 年度目標） 
 
地区包括的情報交換会 
　10 地区

まちなか総
合ケアセン
ター

P45
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基本
施策 施策 取組 № 新規

継続 事業名 成果指標（現況） 成果指標（目標） 担当課 頁

Ⅱ生きがいづくりと社会参加の推進
1.
元気な
高齢者
と地域
づくり
の推進

（1）
多様な
学び・
生きが
いづく
りの場
の提供

①各種高齢
者向け講座
の充実

47 継続 シニアライフ講座
運営事業

（平成 29 年度見込） 
 
シニアライフ講座 
　講座数　　　　142 教室 
　受講者数　　2,048 人

（平成 32 年度目標） 
 
シニアライフ講座 
　講座数　　　　152 教室 
　受講者数　　2,170 人

長寿福祉課
八尾行政サ
ービスセン
ター地域福
祉課
婦中行政サ
ービスセン
ター地域福
祉課

P48

48 継続 高齢者いきがい工
房

（平成 29 年度見込） 
 
高齢者いきがい工房講座 
大沢野地域 
　講座数　　　　　9 教室 
　受講者数　　　89 人

（平成 32 年度目標） 
 
高齢者いきがい工房講座 
大沢野地域 
　講座数　　　　10 教室 
　受講者数　　100 人

大沢野行政
サービスセ
ンター地域
福祉課

P48

49 継続 高齢者いきがい講
座等開催事業

（平成 29 年度見込） 
 
老人福祉センターいきがい講座 
大沢野地域 
　講座数　　　　　5 教室 
　受講者数　　100 人

（平成 32 年度目標） 
 
老人福祉センターいきがい講座 
大沢野地域 
　講座数　　　　　7 教室 
　受講者数　　150 人

大沢野行政
サービスセ
ンター地域
福祉課

P48

50 継続 高齢者いきがい対
策事業

（平成 29 年度見込） 
 
いきがいクラブ 
大山地域 
　講座数　　　　　6 教室 
　受講者数　　120 人 
 
いきいき健康教室 
山田地域 
　講座数　　　　　3 教室 
　受講者数　　130 人

（平成 32 年度目標） 
 
いきがいクラブ 
大山地域 
　講座数　　　　　6 教室 
　受講者数　　120 人 
 
いきいき健康教室 
山田地域 
　講座数　　　　　3 教室 
　受講者数　　130 人

大山行政サ
ービスセン
ター地域福
祉課
山田中核型
地区センタ
ー

P49

②市民大学
の充実 51 継続 市民大学の充実 多様な学習の場を設け、学ぶ仲間のふれあいを大切にした

自主的な活動を通じて、心豊かな人間形成を目指します。
市民学習セ
ンター P49

③ふるさと
づくりの推
進

52 継続 ふるさとづくりの
推進

各種公民館ふるさと講座を市立公民館で実施し、ふるさと
づくり事業を推進します。 生涯学習課 P49

④公民館活
動の充実 53 継続 公民館活動の充実

市立公民館の整備を進めるとともに、明るく生きがいのあ
る生活を創造できるような講座の開設、情報提供、自主学
習グループへの支援を行います。

生涯学習課 P50

⑤学習活動
等への支援 54 継続 壮年期キャリアア

ップ補助事業
壮年期（55 歳以上）の方の自己啓発を支援し、壮年期か
らの生きがいづくりに努めます 生涯学習課 P50

⑥農林業と
のふれあい
の場の提供

55 継続 農林業とのふれあ
いの場の提供

市民農園の開設、楽農学園事業の継続実施、森林ボランテ
ィア活動情報の提供を通じて高齢者の社会参加と生きがい
づくりを支援します。

農政企画課
森林政策課
営農サポー
トセンター
長寿福祉課

P50
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基本
施策 施策 取組 № 新規

継続 事業名 成果指標（現況） 成果指標（目標） 担当課 頁

Ⅱ生きがいづくりと社会参加の推進
1.
元気な
高齢者
と地域
づくり
の推進

（2）
地域で
の社会
活動の
推進

①老人クラ
ブ連合会の
連携強化

56 継続 老人クラブ連合会
の連携強化 老人クラブの組織強化や活性化を支援します。 長寿福祉課 P51

②老人クラ
ブ活動の活
性化・充実

57 継続 老人クラブ活動事
業

（平成 29 年度見込） 
 
ア　単位老人クラブ数 
　合　計　　　616 クラブ 
　富山地域　　478 クラブ 
　大沢野地域　　29 クラブ 
　大山地域　　　31 クラブ 
　八尾地域　　　51 クラブ 
　婦中地域　　　20 クラブ 
　山田地域　　　　5 クラブ 
　細入地域　　　　2 クラブ
 
イ　会員数 
　合　計　　　46,607 人 
　富山地域　　33,713 人 
　大沢野地域　　3,173 人 
　大山地域　　　1,906 人 
　八尾地域　　　4,230 人 
　婦中地域　　　2,912 人 
　山田地域　　　　163 人 
　細入地域　　　　510 人
 
ウ　加入率　　　　32.0%

（平成 32 年度目標） 
 
ア　単位老人クラブ数 
　合　計　　　616 クラブ 
　富山地域　　478 クラブ 
　大沢野地域　　29 クラブ 
　大山地域　　　31 クラブ 
　八尾地域　　　51 クラブ 
　婦中地域　　　20 クラブ 
　山田地域　　　　5 クラブ 
　細入地域　　　　2 クラブ
 
イ　会員数 
　合　計　　　47,018 人 
　富山地域　　34,274 人 
　大沢野地域　　3,153 人 
　大山地域　　　1,882 人 
　八尾地域　   　4,065 人 
　婦中地域　　　2,997 人 
　山田地域　　　　179 人 
　細入地域　　　　468 人
 
ウ　加入率　　　　32.7%

長寿福祉課 P51

③町内会、
自治会等の
活動参加の
推進

58 継続 町内会、自治会等
の活動参加の推進

町内会活動や地区の自治振興会等の活動を支援し、高齢者
の参加の促進を図ります。

市民生活相
談課 P53

（3）
ボラン
ティア
活動の
推進 ①ボランテ

ィア意識の
醸成

59 継続 ボランティア意識
の醸成

「高齢者自身がボランティア活動の受け手であるとともに提
供者にもなれる」ことへの意識啓発に努め、ボランティア
活動を通して高齢者が自らの能力を生かした積極的な社会
参加をしようとする意識の醸成を図ります。

男女参画・
市民協働課 P53

60 継続
男女共同参画の面
からのボランティ
ア活動の推進

「男女共同参画社会」の実現を目指すため、性別や年齢に捉
われることなく、あらゆる人々が様々な立場で培ってきた
経験やアイデアが活かされ、地域活動やボランティア活動
を積極的に行えるような環境整備に努めます。

男女参画・
市民協働課 P53

②地域での
ボランティ
ア活動の推
進（地域ぐ
るみ）

61 継続 地域でのボランテ
ィア活動の推進

地区単位で行われる地域住民の自主的な活動に対する経費
を助成することにより、地域における支え合いの体制づく
りに努めます。

社会福祉課 P53

③いきいき
クラブ（給
食・会食ボ
ランティア）
の充実

62 継続 いきいきクラブ開
催事業

（平成 29 年度見込） 
 
いきいきクラブ 
延配食数　　　15,568 食 
延ボランティア数　7,139 人

（平成 32 年度目標） 
 
いきいきクラブ 
延配食数　　　15,568 食 
延ボランティア数　7,139 人

長寿福祉課 P54

（4）
就業機
会の充
実・就
労活動
の推進

①シルバー
人材センタ
ーの充実

63 継続 シルバー人材セン
ター運営事業

（平成 29 年度見込） 
 
富山市シルバー人材センター 
会員数　　　　　1,875 人 
年間契約件数　 18,000 件

（平成 32 年度目標） 
 
富山市シルバー人材センター 
会員数　　　　　1,950 人 
年間契約件数 　18,400 件

長寿福祉課 P54

②高齢者雇
用の環境整
備

64 継続 高齢者雇用の環境
整備

高齢者の多様な就業形態による雇用の促進を図るため、雇
用機会の拡大に努めていきます。 商業労政課 P55

③高齢者の
起業環境支
援

65 新規 高齢者創業支援推
進事業

（平成 29 年度見込） 
 
高齢者創業支援件数　2 件

（平成 32 年度目標） 
 
高齢者創業支援件数　3 件

工業政策課 P55
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基本
施策 施策 取組 № 新規

継続 事業名 成果指標（現況） 成果指標（目標） 担当課 頁

Ⅱ生きがいづくりと社会参加の推進
1.
元気な
高齢者
と地域
づくり
の推進

（5） 
発表の
場・交
流機会
の充実

①芸術との
出会いづく
りの推進

66 継続 芸術との出会いづ
くりの推進

各種文化施設を活用して、優れた芸術・文化を鑑賞する機
会を提供するとともに、市民の芸術・文化活動の発表や練
習の場、交流の機会の充実に努めます。

文化国際課 P56

②発表の場
の提供 67 継続 発表の場の提供 福祉フェスティバル、作品展、市役所での発表 長寿福祉課 P56

（6） 
高齢者
のふれ
あいの
場の確
保

①地域での
高齢者集会
場の確保

68 継続 地域での高齢者集
会場の確保

高齢者と地域社会とのふれあいの場を継続的に創出するた
め、自治公民館を建設する場合の助成や、地域活動に対す
る講師・指導者の派遣などを支援します。

生涯学習課 P56

69 継続 学校施設の活用 学校教育と施設管理に支障のない範囲で、余裕教室等の活
用に努めます。 学校教育課 P57

70 継続 高齢者サロン設置
事業

地域自らが設置する高齢者サロンに対して支援し、高齢者
の閉じこもり防止、生きがい創出、地域コミュニティの強
化に努めます。　（参考 : 平成 26 年度…2 か所設置）

市民生活相
談課 P57

②生活に密
着した施設
の活用によ
る交流の場
の確保

71 継続 ふれあい入浴事業

（平成 29 年度見込） 
 
ふれあい入浴券交付人数 
　38,330 人 

（平成 32 年度目標）
 
ふれあい入浴券交付人数 
　40,588 人

長寿福祉課 P57

③老人福祉
センター等
の利用の促
進

72 継続 老人福祉センター
等の機能の充実

（平成 29 年度見込） 
 
老人福祉センター等利用者数 
　224,000 人

（平成 32 年度目標） 
 
老人福祉センター等利用者数
　224,000 人

長寿福祉課 P57

（7） 
高齢者
の外出
機会の
創出

①孫とおで
かけ支援事
業

73 継続 孫とおでかけ支援
事業

高齢者の外出機会を促進するとともに、世代間交流を通じ
て絆の醸成に努めます。

交通政策課 
生涯学習課 P58

②コミュニ
ティガーデ
ン事業

74 継続 コミュニティガー
デン事業

コミュニティガーデンを通じて、外出機会や生きがいを創
出するとともに、ソーシャルキャピタル（社会的絆）の醸
成を図ります。

公園緑地課
市民生活相
談課
長寿福祉課

P59

③賑わいの
あるまちづ
くり

75 継続 おでかけ定期券事
業

（平成 29 年度見込） 
 
おでかけ定期券利用申込者数 
　24,600 人

（平成 32 年度目標）
 
おでかけ定期券利用申込者数 
　30,000 人

中心市街地
活性化推進
課

P59

④農林業と
のふれあい
の場の提供

［再掲］

76 継続 農林業とのふれあ
いの場の提供

市民農園の開設、楽農学園事業の継続実施、森林ボランテ
ィア活動情報の提供を通じて高齢者の社会参加と生きがい
づくりを支援します。

農政企画課 
森林政策課
営農サポー
トセンター
長寿福祉課

P60

（8）
高齢者
福祉の
情報提
供の推
進

77 継続 高齢者福祉に関す
る情報提供の推進

多様な広報媒体による情報提供を行うとともに、市民の地
域福祉の構成員としての意識向上に努めます。 長寿福祉課 P60
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基本
施策 施策 取組 № 新規

継続 事業名 成果指標（現況） 成果指標（目標） 担当課 頁

Ⅱ生きがいづくりと社会参加の推進
2. 
市民意
識の啓
発

（1） 
福祉教
育の推
進

78 継続 福祉教育の推進
社会奉仕活動や福祉施設等での交流、「社会に学ぶ「14 歳
の挑戦」」などの事業を通じて、高齢社会の課題や高齢者に
対する理解を深める施策を支援します。

学校教育課 P60

（2） 
敬老意
識の啓
発

79 継続 敬老意識の啓発 地域や関係団体との連携を図りながら、敬老意識の醸成に
努めていきます。 長寿福祉課 P60

3.
世代間
交流の
推進

（1） 
世代間
ふれあ
い活動
の推進

①子どもた
ちとの世代
間交流の推
進

80 継続 福祉教育の推進

高齢者が児童とふれあうことで、生きがいづくりにつなが
るよう、これまで以上に保育参加の機会の拡大に努めてい
きます。また、高齢者に学び、共に生きる心を育てる教育
の更なる拡充発展を目指します。

こども支援課
学校教育課 P61

②孫とおで
かけ支援事
業［再掲］

81 継続 孫とおでかけ支援
事業

高齢者の外出機会を促進するとともに、世代間交流を通じ
て絆の醸成に努めます。

交通政策課
生涯学習課 P61

③コミュニ
ティガーデ
ン事業［再
掲］

82 継続 コミュニティガー
デン事業

コミュニティガーデンを通じて、外出機会や生きがいを創
出するとともに、ソーシャルキャピタル（社会的絆）の醸
成を図ります。

公園緑地課
市民生活
相談課
長寿福祉課

P61

④ふるさと
づくりの推
進［再掲］

83 継続 ふるさとづくりの
推進

各種公民館ふるさと講座を市立公民館で実施し、ふるさと
づくり事業を推進します。 生涯学習課 P61

Ⅲ 地域における自立した日常生活を支援する体制の整備
1. 
地域包
括ケア
システ
ムの深
化・推
進

（1） 
地域ケ
ア推進
体制の
整備

①地域包括
支援センタ
ーの機能強
化

84 継続 地域包括支援セン
ターの機能強化

地域包括支援センターが地域包括ケアシステムの中核的機
関として、地域包括支援センター運営協議会での事業の実
施状況の評価・議論を踏まえ、これまでの取り組みを一層
充実させるよう支援します。

長寿福祉課 P65

85 継続 住民参加の啓発
（平成 29 年度見込） 
 
地域説明会の開催　651 回

（平成 32 年度目標） 
 
地域説明会の開催　719 回

長寿福祉課 P65

86 継続 地域の関係機関と
の連携強化 地域の関係機関とのネットワークづくりに努めます。 長寿福祉課 P65

87 継続 総合相談支援事業
等の充実

高齢者の各種相談対応をし、適切なサービスや機関、また
は制度の利用につなげていきます。 長寿福祉課 P66

88 継続 職員の資質の向上 職員研修会を実施し、知識の習得や技術の向上を図ります。長寿福祉課 P66

②地域ケア
会議の推進

89 継続 地域ケア会議の推
進

地域ケア会議を地域包括支援センターごとに開催し、解決
困難な問題や地域における課題について解決策を検討する
とともに広域的な支援体制の整備を図ります。

長寿福祉課 P66

90 新規
介護予防のための
地域ケア個別会議
の推進

自立支援・重度化防止等に資するケアマネジメントが実施
できているかを、多職種協働による「介護予防のための地
域ケア個別会議」で検討し、個別ケースに対するケアマネ
ジメントの質の向上を図ります。

長寿福祉課 P66

③まちなか
総合ケアセ
ンターにお
ける地域包
括ケア体制
の推進

91 継続

まちなか総合ケア
センターにおける
地域包括ケア体制
の推進

まちなか診療所、医療介護連携室、まちなかサロン等の行
政サービスを一元的・包括的に提供する複合型の地域包括
ケア拠点施設として、地域住民が安心して健康に生活でき
る健康まちづくりを推進します。

まちなか総
合ケアセン
ター

P67



142

基本
施策 施策 取組 № 新規

継続 事業名 成果指標（現況） 成果指標（目標） 担当課 頁

Ⅲ 地域における自立した日常生活を支援する体制の整備
1. 
地域包
括ケア
システ
ムの深
化・推
進

（1） 
地域ケ
ア推進
体制の
整備

④生活支援
コーディネ
ーターの育
成

92 新規 生活支援コーディ
ネーターの育成

「生活支援コーディネーター」を育成するとともに、協議体
と社会資源に関する情報を共有しながら、生活支援サービ
スの充実及び、ボランティア等の生活支援・介護予防の担
い手の養成・発掘に向けた取組みを推進します。

長寿福祉課 P68

（2） 
地域ふ
れあい・
助け合
い・支
えあい
の推進

①地域での
見守り体制
の整備

93 継続 要援護高齢者地域
支援ネットワーク

民生委員や町内会等と連携し、支援が必要な高齢者の把握
に努め、その人が住む地域における見守りネットワークを
構築し、要援護高齢者の在宅生活を支援します。

長寿福祉課 P69

94 継続
ライフライン事業
者等による地域見
守り活動

 ライフライン事業者等が、地域の異変に気づき、連絡する
窓口を明確化し、事実確認から必要な支援などの対応がス
ムーズにつがるよう体制を整えます 。

社会福祉課
長寿福祉課 P69

95 継続「地域生活応援団」
設立支援

日常的な買物が困難な市民を対象に、地域住民やボランテ
ィア・NPO などが商業者と一体となって買物支援サービ
スを提供する「地域生活応援団」の設立を支援し、買物の
不便さを解消します。

男女参画・
市民協働課 P69

96 継続 介護予防ボランテ
ィアの育成・支援

ボランティア育成支援を行い、地域のボランティア活動を
推進するとともに、ボランティア活動をしやすい仕組みを
整えます。　

長寿福祉課 P69

97 継続 介護予防・福祉情
報の提供

地域の社会資源を情報誌として作成し、分かりやすく提供
します。 長寿福祉課 P69

2. 
日常生
活支援
サービ
スの推
進

（1） 
在宅福
祉サー
ビスの
推進

①日常生活
サービスの
充実

98 継続「食」の自立支援
事業

配食サービスを提供するとともに安否確認も行い、自立と
生活の質の確保を図ります。 長寿福祉課 P70

99 継続 緊急通報装置設置
事業

緊急通報装置を貸付し、定期的・日常的な安否確認により、
精神的な不安と孤独感の解消を図ります。 長寿福祉課 P70

100 継続 高齢者福祉電話設
置事業 福祉電話の設置により、高齢者の安否の確認等を行います。長寿福祉課 P70

101 継続 寝具洗濯乾燥消毒
事業 寝具等の洗濯乾燥等により、保健衛生の向上を図ります。 長寿福祉課 P70

102 継続 おむつ支給事業 おむつ引換券等を交付し、介護の苦労と経済的負担の軽減
を図ります。 長寿福祉課 P70

103 継続 日常生活用具給付
事業

日常生活に便宜を図っていただくため、自動消火器、火災
警報器、電磁調理器を給付します。 長寿福祉課 P70

104 継続 生きがい対応型デ
イサービス事業

生きがい対応型デイサービス事業を実施し、要介護状態へ
の移行の防止に努めます。 長寿福祉課 P70

105 継続 介護手当事業 介護者の労をねぎらうとともに、経済的支援を図るため、
介護手当を支給します。 長寿福祉課 P71

106 継続 軽度生活援助事業 ひとり暮らし高齢者の生活を支援するため軽易な日常生活
上の援助サービスを実施します。 長寿福祉課 P71

107 継続 高齢福祉推進員事
業

高齢福祉推進員の設置により、ひとり暮らし高齢者の孤独
感の解消と不慮の事故の防止に努めます。 長寿福祉課 P71

108 継続 自立支援サービス
事業

自立支援サービス（ホームヘルプ・デイサービス・通所リ
ハビリテーション）の提供を行います。 長寿福祉課 P71
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基本
施策 施策 取組 № 新規

継続 事業名 成果指標（現況） 成果指標（目標） 担当課 頁

Ⅲ 地域における自立した日常生活を支援する体制の整備
2. 
日常生
活支援
サービ
スの推
進

（1） 
在宅福
祉サー
ビスの
推進

②質の高い
サービスの
効果的な提
供の促進

109 新規
質の高いサービス
の効果的な提供の
促進

市民や事業者に対して、介護予防・日常生活支援総合事業
の趣旨や制度内容に関する周知啓発を行いながら、現行相
当のサービス等を提供するとともに、地域の実情に応じた
住民等の多様な主体による生活支援・介護予防サービスの
提供などを検討し、総合的に高齢者を支援する体制の構築
を目指します。

長寿福祉課 P71

（2） 
外出支
援サー
ビスの
推進

①福祉施策
としての外
出支援の推
進

110 継続 福祉施策としての
外出支援の推進

外出支援タクシー券事業を行い、要介護高齢者の外出や社
会参加を支援します。 長寿福祉課 P72

②交通施策
としての外
出支援の充
実

111 継続 交通施策としての
外出支援の充実

おでかけ定期券による外出支援サービスを提供し、高齢者
の生活の質の確保を図ります。

中心市街地
活性化推進
課

P72

3. 
地域医
療及び
在宅医
療・介
護連携
の推進

（1） 
地域医
療体制
の整備

①日常医療
の充実 112 継続 日常医療の充実事

業

病気の治療だけでなく、病気や寝たきりの予防など、個人
の生活や健康状態に適した医療サービスを受けられるよう、
かかりつけ医を推進します。

保健所地域
健康課
長寿福祉課

P73

②初期救急
医療の適正
化

113 継続 初期救急医療の適
正化

富山市・医師会急患センターが初期救急の役割を果たすこ
とで、二次救急医療機関の負担の軽減と、救急医療体制の
適正化に努めます。

社会福祉課 P73

（2） 
在宅医
療・介
護連携
の推進 ①在宅医療

と介護の連
携強化

114 継続 在宅医療と介護の
連携の強化

在宅医療と介護連携についての啓発を行い、切れ目のない
提供体制の構築を推進します。

長寿福祉課
まちなか総
合ケアセン
ター

P73

115 継続 医療機関との連携
の強化

医療機関との連携についての研修会を実施し、連携が図れ
る体制づくりに取り組みます。 長寿福祉課 P74

4. 
認知症
高齢者
施策の
推進

（1） 
認知症
の知識
の普及・
啓発

①市民への
啓発活動の
推進

116 継続 市民への啓発活動
の推進 9 月を認知症月間とし、講演会等の啓発活動を行います。 長寿福祉課 P76

②啓発のた
めの人材の
育成

117 継続 啓発のための人材
の育成 認知症キャラバン・メイトの養成と支援を行います。 長寿福祉課 P76

③認知症サ
ポーターの
養成

118 継続 認知症サポーター
の養成

（平成 29 年度見込） 
 
認知症サポーター数 
　約 32,000 人 
　 
1 人の認知症高齢者を 1.8 人
の認知症サポーターが支える。

（平成 32 年度目標） 
　 
認知症サポーター数 
　約 42,000 人 
　 
1 人の認知症高齢者を約 2 人
の認知症サポーターが支える。

長寿福祉課 P77

119 新規 認知症サポーター
上級者の養成

（平成 29 年度見込み） 
 
認知症サポーター上級者数 
　―

（平成 32 年度目標） 
 
認知症サポーター上級者数 
　32 人

長寿福祉課 P78

（２） 
認知症
ケア体
制の整
備

①早期発
見・早期対
応システム
の充実

120 継続 早期発見・早期対
応システムの充実

地域における認知症の啓発を行い、認知症高齢者を身近な
地域で経済的に支援する体制を整えます。 長寿福祉課 P78

②認知症ケ
アの質の向
上

121 継続 認知症ケアの質の
向上

認知症ケアの質の向上を目指した研修や事例検討会を開催
します。 長寿福祉課 P78
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基本
施策 施策 取組 № 新規

継続 事業名 成果指標（現況） 成果指標（目標） 担当課 頁

Ⅲ 地域における自立した日常生活を支援する体制の整備
4. 
認知症
高齢者
施策の
推進

（２） 
認知症
ケア体
制の整
備

③介護者へ
の支援 122 継続 介護者への支援

（平成 29 年度見込） 
 
認知症カフェ設置数　10 か所 
認知症家族介護教室　32 回

（平成 32 年度見込） 
 
認知症カフェ設置数　32 か所 
認知症家族介護教室　32 回

長寿福祉課 P78

④地域での
見守り体制
の充実

123 継続 地域での見守り体
制の充実

（平成 29 年度見込） 
 
認知症高齢者見守りネットワ
ーク数 
　238 ネットワーク

 
 
認知症高齢者見守りネットワ
ーク協力団体数 
　640 団体

（平成 32 年度目標） 
 
認知症高齢者見守りネット
ワーク数 
　322 ネットワーク 

（徘徊等の疑いのある高齢者
を中心にネットワークを構
築） 
 
認知症高齢者見守りネット
ワーク協力団体数 
　736 団体

長寿福祉課 P79

⑤認知症徘
徊 SOS ネ
ットワーク
の推進

124 継続
認知症徘徊 SOS
ネットワークの推
進

（平成 29 年度見込） 
 
認知症高齢者徘徊 SOS 緊急
ダイヤル利用登録者数 
　520 人 
 
認知症高齢者徘徊 SOS 緊急
ダイヤル協力団体数 
　585 団体

（平成 32 年度目標） 
 
認知症高齢者徘徊 SOS 緊
急ダイヤル利用登録者数 
　604 人 
 
認知症高齢者徘徊 SOS 緊
急ダイヤル協力団体数 
　625 団体

長寿福祉課 P79

125 新規 ICT 活用認知症高
齢者捜索支援事業

（平成 29 年度見込） 

　― 
　

（平成 32 年度目標） 
 
モデル事業実施地区 
　9 地区

長寿福祉課 P79

⑥若年性認
知症施策の
推進

126 継続 若年性認知症対策
の推進

若年性相談・支援センターと連携しながら、若年性認知症
対策を推進します。 長寿福祉課 P80

5. 
高齢者
等の権
利擁護
の推進

（1） 
成年後
見 ･ 権
利擁護
の推進

①日常生活
自立支援事
業の充実

127 継続 日常生活自立支援
事業の充実

認知症高齢者等の日常的金銭管理や福祉サービスの利用手
続の支援を行います。 長寿福祉課 P81

②成年後見
制度の推進 128 継続 成年後見制度の推

進
判断能力の不十分な方等に対し、財産管理や介護サービス
等の利用契約を行います。 長寿福祉課 P81

③市民後見
推進事業の
充実

129 継続 市民後見推進事業
の充実 市民後見人の養成を行います。 長寿福祉課 P81

（２） 
高齢者
虐待防
止の推
進

①高齢者虐
待の未然防
止

130 継続
高齢者虐待に関す
る知識・理解の普
及・啓発

虐待を未然に防ぐための知識や通報についての啓発を行い
ます。 長寿福祉課 P82

②高齢者虐
待の早期発
見・早期対
応システム
の充実

131 継続
高齢者虐待の早期
発見・早期対応シ
ステムの充実

地域包括支援センターに相談窓口を設置し、関係機関との
連携により、早期に発見し、対応できる仕組みを整えます。長寿福祉課 P82

③相談援助
者・サービ
ス事業者等
の資質の向
上（相談体
制の充実）

132 継続

相談援助者・サー
ビス事業者等の資
質の向上（相談体
制の充実）

虐待事例に積極的に取り組めるよう相談援助者の専門性や
資質の向上に努めます。 長寿福祉課 P82

④虐待を受
けた高齢者
への支援

133 継続 高齢者への支援 虐待を受けた高齢者に対し、市が必要に応じ、成年後見支
援利用支援事業等の活用により支援を行います。 長寿福祉課 P82
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基本
施策 施策 取組 № 新規

継続 事業名 成果指標（現況） 成果指標（目標） 担当課 頁

Ⅲ 地域における自立した日常生活を支援する体制の整備
５． 
高齢者
等の権
利擁護
の推進

（２） 
高齢者
虐待防
止の推
進

⑤高齢者を
養護する者
への支援

134 継続 養護者への支援 虐待防止に向け、養護者への支援を行います。 長寿福祉課 P83

⑥養介護施
設従事者等
による高齢
者虐待の防
止

135 継続
養介護施設従事者
等による高齢者虐
待の防止

適切なケアの実施と虐待防止のための研修を実施します。 長寿福祉課 P83

Ⅳ コンパクトで潤いと安らぎのある魅力的なまちづくり
1.　 
コンパ
クトな
まちづ
くりと
賑わい
と交流
の都市
空間の
整備

（1） 
「お団
子と串」
の都市
構造の
構築

136 継続「お団子と串」の
都市構造の構築

（平成 29 年度見込） 
 
総人口に占める「公共交通が
便利な地域に居住する人口」
の割合 
　37.1%

（平成 32 年度目標） 
 
総人口に占める「公共交通
が便利な地域に居住する人
口」の割合 
　39.2%

都市政策課 P86

（2） 
中心市
街地の
活性化 ①まちなか

居住の推進 137 継続 まちなか居住の推
進

（平成 29 年度見込） 
 
総人口に占める「公共交通が
便利な地域に居住する人口」
の割合 
　37.1%

（平成 32 年度目標） 
 
総人口に占める「公共交通
が便利な地域に居住する人
口」の割合 
　39.2%

居住対策課 P87

②賑わいの
あるまちづ
くり［再掲］

138 継続 おでかけ定期券事
業

（平成 29 年度見込） 
 
おでかけ定期券利用申込者数 
　24,600 人

（平成 32 年度目標） 
 
おでかけ定期券利用申込者数 
　30,000 人

中心市街地
活性化推進
課

P87

（3） 
公共交
通機関
の利便
性向上

①基幹交通
の利便性向
上

139 継続 基幹交通の利便性
向上

公共交通の活性化を推進するとともに、利用者の利便性、
快適性の向上を図ります。 交通政策課 P88

②生活交通
の確保 140 継続 生活交通の確保

( 平成 29 年度見込） 
 
公共交通 1 日平均利用者数
の富山市人口当たりの割合 
　15.1%

（平成 32 年度目標） 
 
公共交通 1 日平均利用者数
の富山市人口当たりの割合 
　15.4%

交通政策課 P88

2.　 
バリア
フリー
の推進
と潤い
のある
生活空
間の整
備

（1） 
バリア
フリー
のまち
づくり
の推進

141 継続 バリアフリーのま
ちづくりの推進

公共施設のバリアフリー化を進めるとともに、「施設間等
の移動の連続性」の確保に努めます。また、個人住宅等の
バリアフリー化に対する助成を行います。

建築指導課 
障害福祉課 
介護保険課 
長寿福祉課

P89

（2） 
安心し
て通行
できる
快適な
歩行空
間の確
保

①道路の整備 142 継続 道路の整備

（平成 27 年度〜平成 29 年
度見込） 
                        　 
歩行空間の補修工事 
　1.46Km 
 
歩行空間の整備工事 
　0.40Km

（平成 30 年度〜平成 32 年
度目標） 
 
歩行空間の補修工事 
　1.95Km 
 
歩行空間の整備工事 
　0.56Km

道路河川整
備課

道路河川管
理課

P89

②出会いと
交流の空間
づくり

143 継続 出会いと交流の空
間づくり

（平成 27 年度〜平成 29 年
度見込） 
 
無電柱化に伴う歩道整備 
　245m

（平成 30 年度〜平成 32 年
度目標） 
 
無電柱化に伴う歩道整備 
　670m

道路河川整
備課　　　 P90

（3） 
緑化の
推進と
公園の
整備

①緑化の推進 144 継続 緑化の推進 市民全体の緑化活動を推進し、リーダーとなる人材の育成
や、花のあるまちづくり推進を支援します 公園緑地課 P90

②公園緑地
などの整備 145 継続 公園緑地の整備

（平成 29 年度見込） 
 
市民 1 人当りの公園緑地面積 
　14.39m2

（平成 32 年度目標） 
 
市民 1 人当りの公園緑地面積 
　14.54m2

公園緑地課 P90



146

基本
施策 施策 取組 № 新規

継続 事業名 成果指標（現況） 成果指標（目標） 担当課 頁

Ⅳ コンパクトで潤いと安らぎのある魅力的なまちづくり
3. 
安心で
きる住
まいの
確保

（1） 
多様な
住まい
への支
援

146 継続 多様な住まいへ
の支援

多様化する高齢者の住宅ニーズに対応できるよう新たな居
住形態の調査・研究に努めるとともに、整備のあり方、支
援策について検討します。

長寿福祉課 P91

（2） 
住宅改
造資金
支援体
制の充
実

①ねたきり
防止等住宅
整備の充実

147 継続 ねたきり防止等
住宅整備の充実

高齢等のため身体機能が低下しても、できる限り自宅で生
活し、ねたきりにならないよう、高齢者向けの住宅整備を
支援します。

長寿福祉課 P91

（3） 
生活支
援型施
設の整
備

①市営住宅
の整備 148 継続 高齢者向け改善

住戸の整備
（平成 29 年度見込） 
 
高齢者向け改善住戸　95 戸

（平成 32 年度目標） 
 
高齢者向け改善住戸　107 戸

市営住宅課 P91

②高齢者
世話付住
宅（シルバ
ーハウジン
グ）による
生活支援の
充実

149 継続

高齢者世話付住
宅（シルバーハ
ウジング）によ
る生活支援の充
実

高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）の資源を活用し
入居者が安全かつ快適な生活を送れるよう支援していきま
す。

市営住宅課 P92

③高齢者向
け賃貸住宅
の供給促進

150 継続 高齢者向賃貸住
宅の供給促進

（平成 29 年度見込） 
 
高齢者向け賃貸住宅供給戸数 
　179 戸

（平成 32 年度目標） 
 
高齢者向け賃貸住宅供給戸数 
　239 戸

居住対策課 P92

4. 
総合的
な安全
対策の
強化

（1） 
交通安
全対策
の推進

①交通安全
教育と意識
啓発活動の
充実

151 継続 交通安全アドバ
イザー活動事業

（平成 29 年度見込） 
 
アドバイザー数　244 人

（平成 32 年度目標） 
 
アドバイザー数　250 人

生活安全交
通課 P93

152 継続 高齢者交通安全
対策事業

（平成 29 年度見込） 
 
交通安全教室開催数　80 回

（平成 32 年度目標） 
 
交通安全教室開催数　80 回

生活安全交
通課 P93

153 継続
高齢者運転免許
自主返納者への
支援

（平成 29 年度見込） 
 
高齢者運転免許自主返納支
援事業申請者数 
　1,207 件

（平成 32 年度目標） 
 
高齢者運転免許自主返納支援
事業申請者数 
　2,165 件

生活安全交
通課 P93

154 継続 高齢者事故件数
（平成 29 年度見込） 
 
高齢者事故件数　476 件

（平成 32 年度目標） 
 
高齢者事故件数　437 件

生活安全交
通課 P93

②交通安全
を確保する
ための環境
整備

155 継続
交通安全を確保
するための環境
整備

路面表示による自転車走行空間整備や、放置自転車を防止
するための駐輪環境整備を進めます。

生活安全交
通課 P94

（2） 
地域の
連携で
支える
雪対策
等の推
進

①歩道除雪
の推進 156 継続 歩道除雪の推進

人通りの多い駅周辺や公共施設に通じる歩道などの除雪要
望に対応するため、市民の皆さんの理解と協力を得て、歩
道除雪の推進に努めます。

道路河川管
理課 P94

②地域ぐる
み除雪活動
の推進

157 継続 地域ぐるみ除雪
活動の推進

各地域の実情に応じた除排雪体制を検討していくととも
に、豪雪地帯における高齢者世帯への支援を行います。

市民生活相
談課 P94

（３） 
防災・
防犯・
消費生
活対策
の推進

①避難行動
要支援者支
援の推進

158 継続 避難行動要支援
者支援事業

避難に支援が必要な高齢者を安全に避難できる仕組みづく
りの推進に努めます。 防災対策課 P94

②自主防災
組織の育成
等

159 継続 自主防災組織の
育成等

（平成 29 年度見込） 
 
組織率　61.3％

平成 32 年度目標） 
 
組織率　67.8％

防災対策課 P95
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基本
施策 施策 取組 № 新規

継続 事業名 成果指標（現況） 成果指標（目標） 担当課 頁

Ⅳ コンパクトで潤いと安らぎのある魅力的なまちづくり
4. 
総合的
な安全
対策の
強化

（３） 
防災・
防犯・
消費生
活対策
の推進

③火災予防
の推進

160 継続 出前講座の実施
（平成 29 年度見込）
 
実施回数　200 回

（平成 32 年度目標）

実施回数　200 回
消防局予防課 P95

161 継続
ひとり暮らし高齢
者家庭の防火訪問
の実施

（平成 29 年度見込） 
 
実施件数　2,500 件

（平成 32 度目標） 
 
実施件数　2,500 件

消防局予防課 P95

162 継続 火災予防の推進

（平成 29 年度見込） 
 
住宅用火災警報器設置率 
　90.0%

（平成 32 年度目標） 
 
住宅用火災警報器設置率 
　90.0%

消防局予防課 P95

④応急手当
普及啓発の
推進

163 継続 応急手当普及啓発
の推進

（平成 29 年度見込） 
 
救命講習会受講者数 
　18,000 人

（平成 32 年度目標） 
 
救命講習会受講者数 
　18,000 人

消防局警防課 P96

⑤悪質商法
などの消費
者トラブル
の防止

164 継続 消費生活講座の実
施

（平成 29 年度見込） 
 
実施回数　105 回

（平成 32 年度目標） 
 
実施回数　122 回

消費生活セ
ンター P96

165 継続 消費生活センター
消費生活に関するトラブル等の相談を、年末年始および
CiC ビル休館日を除き通年で受け付けます。また、消費
者トラブルの未然防止に努めます。

消費生活セ
ンター P96

166 継続 通話録音装置
振り込め詐欺や悪質な電話勧誘から守るため、市内の概
ね 65 歳以上の高齢者を対象として、通話録音装置の無
償貸与を実施します。

消費生活セ
ンター P96

⑥木造住宅
の耐震化の
推進

167 継続 木造住宅耐震改修
支援事業

木造住宅耐震改修支援事業を行いながら耐震基準を満た
すことの重要性や耐震改修の普及啓発、促進に努めます。 建築指導課 P96
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基本
施策 施策 取組 № 新規

継続 事業名 成果指標（現況） 成果指標（目標） 担当課 頁

Ⅴ 介護保険事業における保険者機能の強化
1. 
安心の
介護を
提供す
るため
に

（1） 
介護保
険制度
の円滑
な実施

①保険財政
の健全運営 168 継続 保険財政の健全運

営
適正な介護サービスの基盤整備と適切な介護保険料の設
定を行います。 介護保険課 P100

②適正な要
介護認定 169 継続 適正な要介護認定 外部委託で作成した認定調査票の全件点検を行います。 介護保険課 P100

③介護保険
料の適正納
付の推進

170 継続 介護保険料の適正
納付

（平成 29 年度見込） 
 
第 1 号被保険者保険料徴収率 
　97.9%

（平成 32 年度目標） 
 
第 1 号被保険者保険料徴収率 
　98.0%

介護保険課 P100

④低所得者
に対する負
担軽減

171 継続 低所得者に対する
負担軽減

（平成 27 年度〜 29 年度） 
 
公費により、保険料の所得
段階の第 1 段階の方に対
する軽減措置の実施（年額
3,800 円の減）

平成 31 年 10 月に消費税
増税になる場合には、国基
準に従って更なる負担軽減
を実施する。

介護保険課 P100

⑤介護給付
費適正化事
業の推進

172 継続 介護給付費適正化
事業の推進

（平成 29 年度見込） 
 
認定調査票点検実施率 
　100% 
 
・適正な住宅改修及び福祉用
具の利用状況に関する書類
審査の実施率 
　100%

 
・国保連介護給付適正化シス
テムによる縦覧点検や医療
情報との突合情報から、介
護報酬の不適正な請求が認
められた場合の介護報酬の
返還請求の実施
　　　　 
・介護給付費通知（年 2 回）

（平成 32 年度目標） 
 
・認定調査票点検実施率 
　100%
　　
・適正な住宅改修及び福祉用
具の利用状況に関する書類
審査の実施率 
　100% 
 
・疑義が生じた住宅改修の現
地調査　100% 
 
・国保連介護給付適正化シス
テムによる縦覧点検や医療
情報との突合情報から、介
護報酬の不適正な請求が認
められた場合の介護報酬の
返還請求の実施　　　　　
　　　　
・介護給付費通知（年 2 回）

介護保険課 P100

（2） 
人材の
確保及
び資質
の向上

①ケアマネ
ジメントス
キルの向上

173 継続 ケアマネジメント
の質の向上

（平成 29 年度見込） 
 
ケアプラン指導研修事業参
加者数（検証・巡回・公開
講座・ケアマネジャー研修
会） 
　延 450 人

・適切なケアマネジメントを
推進するとともに、サ高住
等集合住宅との関連性が強
い居宅介護支援事業所等を
中心に巡回指導や研修会を
開催します。 
　　　　　 
・統計的に見て通常のケア
プランとかけ離れた回数の
訪問介護（生活援助中心型）
を位置づけるケアプランに
ついて検証を行い、必要に
応じてサービス内容の是正
を促します。

介護保険課
長寿福祉課 P101

②福祉・介
護人材の育
成

174 継続 福祉・介護人材の
育成の促進

求職者と求人のマッチング、職場環境の改善及び人材の
処遇改善など事業者支援に努めます。また、県・市・関
係機関が連携し、限られた人材を確保する方策を検討し
ます。

介護保険課
長寿福祉課 P101

175 新規

障害福祉サービス
と介護保険サービ
スの包括的マネジ
メントの強化

障害福祉サービスと介護保険サービスの包括的なマネジ
メントの強化を図るため、双方の資格取得のための情報
提供等を行います。

介護保険課
福祉課 P101



事
業
一
覧

149

基本
施策 施策 取組 № 新規

継続 事業名 成果指標（現況） 成果指標（目標） 担当課 頁

Ⅴ 介護保険事業における保険者機能の強化
1. 
安心の
介護を
提供す
るため
に

（3） 
事業者
への指
導・支
援

①事業者へ
の指導等 176 継続 介護サービス事業

者への指導・育成

制度及び基準等に基づく適正なサービス提供と報酬請求
が行われるよう、講習会等による集団指導及び事業所に
おける実地指導並びに監査等により、指導監督を行いま
す。

障害福祉課
介護保険課 P101

②福祉用
具・住宅改
修事業者へ
の助言・指
導

177 継続
福祉用具・住宅改
修事業者への助
言・指導

福祉用具・住宅改修相談に努め、利用者への情報提供を
行うことにより日常生活の自立を支援します。 長寿福祉課 P101

③施設介護
の質の向上 178 継続 施設介護の質の向

上
施設入所者の重度化防止に向け事業者を支援し、施設ケ
アの質的向上を図ります。

指導監査課
介護保険課 P101

④介護と医
療の関係者
の連携効率
化

179 新規
地域医療連携ネッ
トワーク「たてや
まネット」の支援

富山市医師会による地域医療連携ネットワーク利用促進
の取組を支援します。 介護保険課 P101

⑤介護保険
と障害福祉
の両方のサ
ービスの提
供

180 新規

介護保険サービス
及び障害福祉サー
ビスを提供できる
事業者の推進

（平成 29 年度見込） 
 
富山型デイサービス登録事
業所数　 
　48 か所

（平成 32 年度目標） 
 
富山型デイサービス、共生
型サービス指定事業所数 
　54 か所

介護保険課 P102

（4） 
介護者
への支
援

181 継続 家族介護支援事業

介護者が抱える悩みや不安を解消するため、交流の場を
設け充実を図ります。 
また、介助方法についての技術支援を行い、介護負担の
軽減と介護者の孤立化の防止に努めます。

障害福祉課
介護保険課 P102

（5） 
制度啓
発と相
談体制
の充実

①制度の趣
旨普及 182 継続 制度の趣旨普及 広報・ホームページ等の内容を充実し介護保険制度の趣

旨普及に努めます。 介護保険課 P102

②苦情相談
体制の充実 183 継続 施設入所者の相談

体制の充実

（平成 29 年度見込） 
 
介護相談員派遣事業所数 
　100 か所

（平成 32 年度目標） 
 
介護相談員派遣事業所数 
　108 か所

介護保険課 P102

2. 
介護サ
ービス
の基盤
整備

（1） 
居宅サ
ービス
の充実 184 継続 居宅介護サービス

の充実

居宅における自立支援のため、事業者による個々の高齢
者の状況に応じた機能訓練の提供等により自立度の維持・
改善を図れるよう努めます。

介護保険課 P103

（２）
基盤整
備の目
標値

（第 7
期（平
成 30
〜 32
年度））
の設定

185 継続 基盤整備の推進

地域包括ケアシステムの構築を目指し、地域密着型サー
ビスなどの基盤整備を推進します。 
・24 時間対応可能な在宅サービス基盤 
・在宅において医療と介護の両方を提供する基盤 
・在宅の中重度者を支える基盤 
・認知症高齢者へのサービスの基盤 
・施設・住まい 
・施設生活の向上に向けた基盤

介護保険課 P103
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事　業　名 単位 平成29年度
目標量

実　績 平成29年度
見込み

平成32年度
目標量 担当課平成27年度 平成28年度 進捗率

地域健康づくりの推進 ( 地域健康づくり展）

保健所
地域健康課

・開催地区数 (地区) 78 78 78 100.0% 78 78 

・参加人数 (人) 14,000 12,531 11,684 83.5% 14,000 14,000 

緑内障検診受診率

・受診率 (％) 8.0 8.5 9.4 117.5% 8.8 11.8

がん検診受診率

・胃がん (％) 33.0 21.9 20.9 63.3% 20.0 25.0

・肺がん (％) 38.0 26.1 25.2 66.3% 24.2 29.0

・子宮がん (％) 30.0 17.6 18.7 62.3% 20.1 23.0

・乳がん (％) 32.0 21.7 23.0 71.9% 24.9 27.0

・大腸がん (％) 32.0 22.5 22.0 68.8% 23.8 26.0

脳卒中予防の啓発（脳卒中予防の健康教室）

・参加者数 (人) 1,600 839 322 20.1% 300 500

感染症予防対策事業

保健所
保健予防課

・高齢者インフルエンザ予防接種接種率 (％) 65.0 61.6 62.3 95.8% 63.0 65.0

・高齢者の肺炎球菌感染症予防接種率 (％) 65.0 44.9 47.8 73.5% 48.0 50.0

・結核検診受診率 (％) 35.0 30.3 29.4 84.0% 35.0 35.0

認知症予防対策の推進
長寿福祉課

・認知症地域説明会開催数 (回) 96 140 164 170.8% 190 268

地域健康教育事業の充実

保健所
地域健康課

・実施回数 (回) 510 489 443 86.9% 500 500

・参加者数 (回) 13,500 15,491 14,226 105.4% 15,000 15,000

栄養・食生活改善の推進（食生活改善推進員地区普及活動）

・実施回数 （回） 234 234 234 100.0% 234 234

・参加者数 (人) 11,200 10,519 10,064 89.9% 11,000 11,200

プラス 1,000 歩富山市民運動の推進

・プラス 1,000 歩チャレンジ参加者数 (人) 1,300 1,422 870 66.9% 1,300 1,300

口腔衛生対策事業（口腔衛生に関する健康教室）

・実施回数 (人) 70 60 86 122.9% 60 60

・参加者数 (人) 2,800 2,566 3,967 141.7% 2,000 2,000

四季のウオーク事業

スポーツ
健康課

・参加者数 (人) 3,000 1,564 1,891 63.0% 1,570 3,000

地区・校区単位のスポーツ教室の開催

・開催団体数 (団体) 35 25 26 74.3% 30 35

遊悠元気運動指導者養成講習会 ( 高齢期の健康体力つくり指導者講習会 )

・受講者数 (人) 100 48 38 38.0% 58 60

糖尿病対策の充実（糖尿病予防教室）

保健所
地域健康課

・参加者数 (人) 450 340 398 88.4% 420 450

難病等療養相談会の充実

・参加者数 (人) 150 113 25 16.7% 50 50

訪問指導事業

・訪問数 (人) 1,100 1,238 770 70.0% 1,000 1,100

心の健康づくり事業（心の健康づくりに関する講演会等）

保健所
保健予防課

・参加者数 (人) 1,330 1,480 1,147 86.2% 1,340 1,640

精神保健福祉相談事業

・専門職による相談窓口数 (か所) 8 8 8 100.0% 8 8

第６期計画の成果指標一覧Ⅰ
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事　業　名 単位 平成29年度
目標量

実　績 平成29年度
見込み

平成32年度
目標量 担当課平成27年度 平成28年度 進捗率

精神障害者のネットワークづくり事業 保健所
保健予防課
障害福祉課・ネットワーク数 (数) 160 49 44 27.5% 44 66

アルコール対策事業（アルコールに関する講座）

保健所
保健予防課

・参加者数 (人) 100 93 112 112.0% 120 135

メンタルヘルスサポーター育成事業

・メンタルヘルスサポーター数 (人) 160 78 78 48.8% 85 95

メンタルヘルスサポート協力店等推進事業

・協力店登録数 (店舗) 700 311 338 48.3% － －

介護予防教室事業

長寿福祉課

・要介護状態になるおそれのある高齢
者を対象とした介護予防教室参加者数 （人） 858 619 609 71.0% 676 697

介護予防地域説明会・開催数 (回) 600 607 630 105.0% 651 719
　　　・参加者数 （人） 12,000 13,112 13,374 111.5% 13,764 15,201

介護予防普及啓発教室・開催数 (回) 75 43 54 72.0% 59 77
　　　・参加者数 （人） 1,800 1,337 1,451 80.6% 1,512 1,709

介護予防運動指導者の育成数

・登録指導者数 （人） 106 99 105 99.1% 119 128

楽楽いきいき運動

・開催か所 (か所) 220 200 228 103.6% 252 342

パワーリハビリテーション教室 ( 直営・委託 )

・実施か所 (か所) 35 37 34 97.1% 31 36

・参加者数 （人） 360 206 196 54.4% 260 287

介護予防推進リーダー数

・リーダー数 （人） 700 581 580 82.9% 562 616

水のみ運動の推進

・参加老人クラブ数 （数） 350 456 406 99.0% 410 410

介護予防ふれあいサークル事業

・サークル数 （数） 882 821 835 94.7% 840 860

健康づくりボランティアの育成及び支援事業

保健所
地域健康課

保健推進員
・健康教室・がん検診の協力　参加者数 （回） 920 796 726 78.9% 800 900
・がん検診受診勧奨訪問　　　参加者数 （件） 6,900 6,393 6,389 92.6% 6,500 6,500
食生活改善推進員
・地区普及活動 （回） 234 234 234 100.0% 234 234
・参加者数　 （人） 11,000 10,519 10,064 91.5% 11,000 11,200
地域ぐるみで取り組む健康づくりの支援事業
・まちぐるみ健康づくり交流会　参加者数 （人） 700 662 589 84.1% 700 700
・地区健康づくり推進会議

・地区数 （地区） 78 75 78 100.0% 78 78
・参加者数 （人） 1,400 1,209 2,000 142.9% 13,500 14,000

健康まちづくり推進モデル事業
まちなか総合
ケアセンター・健康まちづくりマイスター養成講座　養成総数 （数） 380 264 313 82.4% 370 470

・地区包括的情報交換会　地区数 （地区） 10 10 10 100.0% 10 10
シニアライフ講座運営事業（富山地域）

長寿福祉課

八尾行政サービスセンター
地域福祉課

婦中行政サービスセンター
地域福祉課

・講座数 (教室) 145 139 136 93.8% 134 140
・受講者数 (人) 2,222 2,012 1,899 85.5% 1,920 2,010

シニアライフ講座運営事業（八尾地域）
・講座数 (教室) 5 4 4 80.0% 4 5
・受講者数 (人) 100 65 75 75.0% 76 100

シニアライフ講座運営事業（婦中地域）
・講座数 (教室) 4 4 4 100.0% 4 4
・受講者数 (人) 80 66 61 76.3% 52 60
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事　業　名 単位 平成29年度
目標量

実　績 平成29年度
見込み

平成32年度
目標量 担当課平成27年度 平成28年度 進捗率

高齢者いきがい工房（大沢野地域）

大沢野行政サービスセンター
地域福祉課

・講座数 (教室) 7 9 9 128.6% 9 10
・受講者数 (人) 84 95 94 111.9% 89 100

高齢者いきがい講座等開催事業（大沢野地域）
・講座数 (教室) 7 6 5 71.4% 5 7
・受講者数 (人) 150 97 100 66.7% 100 150

高齢者いきがい対策事業（大山地域）
大山行政サービスセンター
知育福祉課・講座数 (教室) 6 6 6 100.0% 6 6

・受講者数 (人) 118 111 101 85.6% 120 120
高齢者いきがい対策事業（山田地域）

山田中核型
地区センター・講座数 (教室) 2 3 3 150.0% 3 3

・受講者数 (人) 100 130 130 130.0% 130 130
単位老人クラブ（市全域）

長寿福祉課

・クラブ数 (クラブ) 700 655 642 91.7% 616 616
・会員数 (人) 55,790 49,933 48,815 87.5% 46,607 47,018
・加入率 （％） 38.5 34.4 33.6 87.3% 32.0 32.7

単位老人クラブ（富山地域）
・クラブ数 (クラブ) 540 505 496 91.9% 478 478
・会員数 (人) 40,150 36,020 35,234 87.8% 33,713 34,274

単位老人クラブ（大沢野地域）
・クラブ数 (クラブ) 35 32 31 88.6% 29 29
・会員数 (人) 4,450 3,661 3,450 77.5% 3,173 3,153

単位老人クラブ（大山地域）
・クラブ数 (クラブ) 32 32 31 96.9% 31 31
・会員数 (人) 2,200 1,967 1,935 88.0% 1,906 1,882

単位老人クラブ（八尾地域）
・クラブ数 (クラブ) 58 58 57 98.3% 51 51
・会員数 (人) 4,600 4,547 4,486 97.5% 4,230 4,065

単位老人クラブ（婦中地域）
・クラブ数 (クラブ) 20 21 20 100.0% 20 20
・会員数 (人) 3,200 3,003 3,000 93.8% 2,912 2,997

単位老人クラブ（山田地域）
・クラブ数 (クラブ) 5 5 5 100.0% 5 5
・会員数 (人) 200 180 174 87.0% 163 179

単位老人クラブ（細入地域）
・クラブ数 (クラブ) 2 2 2 100.0% 2 2
・会員数 (人) 600 555 536 89.3% 510 468

いきいきクラブ
・延配食数 （食） 16,348 14,906 14,771 90.4% 15,568 15,568
・延ボランティア数 (人) 10,000 7,179 7,139 71.4% 7,139 7,139

富山市シルバー人材センター
・会員数 (人) 2,333 2,049 1,961 84.1% 1,875 1,950
・年間契約件数 (件) 21,000 18,251 18,451 87.9% 18,000 18,400

入浴施設等ふれあい入浴事業
・利用枚数 （人） 549,600 550,435 531,480 96.7% 542,800 －

老人福祉センター等利用者数（富山全域）
・呉羽山老人福祉センター （人） 52,300 31,323 29,707 56.8% 28,173 28,200

・海岸通老人福祉センター （人） 44,000 36,289 37,270 84.7% 38,276 38,300

・南老人福祉センター （人） 59,000 40,471 37,289 63.2% 34,356 34,400

・大沢野老人福祉センター （人） 42,700 45,110 45,961 107.6% 46,828 46,800

・大山老人福祉センター （人） 24,200 23,096 22,047 91.1% 21,045 21,000

・婦中社会福祉センター （人） 24,000 18,488 20,367 84.9% 22,436 22,400

・水橋老人憩いの家 （人） 10,800 7,217 6,901 63.9% 6,597 6,600

・東老人憩いの家 （人） 42,200 31,169 28,626 67.8% 26,289 26,300
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事　業　名 単位 平成29年度
目標量

実　績 平成29年度
見込み

平成32年度
目標量 担当課平成27年度 平成28年度 進捗率

要援護高齢者地域支援ネットワーク事業

長寿福祉課

・ネットワーク数 （ネットワーク） 800 589 507 63.4% 520 540

啓発のための人材の育成　※認知症の知識の普及・啓発

・キャラバン・メイト数 （人） 439 396 433 98.6% 449 545

認知症サポーターの養成

・認知症サポーター数 （人） 26,000 25,010 28,818 110.8% 32,000 41,000

地域での見守り体制の充実

・認知症高齢者見守りネットワーク数 （ネットワーク） 396 233 206 52.0% 238 322
・認知症高齢者見守り
  ネットワーク協力団体数 (団体) 673 588 608 90.3% 640 736

認知症徘徊 SOS ネットワークの推進

・徘徊 SOS 緊急ダイヤル利用登録者数 （人） 590 526 488 82.7% 520 604

・徘徊 SOS 緊急ダイヤル協力登録団体数 （団体） 572 536 553 96.7% 585 625

「お団子と串」の都市構造の構築
都市政策課・総人口に占める「公共交通が便

利な地域に居住する人口の割合 (％) 35.0 36.7 37.0 105.7% 37.1 39.2

まちなか居住の推進
居住対策課

・中心市街地の居住人口の社会増加 （人） 567 609 693 122.2% 767 －

おでかけ定期券事業
中心市街地活性化推進課

・おでかけ定期券利用申込者数 （人） 26,000 24,166 24,373 93.7% 24,600 30,000

ポートラムシルバーパスカ事業

交通政策課
・利用者数 （人） 140,000 182,028 179,523 128.2% 140,000 おでかけ定

期券へ統合

生活交通の確保
・公共交通一日平均利用者数の
富山市人口当たりの割合 (％) 15.1 14.9 15.1 100.0% 15.1 15.4

道路の整備（歩道の補修工事）

道路河川管理課
道路河川整備課

・総延長 （km） 2.22 0.55 0.99 44.6% 1.46 1.95

道路の整備（歩道の整備工事）

・総延長 （km） 1.02 0.14 0.10 9.8% 0.40 0.56

出会いと交流の空間づくり（無電柱化に伴う歩道整備）
道路河川整備課

・総延長 （km） 624 8 157 25.2% 245 670

公園緑地の整備
公園緑地課・市民１人当り公園

緑地面積 （㎡） 14.60 14.22 14.34 98.2% 14.39 14.54

高齢者向け住宅改善及び緊急ブザーの設置
市営住宅課

・高齢者向け住戸改善 (戸) 95 91 93 97.9% 95 107

高齢者向賃貸住宅の供給促進
居住対策課

・供給戸数 (戸) 309 159 159 51.5% 179 239

交通安全アドバイザー活動事業

生活安全交通課

アドバイザー数 （人） 250 247 247 98.8% 244 250

高齢者交通安全対策事業

・交通安全教室開催回数 （回） 150 106 96 64.0% 80 80

・高齢者事故件数 （件） 590 576 489 82.9% 476 437

高齢者運転免許自主返納支援事業

・申請者数 （人） 720 887 1,191 165.4% 1,207 2,165

自主防災組織の育成等
防災対策課

・組織率 （％） 76.9 56.7 60.3 78.4% 61.3 67.8 

火災予防の推進

消防局
予防課

・住宅用火災警報器設置率 （％） 90.0 88.2 86.2 95.8% 90.0 90.0

出前講座の実施　※火災予防の推進に関する講座

・実施回数 （回） 200 241 211 105.5% 200 200
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事　業　名 単位 平成29年度
目標量

実　績 平成29年度
見込み

平成32年度
目標量 担当課平成27年度 平成28年度 進捗率

ひとり暮らし高齢者家庭の防火訪問の実施 消防局
予防課・実施件数 ( 件 ) 2,500 3,441 2,776 111.0% 2,500 2,500

応急手当普及啓発の推進 消防局
警防課・救急救命講習受講者数 （人） 15,000 16,069 14,961 99.7% 18,000 18,000

消費生活講座の開催
消費生活センター

・参加者数　 ( 人 ) 4,400 2,862 2,651 60.3% 3,500 4,000

適正な要介護認定（認定調査割合）

介護保険課

・直営 （％） 1.0 8.9 0.4 40.0% 0.2 1.0

・委託 （％） 99.0 91.1 99.6 100.6% 99.8 99.0

介護保険料の適正納付の推進

・保険料徴収率 （％） 98.0 97.8 97.9 99.9% 97.9 98.0

ケアマネジメントの質の向上（ケアプラン指導研修事業） 介護保険課
長寿福祉課・延参加者数 （人） 550 522 444 80.7% 450 －

介護サービス事業者への指導・育成 指導監査課
介護保険課・実地指導か所数 (か所) 340 374 321 94.4% 374 －

苦情相談体制の充実
介護保険課

・介護相談員派遣事業所数 (か所) 95 90 91 95.8% 100 108
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【日常生活圏域】（再掲）

日常生活圏域の状況Ⅱ

日常生活圏域 地域（校区）
平成 29 年 3 月末現在

高齢者人口
（人）

高齢化率
（％）

人　口
（人）

平成 32 年見込み
高齢者人口
（人）

高齢化率
（％）

人　口
（人）

要　介　護
認定者（人）認定率（％）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

総曲輪等地区

山室等地区

堀川等地区

蜷川等地区

奥田等地区

五福等地区

岩瀬等地区

豊田等地区

新庄等地区

藤ノ木等地区

熊野等地区

和合地区

呉羽地区

水橋地区

大沢野等地区

大山地区

八尾等地区

婦中地区

27,523

20,055

27,148

28,538

18,957

19,840

20,014

19,624

34,161

27,070

25,182

12,190

24,918

15,818

23,416

10,153

21,813

41,213

417,633

9,182

5,995

6,968

7,039

5,761

4,986

6,594

5,562

8,767

6,826

8,100

3,886

7,539

5,731

7,082

3,232

7,124

9,175

119,549

33.4 

29.9 

25.7 

24.7 

30.4 

25.1 

32.9 

28.3 

25.7 

25.2 

32.2 

31.9 

30.3 

36.2 

30.2 

31.8 

32.7 

22.3 

28.6 

1,958

1,122

1,446

1,150

1,111

886

1,240

935

1,494

1,040

1,319

736

1,302

1,032

1,351

572

1,326

1,707

21,727

21.3 

18.7 

20.8 

16.3 

19.3 

17.8 

18.8 

16.8 

17.0 

15.2 

16.3 

18.9 

17.3 

18.0 

19.1 

17.7 

18.6 

18.6 

18.2 

27,023

19,691

26,655

28,019

18,613

19,479

19,650

19,267

33,540

26,578

24,724

11,968

24,465

15,531

22,990

9,969

21,417

40,464

410,044

9,578

6,254

7,269

7,343

6,010

5,201

6,879

5,802

9,145

7,121

8,450

4,054

7,864

5,978

7,388

3,372

7,431

9,571

124,709

35.4

31.8

27.3

26.2

32.3

26.7

35.0

30.1

27.3

26.8

34.2

33.9

32.1

38.5

32.1

33.8

34.7

23.7

30.4 

総曲輪、愛宕、安野屋、
八人町、五番町、清
水町、星井町、柳町

東部、山室

西田地方、堀川、
光陽

堀川南、蜷川

奥田、奥田北

桜谷、五福、神明

岩瀬、荻浦、大広田、
浜黒崎

豊田、針原

新庄、新庄北、広田

藤ノ木、山室中部

太田、新保、熊野、
月岡

四方、八幡、草島、
倉垣

呉羽、長岡、寒江、
古沢、老田、池多
水橋中部、水橋西
部、水橋東部、三郷、
上条

大沢野、細入

大山

八尾、山田

婦中

合　　　計

※要介護認定者数は第 1 号被保険者で要支援を含む。住所地特例者等は除く。
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

計

婦
中
地
区

八
尾
等
地
区

大
山
地
区

大
沢
野
等
地
区

水
橋
地
区

呉
羽
地
区

和
合
地
区

熊
野
等
地
区

藤
ノ
木
等
地
区

新
庄
等
地
区

豊
田
等
地
区

岩
瀬
等
地
区

五
福
等
地
区

奥
田
等
地
区

蜷
川
等
地
区

堀
川
等
地
区

山
室
等
地
区

総
曲
輪
等
地
区

介護老人
福祉施設
介護老人
保健施設
介護療養型
医療施設

計

-
-
2 

149 
-
-
2 

149 

-
-
1 

100 
1 

15 
2 

115 

1 
150 

2 
192 

3 
242 

6 
584 

2 
133 

-
-
-
-
2 

133 

1 
70 

-
-
1 

19 
2 

89 

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

1 
100 

-
-
-
-
1 

100 

-
-
-
-
1 

33 
1 

33 

-
-
1 

100 
-
-
1 

100 

2 
174 

1 
100 

1 
170 

4 
444 

1 
80 
5 

492 
3 

129 
9 

701 

2 
160 

-
-
-
-
2 

160 

3
200

‒
‒
‒
‒
3

200

2 
150 

2 
200 

-
-
4 

350 

2 
98 
1 

100 
-
-
3 

198 

1 
80 

-
-
1 

58 
2 

138 

3 
130 

1 
150 

-
-
4 

280 

3 
160 

2
200 

2
164

7 
524 

24 
1,685 

18 
1,783 

13 
830 
55 

4,298 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

計

婦
中
地
区

八
尾
等
地
区

大
山
地
区

大
沢
野
等
地
区

水
橋
地
区

呉
羽
地
区

和
合
地
区

熊
野
等
地
区

藤
ノ
木
等
地
区

新
庄
等
地
区

豊
田
等
地
区

岩
瀬
等
地
区

五
福
等
地
区

奥
田
等
地
区

蜷
川
等
地
区

堀
川
等
地
区

山
室
等
地
区

総
曲
輪
等
地
区

定期巡回・随時対
応型訪問介護看護
夜間対応型
訪 問 介 護
認知症対応型
通 所 介 護
小規模多機能型
居 宅 介 護
認知症対応型
共同生活介護
地域密着型介護
老人福祉施設
看護小規模

多機能型居宅介護
特定施設入居者
生 活 介 護
地域包括支援
セ ン タ ー

‒

‒

‒
‒
1 

29 
1 
9 
‒
‒
‒
‒
2 

56 

2

1

1

1 
12 
1 

29 
1 
9 
‒
‒
1 

29 
‒
‒

1

1

1

1 
12 
2 

50 
4 

72 
1 

20 
‒
‒
‒
‒

2

1

‒

2 
24 
2 

50 
4 

54 
3 

69 
‒
‒
1 

36 

2

‒

‒

2 
21 
2 

50 
1 
9 
‒
‒
1 

29 
‒
‒

2

‒

‒

1 
12 
1 

29 
2 

27 
‒
‒
‒
‒
‒
‒

1

‒

‒

‒
‒
2 

54 
2 

27 
‒
‒
‒
‒
‒
‒

2

‒

‒

3 
32 
2 

58 
2 

18 
3 

61 
‒
‒
‒
‒

2

‒

‒

2 
24 
2 

54 
2 

27 
2 

49 
‒
‒
‒
‒

2

‒

‒

1 
12 
1 

29 
2 

27 
‒
‒
‒
‒
‒
‒

1

‒

‒

‒
‒
2 

43 
5 

72 
1 

29 
‒
‒
‒
‒

3

‒

‒

2 
15 
1 

29 
1 

18 
‒
‒
‒
‒
‒
‒

2

‒

‒

3 
36 
2 

50 
4 

33 
1 

20 
‒
‒
1 

30 

1

‒

‒

1 
12
1 

25 
4 

45 
2 

40 
‒
‒
‒ 
‒ 

2

1

‒

1 
10 
2 

50 
2 

45 
2 

51 
1 

29 
1 

24 

2

‒

‒

‒
‒
1 

25 
1 

18 
‒
‒
‒
‒
‒
‒

1

‒

‒

1 
12 
1 

25 
3 

45 
‒
‒
1 

25 
‒
‒

2

1

1

‒
‒
1 

25 
2 

27 
‒
‒
‒
‒
‒
‒

2

5

3

21 
234 
27 

704 
43 

582 
15 

339 
4 

112 
5 

146 

32

※上段：施設数　下段：定員

【日常生活圏域別の地域密着型サービス等・地域包括支援センターの設置状況】（平成 29 年度末）

【日常生活圏域別の介護保険 3 施設の設置状況】（平成 29 年度末）

※上段：施設数　下段：定員
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年　月　日 内　　　容

H29.2.3 ～ 2.14 高齢者保健福祉実態調査の実施

H29.3.1 ～ 3.31 在宅介護実態調査の実施

H29.7.3 ～ 7.13 介護保険サービス事業者へのアンケートの実施

H29. 8.10

第１回富山市高齢者総合福祉プラン策定委員会（以下「委員会」）
　(1) 次期 ( 第７期 ) 高齢者総合福祉プランの策定について
　(2) 次期 ( 第７期 ) 高齢者総合福祉プランの策定方針について
　(3) 第６期介護保険事業計画の進捗状況について
　(4) 第７期介護保険事業計画の策定（案）について

H29. 8.18

第１回富山市高齢者総合福祉プラン策定懇話会（以下「懇話会」）
　(1) 次期（第 7 期）高齢者総合福祉プランの策定について
　(2) 次期（第 7 期）高齢者総合福祉プランの策定方針について
　(3) 第６期介護保険事業計画の進捗状況について
　(4) 第７期介護保険事業計画の策定（案）について

H29. 8.22 ～
8.25 地域懇談会 ( 市内４箇所 )

H29.11.21
第２回策定委員会
　(1) 富山市高齢者総合福祉プラン（素案）について

H29.11.28
第２回策定懇話会
　(1) 富山市高齢者総合福祉プラン（素案）について

H29.12.15 ～
12.28 計画素案についてパブリックコメント実施

H30.1 中旬 計画案修正等の調整

H30.1.24
第３回策定懇話会
　(1) 富山市高齢者総合福祉プラン（案）について

H30.1.26
第３回策定委員会
　(1) 富山市高齢者総合福祉プラン（案）について

H30. 2.23 市議会厚生委員会

H30. 3.23 介護保険条例改定についての議決（３月定例会）

H30. 3 下旬 計画を県へ提出

計画策定の経緯Ⅲ
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骨子案 事務局からの情報提供
事務局からの情報提供
一般公募委員の選出

市　　　長
（計画の決定） 議　　会

報　　告

随時情報提供

計画案提出・修正

高齢者総合福祉プラン（高齢者保健福祉
計画・第7期介護保険事業計画）策定委員会

高齢者総合福祉プラン（高齢者保健福祉
計画・第7期介護保険事業計画）策定懇話会

組　　織：福祉保健部次長、関係課長で構成

所掌事務：検討事項の調査・研究及び計画

事 務 局：長寿福祉課

組　　織：関係団体の代表、
　　　　　一般公募で選ばれた市民3人で構成

所掌事務：計画案について意見を述べる。

事 務 局：長寿福祉課

市　民　参　加

●地域懇談会の開催（市内４ヵ所で実施）

●意見・提案募集（広報、インターネットを活用した、情報の提供、意見・提案の募集）

計画の策定体制Ⅳ
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富山市高齢者総合福祉プラン
（高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画）の策定に関する要綱

　
（目的）
第１条　この要綱は、老人福祉法第 20 条の８及び介護保険法第 117 条の規定に基づく平成 30 年度から

平成 32 年度の富山市高齢者総合福祉プラン（高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画）（以下「計
画」という。）の策定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（策定委員会）
第２条　市長は計画を策定するために計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
２　委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

（１）　計画の案の作成に関すること。
（２）　その他市長が指示する事項。
３　委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。
４　委員長は、福祉保健部次長（医療介護連携・総合ケア・高齢者福祉担当）をもって充て、会務を総理する。
５　副委員長は、委員長が指名するものをもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その

職務を代理する。
６　委員会は、委員長が招集し、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

（計画案の作成等）
第３条　委員会は、計画の案を作成するにあたり、懇話会及び市民の意見を幅広く反映するよう努めなけれ

ばならない。
２　委員会は、市長が必要と認めたときは、計画の修正案を作成しなければならない。
３　前各項の規定により計画の案を作成し、又は、計画の修正案を作成したときは、これを市長に提出しな

ければならない。
（懇話会）
第４条　市長は、計画の案に対して市民の意見等を反映させるため、懇話会を設置することができる。
２　懇話会の委員は 15 人以内とし、高齢者福祉について優れた見識を有する者等で構成する。
３　懇話会に座長を置き、座長は市長が指名する。
４　懇話会は、必要に応じて市長が招集し、座長が議長となる。

（庶務）
第５条　委員会及び懇話会の庶務は、福祉保健部長寿福祉課において処理する。
第６条　この要綱に定めるもののほか、計画案の作成及び委員会の議事に関し必要な事項は、別に定める。
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附　則
（施行期日）
１　この要綱は、平成 26 年６月２日から施行する。

（この要綱の失効）
２　この要綱は、平成 30 年３月 31 日限り、その効力を失う。
附　則

（施行期日）
　この要綱は、平成 27 年３月 13 日から施行する。
附　則

（施行期日）
１　この要綱は、平成 29 年４月 13 日から施行する。

（この要綱の失効）
２　この要綱は、平成 33 年３月 31 日限り、その効力を失う。

別表（第２条第３項）
富山市高齢者総合福祉プラン（高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画）
策定委員会委員

区　分 役　職

委　　員

福祉保健部次長

福祉保健部次長

（医療介護連携・総合ケア・高齢者福祉担当）

社会福祉課長

生活支援課長

指導監査課長

障害福祉課長

長寿福祉課長

介護保険課長

保険年金課長

まちなか総合ケアセンター所長

保健所保健予防課長

保健所地域健康課長

大沢野行政サービスセンター地域福祉課長

大山行政サービスセンター地域福祉課長

八尾行政サービスセンター地域福祉課長

婦中行政サービスセンター地域福祉課長
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富山市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定懇話会委員名簿

No. 区分 職　名 氏　名

１ 学識経験者 富山国際大学子ども育成学部　准教授 相山　　馨

２ 保健・医療関係者 富山市医師会　議長 福田　　繁

３ 保健・医療関係者 富山県看護協会　会長 大井きよみ

４ 介護保険事業者 富山県小規模多機能型居宅介護事業者
連絡協議会富山支部　会長 津田佳代恵

５ 介護保険事業者 富山市介護支援専門員協会　会長 高原　啓生

６ 福祉関係者 富山市社会福祉協議会　会長 野尻　昭一

７ 福祉関係者 富山県老人福祉施設協議会　副会長 岩井　広行

８ 福祉関係者 富山市シルバー人材センター　理事長 谷崎　　正

９ 福祉関係者 富山市民生委員児童委員協議会　副会長 髙山　礼子

10 地域代表 富山市自治振興連絡協議会　会長 谷井　光昭

11 地域代表 富山市老人クラブ連合会　会長 島田　祐三

12 市民代表 一般公募委員 發田　悦造

13 市民代表 一般公募委員 柳原　博明

14 市民代表 一般公募委員 能作　靖雄

敬称略　順不同
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１　地域懇談会の開催状況について

２　パブリックコメントの実施について

（１）実施期間

　　　平成 29 年 12 月 15 日（金）から 12 月 28 日（木）まで

（２）件数等

　　　ご意見はありませんでした。

地域懇談会・パブリックコメントについてⅤ

日　時 会場（所在地） 参加人数

８月　22 日 ( 火 ) 14:00 ～ 15:30
まちなか総合ケアセンター
1 階地域連携室

（総曲輪四丁目）
32 人

８月　23 日 ( 水 ) 14:00 ～ 15:30 富山市岩瀬カナル会館 2 階大ホール
（岩瀬天神町） 39 人

８月　24 日 ( 木 ) 14:00 ～ 15:30 富山市婦中ふれあい館 2 階大研修室
（婦中町砂子田） 51 人

８月　25 日 ( 金 ) 14:00 ～ 15:30 大久保ふれあいセンター 2 階大研修室
（下大久保） 29 人

合　　計 151 人
( １回平均 38 人 )
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３　策定懇話会・地域懇談会での主な質問・意見について

区　分
件　数

懇話会 懇談会

（１）総論・方向性に関すること 10 20

（２）介護予防・日常生活支援総合事業に関すること 1

（３）認知症に関すること 1 4

（４）在宅医療・介護連携に関すること 2 1

（５）在宅復帰支援に関すること 1

（６）施設に関すること 3 4

（７）地域包括支援センターに関すること 3

（８）介護人材に関すること 3 3

（９）介護者負担に関すること 7 8

（10）保険料・利用者負担に関すること 1

（11）健康寿命の延伸に関すること 3 4

（12）地域での見守りに関すること 4 13

（13）高齢者の参加に関すること 4 9

（14）ひとり暮らし高齢者等に関すること 1

（15）周知・啓発に関すること 3 2

（16）行政組織に関すること 1 1

（17）その他 7 16

合　計 49 91
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用語解説（50 音順）

用　　　語 解　　　説 掲載ページ

あ インキュベーション施設 創業支援施設 55

か コミュニティガーデン 地域住民が自主的活動により企画・運営を行う「緑の交流空間」のこと。 59

介護予防推進リーダー
高齢者が住み慣れた地域でいつまでも健康に暮らしていくことができるよう、老人クラ
ブで、「介護予防」を推進する役割を担っている方。単位老人クラブに概ね１名を富山
市から委嘱している。

19

介護予防・日常生活支援総合事
業

従来の介護予防通所サービス、介護予防訪問サービスに加え、住民主体のサービスや民
間による生活支援サービス、一般介護予防事業の充実等をはかり、要支援者等の能力を
最大限生かしつつ、要支援者等の状態に応じて選択できるような多様なサービス。

39

介護予防ふれあいサークル
日常生活に不安や困難を感じている方や閉じこもりがちな方を 1 名以上を含む 65 歳以
上の高齢者５人以上で構成し、介護予防や閉じこもりになることを防ぐことを目的とし
た軽運動や趣味活動を年間を通して行うサークル。

19

基本チェックリスト 高齢者の運動機能などの生活機能を評価し、介護予防に役立てることを目的として、国
で作成された 25 項目の質問票。 71

QOL
「生活の質」（quality of life クオリティオブライフ）のこと。 
人々の生活を物質的な面から数量的にのみとらえるのではなく、精神的な豊かさや満足
度も含めて、質的にとらえる考え方。

101

ケアマネジャー 介護の知識を幅広く持った専門家で、介護保険サービスの利用にあたり、利用者の状態・
希望に沿ったケアプランを作成したり、サービス事業者との連絡や調整を行う。 37

軽費老人ホーム 60 歳以上で家庭環境・住宅事情等の理由により、家族との同居が困難な方が低額な料
金で入所できる施設。 91

ゲートキーパー
自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話
を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のことで、言わば「命
の門番」とも位置付けられる人のこと。

38

健康まちづくりマイスター
高齢化の進んだ中心市街地において、赤ちゃんから高齢者、障害者やその家族がいつま
でも地域で安心して暮らせる健康まちづくりを推進するための人材。地域住民や保健・
医療・福祉の専門職、民間企業、行政職員等。

45

交通安全アドバイザー 市町村の推薦に基づき富山県が任命した高齢者の交通事故防止に深い理解と熱意を持っ
た方。 93

高齢者世話付住宅 
（シルバーハウジング）

自立した生活をおくることができるように高齢者の生活特性に配慮した設備（バリアフ
リー設備や緊急通報システムの設置など）及び生活援助員（ライフサポートアドバイザ
ー）による日常生活支援サービスの提供を行う住宅。

92

高齢福祉推進員 ひとり暮らし高齢者宅への安否の確認や孤独感解消のための訪問を行う方。福祉増進に
熱意を有し、随時訪問が可能な近隣の方に市が委嘱する。 19

さ
サービス担当者会議 ケアプラン（介護サービスの計画）の原案を作成し、サービス調整を行った後、サービ

ス担当者を集めてケアプランの内容を検討する会議。 21

在宅療養支援診療所
病気を抱えているが病気の進行により通院ができない方のために、自宅で安心して診療
が受けられるよう、在宅医療のみを行う診療所として、24 時間 365 日体制での往診
等を提供する。

21

シビルミニマム 日常生活に最低限必要な水準。 88

若年性認知症 65 歳未満で発症する認知症のこと。 80

た
退院時カンファレンス 病院での入院加療を終え、今後自宅にて療養を希望される場合に、病院の主治医と在宅

療養を担当する医師との間で、患者の病態や状況について情報を共有すること。 21

地域ケア推進コーディネーター 地域ケア体制推進のための企画・運営・連絡を行い、地域住民が主体となって活動でき
るよう、コーディネート（調整）する者。 65

用語解説Ⅵ
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た 適正飲酒の 10 か条 お酒との健康的な付き合い方を簡潔に 10 か条にまとめたもの。 36

富山型デイサービス 
（共生型サービス）

年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが一緒に身近な地域でデイサービスを受けられる
場所。平成５年７月に「このゆびとーまれ」が開設されたことに始まる新しい形の福祉
サービス。

102

トヤマ タウン トレッキング サ
イト

富山市総合体育館内に 2017 年４月にオープンした、ウオーキングやランニングを取
り入れた新しいライフスタイルの交流拠点施設。 33

な
難病相談・支援センター 難病の患者やご家族の方などが抱える不安や悩みが解消されるよう、療養相談、福祉、

就労などの相談を行う機関。 34

ニュースポーツ レクリエーションの一環として、勝敗にこだわらず誰もが気軽に楽しむことができるこ
とを主眼とした身体運動。 33

認知症カフェ
認知症の疑いのある方や認知症の高齢者やその家族並びに地域住民や専門職など、誰も
が気軽に集い、認知症状の悪化防止、相互交流、情報交換等を行うことを目的とした活
動拠点のこと。

12

認知症ケアパス 認知症の状態に応じた適切な医療や介護サービス等をまとめたもの。 78

認知症コーディネーター 各地域包括支援センターに配置され、地域での認知症の普及啓発活動や個別ネットワー
クの構築などに係るコーディネート（調整）を行う者。 62

認知症サポーター 「認知症サポーター養成講座」を受講した、認知症を正しく理解し、認知症の人や家族
を温かく見守る応援者。 21

認知症サポート医 医療と介護の連携を図るため、認知症サポート医養成研修を修了した者。 78

認知症疾患医療センター 認知症患者とその家族が、地域のかかりつけ医や施設、介護事業者と連携し、診察や相
談に応じる専門機関。 78

認知症地域支援推進員
市町村において、認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス及び地域の支
援機関の間の連携を図るための支援や、認知症の人やその家族を支援する相談業務等を
行う者。

62

は

避難行動要支援者

要配慮者（防災施策において特に配慮を要する方。一般的に高齢者、障害者、外国人、
乳幼児、妊婦等があげられる。）のうち、災害発生時、または災害が発生するおそれが
ある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図
るため特に配慮を要する者。

94

ふれあいいきいきサロン
高齢者がご近所の方等で自主的に作るサロン。身近な公民館や空き店舗などで無理なく、
楽しく、話して笑い、時間を過ごすことで、寝たきりや認知症の最大の要因とも言われ
る「閉じこもり」を防止する目的がある。

53

ふれあい子育てサロン
身近な公民館や空き教室、空き店舗などを利用して、子育ての当事者（子育て家庭の親子）
など地域住民が、多様な活動を通して、子育てを楽しみ仲間づくりを行う支えあいの活
動。子育て中の親同士の交流や情報交換、親子活動など。

53

歩行補助車「富山まちなかカー
ト」

富山大学歩行圏コミュニティ研究会が目指す「歩行圏コミュニティ」（少し足腰が弱く
なった高齢者も積極的にまちに出かけ、交流を楽しみ、健康を維持することができる生
活圏）の一環として開発された歩行補助車。

59

ま
メンタルヘルスサポーター 心の健康に関する正しい知識や情報の普及啓発、地域で生活する精神障害者の相談、

訪問等を行う、心の健康づくりボランティア。 29

や
有料老人ホーム 高齢者を入居させ、入浴、排せつもしくは食事の介護、食事の提供またはその他日常

生活上の世話などの少なくとも一つのサービスを提供する施設。 91

ら
ロコモティブシンドローム（運動
器症候群）

筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板といった運動器のいずれか、あるいは複数に障害が起こり、
「立つ」「歩く」といった機能が低下している状態。進行すると介護が必要になるリスク
が高くなる。

39



富
山
市
高
齢
者
総
合
福
祉
プ
ラ
ン
平
成
30
年
度
〜
平
成
32
年
度

平
成
30
年
３
月
　
　
富
山
市

平成30年3月

富　山　市

富山市高齢者総合福祉プラン

平成30年度～平成32年度

（高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画）

編集・発行／富山市福祉保健部長寿福祉課 〒930ｰ8510 富山市新桜町7－38　TEL（076）443－2255　FAX（076）443－2180
E-mail:tyojyufukusi-01@city.toyama.lg.jp
http://www.city.toyama.toyama.jp/




